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第６回日野町議会定例会会議録 

 

令和４年９月１４日（第３日） 

開会  ９時００分 

散会 １８時４０分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  野 矢 貴 之   ９番  谷  成 隆 

 ２番  山 本 秀 喜  １０番  中 西 佳 子 

 ３番  髙 橋 源三郎  １１番  齋 藤 光 弘 

 ４番  加 藤 和 幸  １２番  西 澤 正 治 

 ６番  後 藤 勇 樹  １３番  池 元 法 子 

 ７番  奥 平 英 雄  １４番  杉 浦 和 人 

 ８番  山 田 人 志     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

 町 長  堀 江 和 博  副 町 長  津 田 誠 司 

 教 育 長  安 田 寛 次  総務政策主監  澤 村 栄 治 

 厚 生 主 監  池 内  潔  産業建設主監  福 本 修 一 

 教 育 次 長  宇 田 達 夫  総 務 課 長  正 木 博 之 

 税 務 課 長  山 口 明 一  企画振興課長  小 島  勝 

 住 民 課 長  山 田 甚 吉  住民課主席参事  奥 野 彰 久 

 福 祉 保 健 課 長  福 田 文 彦  子ども支援課長  柴 田 和 英 

 長 寿 福 祉 課 長  吉 澤 増 穂  農 林 課 長  吉 村 俊 哲 

 商 工 観 光 課 長  園 城 久 志  建設計画課長  嶋 村 和 典 

 会 計 管 理 者  山 田 敏 之  学校教育課主席参事  岩 脇 俊 博 

 生 涯 学 習 課 長  加 納 治 夫  生涯学習課主席参事  岡 井 健 司 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  吉 澤 利 夫  総 務 課 主 査  森 岡  誠 
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５．議事日程 

日程第 １ 一般質問 

 ８番  山田 人志君 

 ３番  髙橋源三郎君 

１２番  西澤 正治君 

 ７番  奥平 英雄君 

 ２番  山本 秀喜君 

 １番  野矢 貴之君 

１１番  齋藤 光弘君 

 ４番  加藤 和幸君 
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会議の概要 

－開会 ９時００分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員、ご起立お願いします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 昨日13日の本会議終了後、決算特別委員会が開かれ、委員長に加藤和幸君、副委

員長に髙橋源三郎君を決定した旨の報告がありました。 

 なお、決算特別委員会委員長より、付託案件に対する審査については、会議規則

第71条の規定に基づき、閉会中の継続審査とすることの申出がありました。 

 お諮りいたします。決算特別委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審

査とすることにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、決算特別委員会委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査にすることに決しました。 

 本日の議事日程はお手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 お手元に印刷配付の一般質問通告表に基づき順次発言を許可いたします。 

 ８番、山田人志君。 

８番（山田人志君） 改めまして、おはようございます。朝一ですので、エンジンが

かかるまで少し時間かかるので多めに見ながらお願いします。 

 それでは、事前の通告に基づきまして、これより一般質問をさせていただきます。 

 日野町内の自治会運営というのを見ていますと、神社などの氏子の活動があって、

結構それと深いつながりが見られます。いわゆる氏神様が一定の土地を守っている

ということであれば、その土地に住む誰もが氏子で、また土地というのは一定の一

くくり一くくりの区域なので、氏子の概念というのは自治会との関係性とか親和性

があって、それで氏子の管理とか祭礼等の行事は自治会単位で引き継がれてきた場

合が多いようです。 

 それが、近年の地方での人口減少や高齢化の加速度的な進展で、氏子の活動に関

して労力的、経済的な負担感が増しているのが、昨今の自治会が抱える問題点の１

つになっているように感じます。さきに申し上げたように、その土地に住む誰もが

氏子ということなら、本来氏子への加入とか未加入とかという議論はないはずなん

ですけども、しばしばそういった話が聞かれるというのは、やっぱり負担を感じて
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おられるからということにほかならないと思っています。 

 そうした中で、神社の、神社だけに限らず野神さんとか山の神もそうなんですが、

祭礼等の行事というのは無形の文化財ですので、町が今年度と来年度に策定を予定

されておられる文化財保存活用地域計画の中で取り上げられる対象ではないのか

なというふうに思っています。 

 今回の私の一般質問は、全体的に、１問、２問、３問あるんですが、自治会運営

のあり方を取り上げているんですが、その中で主には町政と自治会の連携体制とい

うことで、特に３問目で取り上げたいんですが、それとは別に、氏子の活動の維持

というのは自治会にとっては決して小さくない問題ですので、文化財保存活用とい

う視点で、文字どおり分割して質問することにさせていただきました。 

 そういった趣旨で３点について伺います。 

 １点目ですが、これから策定されるんでしょう文化財保存活用地域計画で、氏子

の活動は、無形の文化財として検討の対象に考えておられるでしょうか、方針をお

聞きしたいというふうに思います。 

 ２点目ですが、地域計画でどんな扱いをされるのか、検討されるのかということ

は別にして、今の時点で現状の氏子と自治会の関係をどう見ておられるか、執行側

の今の認識をお聞きしたいと思います。 

 ３点目は、２点目の続きになるんですが、氏子と自治会の関係で、仮に問題・課

題があるなと感じておられるなら、その問題を解消して氏子の活動を文化財として

保存継承するための現時点でのお考え、方針をお聞かせいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ８番、山田人志君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（堀江和博君） 皆様、おはようございます。それでは、よろしくお願いします。

ただいまは氏子と自治会について文化財の視点からご質問を頂きました。 

 まず、氏子の活動が文化財として計画の検討対象になるかについてでございます

が、町内各地では、氏子の活動として神社祭礼や野神、山の神などの年中行事が行

われております。日野町文化財保存活用地域計画においては、これらの諸行事を保

存活用すべき民族行事として、文化財の対象とする予定でございます。 

 次に、氏子と自治会の関係についてですが、当町では、村の鎮守をよりよりどこ

ろとして集まった村人が村落自治を行うという中世以来の伝統が、現在の大字を単

位とする自治活動に受け継がれているものと思っています。このことから、町内の

多くの地域では、自治会の構成員である住民と氏子の関係は表裏一体でありまして、

祭礼行事は大字、区、町、組などの自治会単位に行われてきましたが、時代の変遷

とともにそのありようも変化してきているというふうに認識をしております。 

 次に、文化財の保存活用方針についてですが、議員ご指摘のとおり、町内の各自

治会では、祭礼や行事に係る担い手不足と経済負担の増加が課題となっております。
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一方で、祭礼や行事は日野を日野たらしめている個性でもありまして、地域がまと

まる精神的紐帯でもあります。地域計画では、祭礼行事を含む文化財を日野のたか

らと捉え、たからを生かしたまちづくりを地域総がかりで推進するという視点から

保存活用方針を検討し、自治会が抱える担い手や経済負担等についても、その問題

意識を共有をしていきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） １点目についてはよく分かりました。よろしくお願いしたいと

思います。 

 ２点目、３点目についても大体意味は理解はしたんですが、全体的に抽象的な表

現だったように思うので、紐帯って難しい言葉ですね、ひもと帯ですか。初めて聞

きました。 

 それで、再質問として具体的な例に置き換えてお聞きしたいというふうに思いま

す。 

 １点目なんですが、西大路地区定住宅地コスモスラーラですよね、いわゆる。そ

の開発が議会に提案された当初、話の中で、若い人に伝統やしきたりに縛られない

で、日野町に住み続けてもらいたいんやと、そんな話を聞くこともありました。多

分目的の１つみたいな感じやったんですかね。果たしてこの発想というのは正しい

んでしょうか。それを聞きたいのが１点目です。 

 ２点目は、意図でいうと１点目の続きの話になるんですが、日野祭の祭礼の中で

神調社ってありますよね。芝田楽ですけど、神調社とそれからみこしでは、見てい

たら、参加者の考え方ってかなり違うんですよ。かなり異なります。その点をよく

よく考えてみると、実は氏子の概念というのは結構柔軟なものと違うかなというふ

うに思ったりしています。その辺りに問題解決のヒント、問題解消のヒントがない

のかなと思うんですが、どう思われるかお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） おはようございます。よろしくお願いいたしま

す。山田議員のほうから、氏子と地域自治に関しましてご質問を再度頂きました。 

 まず、コスモスラーラに関しまして、若者に住み続けていただくにあたり、伝統

等に縛られ過ぎないという考えについてどう思うのかということでございますが、

文化財という視点で申しますと、やはり日野というこの土地に住んでいただく。こ

れは、日野に生まれ育つ者も、日野に移住をしてくる人にとりましても、やはり日

野らしさを感じながら住み続けていただきたいと思っています。その日野らしさが

どこにあるのかというと、やはりお祭り等を含む文化財、ここに１つ、日野の特徴

があるのかなと思いますので、本質は何かということを見極めながら、少しでも日

野らしさを維持しつつ住み続けていただきたいと思っています。 
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 それから、日野祭の神調社とみこしの参加者に関わりまして、氏子の概念という

ことでご質問を頂戴いたしました。神調社の日野祭、渡御行列を先導する上野田の

人々の祭礼組織でございます。上野田に住む、あるいは本籍を持つ方のみで構成さ

れるという約束事があって、何百年もこれを維持していただいているという現状が

あるかと思います。みこしにつきましては、西大路、村井、大窪、上中下の３番が

出るわけですが、必ずしも日野に住まない方も、それぞれ強弱がございますが、参

加されているというところで、そういう意味では、氏子の概念については強弱がご

指摘のとおりあるかと思います。 

 これもそれぞれ地域の方の慎重な検討、ご判断の結果でございますが、文化財の

維持という意味では、祭りをまずしっかりとできるだけ伝統に乗って斎行するとい

うのが理想形かと存じますが、担い手が誰なのかということについては、議論の中

で、多少長い歳月の中では変動があっても致し方ないのかな、それぞれ聞いてある

と認識しています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 大体分かりました。いずれにしても価値観の多様化が進展して

いますので、氏子の活動に対する考えも様々だと思いますので、住んでいる区域で

ここに住んでいる人はこういう人なんやという一まとめにするステレオタイプな

評価はするべきではないと思うし、大事なことは、１つは自治会のアイデンティテ

ィー、歴史とかそういうものを保ちながら、もう一方で、多様な価値観が交流でき

るような仕組みができていければなとそんな感じです。 

 再々質問はもうしませんが、一番目の最後に要望という意味合いでこの質問の意

図をお話をさせていただきます。今ほどご答弁で、文化財の維持をしていくために

は長い歳月の中で変化もあり得るという話も頂いたんですが、実際、町内各所の氏

子の活動というのは100年、200年ずっと同じやったというふうには思ったとは思い

ません。多分時代の時々に合わせた変化があって、その際には、これは想像なんで

すけど、各区域とか集落には、昔は旦那さんとか顔役とかそういう方がいらっしゃ

って、その発言力とかそういう実力者の存在というのは結構大きかったんやないか

なと、これは勝手に想像しているんですよ、想像します。そうした実力者が変化を

促す発信力になっていったように思うんですが、これは何回も言いますように想像

なんですが、また、これは言ってしまうと一種の権威主義みたいになるから、一概

にいいこととは言えないんですが、逆に現在の様子を見ていると、よくも悪くも１

人１票の民主的な地域運営をどこもされているので、結果的にどこからも誰からも

変化のための発信が起こってこないと。これは想像じゃなく、現実に見ている姿で

す。 

 そこで、今年と来年に策定される文化財保存活用地域計画で最も期待しているこ
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とは、その計画がぜひ変化を促す発信力として効果を出してほしいと。もう決して

計画づくりが目的化するんじゃなしに、それがもう変えようという発信力になって

ほしいということがお願いですので、そのような信念を持って計画の策定にあたっ

ていただきますようにお願いして、１つ目の質問を終わります。 

 では、２つ目の質問に移ります。 

 ２つ目は、集落営農の法人化と自治会運営の関連で質問させていただきます。 

 今年７月27日に開催された蒲生郡町議会議員研修会にも参加しまして、持続的で

生産性の高い農業の推進についてというテーマで滋賀県農政水産部技監の講義を

聞きました。その講義で、滋賀県では、県内の特性を生かした農業振興策として平

成元年から集落営農を推進していて、特に近年では国の施策、国の施策というのは

主に担い手施策ということだったんですが、その対応として法人化を進めていると

いうことでした。 

 その話を聞きながら、ずっとどうなのかなと気になることがありました。それは

何かというと、日野町の農村地域は１つの集落が１つの自治会という場合がほとん

どで、集落営農を法人化するということは、自治会とほぼ同じ構成員が農業の経営

体になるので、そこから自治会の運営に派生するプラス、マイナスって何かあるん

やろうかということが気になったんです。自治会と同じ構成員の農業経営体になれ

ば、例えば移住者で農業従事にすごく関心のある方が移住してこられる場合は、き

っとハードルは低くなりますよね。集落ごとに農業経営体になっていれば、参入の

ハードルがかなり低くなる。そういうプラス面は想像できるんですが、逆に本来自

治会に備わっているはずの多様性に何か影響があるのかなということが気になる

し、実はよく分かりません、その点。 

 今回の一連の自治会に関する質問の中でも、この件は農政という特定分野の話で

もあるし、第一、私自身が実体験がない分野で、さらに日野地区ではこういう話っ

てじれて聞けないんですよね、なかなか、そういうことで純粋に教えていただきた

いという意味合いで分割して質問することにしました。 

 そういった趣旨で２点についてお聞きします。 

 １点目ですが、昨年11月、農業委員さんと町議会議員との懇談会があって、そこ

で町内で法人化している集落営農は現在９団体あるというふうに教えていただき

ました。ほとんど自治会と同じ区域で、鎌掛は一部枠組みが違うんですが、ほとん

どがもう同じ区域です。地縁型の農業経営体ということになるんですが、日野町の

農政の方針としていこうした法人を増やしていくというお考えなのでしょうか、お

聞きしたいというふうに思います。それが１点目。 

 ２点目ですが、前段階でも触れましたが、自治会とほぼ同じような構成員で集落

営農を法人化するということで、自治会運営に何かプラス、マイナスの影響がある
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のか、及ぼすのか、その辺を教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） ただいまは、集落営農と自治会についてご質問を頂きました。 

 日野町の農家総数は、昭和50年の約2,900戸が令和２年には約800戸と減少の一途

をたどっております。農業の持続的発展のためにも農業経営や担い手の育成支援は

喫緊の課題と認識をしておりまして、集落営農型法人の役割も非常に重要なものと

考えております。 

 町として、自治会と同じ区域の集落営農法人を増やす方針については推進の立場

でございます。しかしながら、集落ごとに農業・農村をめぐる課題は異なるため、

地域での話合いを通じ、その集落に合った解決方法に進んでいくことが効果的と考

えておりまして、法人数だけを増やそうとは考えておりません。集落に合った方法

を模索いただき、町も共に考えてまいりたいと考えております。 

 次に、集落営農を法人化することで自治会運営に及ぼすプラス、マイナスの影響

についてご質問を頂きました。 

 日野町は農村集落が多く、９つの農事組合法人は全て農村集落にございます。し

かし、法人の組合員数と自治会員数がイコールという集落は、町で把握している限

りございません。農村集落であっても農地の所有者でない方、耕作をされておられ

ない方は少なからずおられると考えています。考えられる影響ですが、プラス面と

して、集落内でのつながりや農地をみんなで守ろうという機運が高まる部分がある

と考えます。マイナスの面としては、集落内で農業に対する温度差が生じる可能性

が挙げられます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 今のご答弁をお聞きして、大体の姿は見えたような気がします。

教えていただいたと。今ほどのご答弁を踏まえて、１点だけ再質問をさせていただ

きます。ちょっと長い質問になりますが、辛抱して聞いて下さい。 

 自治会の多様性に目をつむって集落を経営体に特化したとしても、日野町の農業

では、ビジネスとしての利回りを実現できる可能性って多くはないっちゅうかほと

んどないだろうなというふうに思います。そこが大事なポイントだと思っているん

です。ほとんどが兼業の水稲、米農家である日野町の農業は、これは以前にも言っ

たんですが、コミュニティービジネスのような考え方をせざるを得ないところがあ

るのかなと思っています。コミュニティービジネスですからコミュニティーが経営

をするということが１つの柱なんですが、もう１つ、よりコミュニティービジネス

として大事な要素というのは、コミュニティーが支えるということで、そのコミュ

ニティーというのは当然、農業に従事していない人たちも含まれます。ここがこの

質問を取り上げた一番のポイントなんですけども、目的なんですけども、今ほどの
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ご答弁で農地はみんなで守ろうという機運が高まるという話を頂きました。そのみ

んなの中には、当然農業者以外の人がいなければならないと思います。 

 その意味で、集落ごとに経営体に特化するような利点を一方で追求しながら、も

う１つ別の大きな枠組みが必要じゃないかなと思っていて、それは、いわゆる農業

経営体の組合もそうやし、そうでない住民も全部組み入れる。以前６月にも少し触

れました農村型のＲＭＯ、農村ＲＭＯ、そうした枠組みがもう１つ別に必要じゃな

いかなというふうに思いますが、こうしたフレームづくりの構想に対して、執行側

の考えをぜひお聞きしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） おはようございます。ただいまは、山田議員のほうから再

質問を頂きました。 

 いわゆるコミュニティービジネスという切り口で、構成員として、通常農事組合

法人は農業の方々で構成されているわけですが、コミュニティーという切り口で考

えたときには、いろんな方がいらっしゃるので、そういった方、コミュニティー全

体で支える仕組みとしてどうなのかということでのご質問だというふうに理解し

ております。また、ＲＭＯの切り口でもご質問いただきました。いわゆる集落営農

の組織ができる、できないは、まずやはり自分たちの集落の農地をどうやって守っ

て、維持して、次につないでいこうかというところの課題を解決する手法として、

農家の方々がお集まりいただいて、じゃ集団化しようということで取組が始まった

ものというふうにも考えております。 

 利点としては、事務負担や出役の負担の軽減や機械の共同購入といったものの利

点もあるということで、そういったメリットとかを共有したいという思いの中から

スタートしているのではないかと考えております。また、法人化につきましては、

やはり各種のメリットがあるというのも事実でございます。その中の１つとしては、

いろんな施策の補助金が受け取れるということです。機械類や農舎といったような

ものの整備、また融資も受けることが法人化することによって可能かというふうに

考えております。各種税負担も生じるわけなんですが、先頃ある団体の方とお話を

して、税理士さんを雇用してきちんと手続をすれば、逆に税理士さんにお支払いし

ている以上の消費税が返ってきたというようなことのお話を聞いておりまして、そ

ういった部分は随分メリットなのかなというふうなことも考えております。 

 法人化することによって何より雇用をすることが可能になりますので、そこらは

強みというふうにも考えるところでございます。そのことによって、地域の中で、

例えばいろんな役割を担える方がいらっしゃるとするならば、その方を雇用をする

ということの可能性も十分考えられます。また、一定数の農家でないと法人は維持

できないんですが、出資を頂くことによって、そういった組合員さんになっていた
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だく可能性も探れるのかなというふうに考えるわけでございまして、一定メリット

というふうにご判断を頂ければ、そこは、集落内で法人化されるというのもありな

のかなというふうに思いますが、そこはやはり地域の中でどうするのかというのを

まず慎重に考えていただく必要があるのかなというふうに考えております。 

 農村ＲＭＯにつきましては、農地の維持保全や、それから農資源を使った活用の

道筋を探る。そして、また生活の支援の面での支えをどうするかというような３点

が大きな柱になっております。農村集落ではこれらの課題を多く抱えることから、

集落単位で可能性を考えるとともに、それを少し大きな地域あるいは学校単位とか

というような枠組みで、さらにそれぞれの負担は軽減なり、合理化なりという部分、

合理化という言い方がちょっと誤解を招くか語弊があるかもしれませんけれども、

パイを大きくすることによって、動きやすくするなりいろんなメリットが出るとい

うふうな考えの中で取り組まれるのも１つなのかなというふうに考えております。 

 したがいまして、まずは自分たちの地域の農地をどうしていくかということを農

業者皆様が考えていただいて、そして、集落という単位に目を向けたときには、そ

こにいらっしゃる農業者以外の方々も、先ほど温度差というようなことで町長のほ

うも答弁ございましたが、それはひいては関心が薄くなっていったり、なくなって

いったりする懸念も農家数が減少するとあるわけでございます。そこを集落全体、

コミュニティー全体として見詰めていただいて、我々の集落をどうしていこう、地

域をどうしていこうということを考えていただいた結果として、そういった団体化、

法人化という道筋はあるのかなというふうに思っておりますので、まずは自分たち

の地域を見詰めていただくことが大事かなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） よく分かりました。もう再々質問はしませんが、よく分かりま

したので、思いだけお伝えして終わりたいと思うんですが、今ほどお聞きしたよう

に、経営体に特化していくというメリットというのはやっぱりいろいろある中で、

一番は後継者を雇用という形で参入してもらえる。それが多分大きなメリットとし

てあるのかなというふうに思います。そのメリット追求と、もう一方で自治会に期

待する役割と、両方を求めていくと、１つの集落で逆向きのベクトルに向かうこと

になるので、さらに両方が中途半端やと両方とも衰退していく心配もありますよね。

ご答弁であったように温度差が生じると、そんな心配が出てきます。 

 また、さきのご答弁の中で、組合員数イコール自治会員数の集落はないというこ

とやったんですが、それが集落営農に参加していない農家もあるのか、農家でない

家もあるのか、多分両方なんでしょうけども、そういうことを考えたら、そうであ

るならば、町の農政分野として組合員でない自治会が、もう１回り大きな枠組みか

ら農業を支えて、要するに農家でない人が、もう１人大きな枠組みから農業を支え
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て、農業者はそれに応えていくと。応えるような農業経営をしていくと。そんな仕

組みのコンセプトの農政があってもいいのかなというふうに思います。 

 なかなか農政というと対症療法的なものが多くて、今ほど教えていただいたよう

に施策を講じたら補助金もらうとか、あれはあれ、これはこれみたいなものが多い

んですが、一度そこら辺も柔軟に考えていただくようにお勧めして、２つ目の質問

を終わりたいというふうに思います。 

 それでは、３つ目の質問をします。 

 前の６月議会の一般質問では、地域コミュニティーに関しまして、地域づくり・

まちづくりのプラットフォームとしてのＲＭＯ、そしてそのＲＭＯに行政施策を供

給する基地としての公民館の役割ということで種々お聞きしました。今回はその続

きなんです。その続きで、町民に最も身近な地域コミュニティーである自治会組織

ということを取り上げたいと思います。 

 今年６月25日に進取のまちづくりフォーラムというのがありました。そこで、「こ

れから」は「これまで」の延長線上ではないという話があったんで、まさにそのと

おりなんですけど、そのとおりなんですが、「これから」を考えるためにはまず「こ

れまで」もきちんと把握して整理しておく必要があるのかなということで、またそ

の趣旨でいうと、第６次総合計画の重要な一分野である進取のまちづくりの実現に

向けてということにもなるんですが、一問一答方式で、現状の自治会の抱える問

題・課題を整理するための種々ご質問、それから一部提案も意見交換もさせていた

だきたいというふうに思います。 

 ちょっと余談なんですけど、私、15年間連続で日野地区の区長会に出席していて、

立場とか肩書はいろいろ変わりながらでも、結果的には15年間ずっと出席している

んです。それで、自治会が抱えている問題・課題というのはいろんなものがあるな

と、箱も広いし、数も多いしということが頭の中にインプットされているので、今

回の一般質問の事前準備というのは、これまでで一番時間がかかりました、実は。

いつもやったら、頭の中でループ図みたいなのを描きながらそれで組み立てていく

んですけども、今回はもう頭の中では描き切れなくって、もう書き出して、そこか

ら取捨選択して、これはどうも流れが、趣旨が違うなと思うのは１問目と２問目に

分割して、それでこの３問目については、特に町政と自治会の関わり方の形という

こともあるし、意味合いということもあるし、その辺を中心にいろいろお聞きでき

ればいいなと思ってまとめました。 

 これからの質問なんですが、最初にどうしても聞いておかなければならないなと

いうのは、令和２年４月１日をもって、行政側で区と区長の制度を廃止されました

ですよね。この件は今までの一般質問の中でも何回か触れてきたんですが、今回は

この点を入り口に進めていきたいと思いますので、改めて区長制度の廃止に向けた
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役場の対応、廃止に向けてどんな対応をされてそれがどうやったんかということと、

廃止になった今現状、廃止後の現状、もう１年半ぐらいたつのかな、執行側はどう

感じておられるか、総務課にお聞きしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 山田議員のほうから、町政と自治会についてご質問を頂戴

しました。 

 まず１点目ということで、まず、事務嘱託員設置規程についてですが、令和２年

４月１日に施行されました地方公務員法および地方自治法の一部を改正する法律

により会計年度任用職員制度が導入されました。これに伴いまして、法令等に基づ

かない非常勤の職員は設置できないこととなりまして、必要な条例改正を行うとと

もに、同規程を廃止したところでございます。 

 これに伴いまして、これまでの区の代表者にお願いしておりました事務嘱託員と

しての職務を地域の代表者との事務委託契約に変更させていただいたところでご

ざいます。このことによりまして、今、議員のご指摘いただいたような点があると

思うんですけども、やはり変更時には、仕組みだけではなくて地域の実情とかに合

致したものであったかどうかということとか、またその地域のいろんな仕組みが地

域地域によって異なりますので、そこのご意見も踏まえた上での変更が必要であっ

たのではないかなという点も考えられます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 分かりました。今ほどのご答弁の最後に、どう感じるかという

質問に対してのご答弁やと思うんですが、地域の意見も伺うことも必要やったと割

と正直に答えていただきましたので、この後の質問がしやすくなります。 

 それで、ちょっと調子に乗ってもう少し掘り下げてみたいと思うんですけども、

区と区長の制度が廃止されたタイミングの令和２年３月30日付で、日野町行政区設

置規程なるものが制定されていますよね。私はこの規程というのは、今やり取りさ

せていただく一連の自治会の話とは関係ない、無視してもいいもんやと思っている

んですが、ちなみに執行側との理解を共有しておきたいので、なぜ今の行政区設置

規程が自治会の話とは関係ないと思っているのかということで、廃止された規程と

現在の現行規程の違いを持たすところを教えていただければというふうに思いま

す。総務課にお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 令和２年の４月に法が変わりまして、要綱等の廃止、それ

から新しく日野町行政区の設置規程を制定させていただいたところですが、まず、

廃止しましたのは事務嘱託員ということで非常勤特別職としての区長様の項目を

改正させていただいたというのが大きなところでございます。 
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 それによりまして、行政区につきましては、日野町の行政区設置規程ということ

で、日野町の中の行政区域を決める中で、そこに関係区域を改めて設置させていた

だいたところでございます。それに基づきまして、そこの行政区を中心に事務委託

をさせていただく中で契約をさせていただいて、その事務委託の内容が次のご質問

でも頂いております町からの配布物でありますとか、自治会の要望、協議に関する

連絡事項でありますとか、本来区をまとめていただくということの事務委託をさせ

ていただくという仕組みに変えさせていただいたというふうに理解しております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 若干すっきりさに欠けるような気がしましたので、代わりに私

のほうから申し上げたいと思うんですが、以前の事務嘱託員設置規程は、区長の担

当区域ということで別表で区というものが定められていましたですよね。そして、

その区長は、ここがポイントなんですが、当該住民の過半数をもって選任されると

いうふうにうたわれていました。そこのところで住民の意思が反映されるという点

が、区はニアリーイコールで自治会と考えてもいいのかなと思える薄い根拠であっ

たと思うんですよね。それが区長制度の廃止によって別表だけ残ってしまったのが

今の規程ですから、それはもう住民の意思って全く関係ない、反映されていないも

のですから、単に役場の事務区分に過ぎないのかなということで、今の自治会の話

とは関係ないもんやなというと思っているということです。 

 区長制度の廃止に関してもう１つ総務課にお聞きしますね。区とか区長の制度と

いうのは、今でも全国に残っているみたいですよね。残っているようなんですが、

それはどのような制度なのか、どうして残っているのか、どのような根拠に基づき

設置されて運営されているのか、主立った例をご存じなら教えていただきたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 次の質問でございます。 

 全国の区でありますとか区長の制度につきましては、令和２年４月１日の地方公

務員法の改正によりまして、区長が特別職非常勤職員（公務員）とみなされなくな

りました。この変更を機に全国の市町村で、規則でありますとか要綱の改正が様々

なされました。大きくは、市や町が区長を設置する中で、報償金をお支払いすると

いうような形の中での位置づけと、それから行政のほうが区長というのを設置せず

に、行政からのお願いをする事務を別の形にしたものになるというふうに考えてお

ります。その中でも、地域づくりの見直しを行う中で、行政からの依頼というのは

自治協議会とか地域づくり組織に依頼をして、地域での役割を担う区長との役割を

整理されたような事例もあると認識しております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 
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８番（山田人志君） 最後に教えていただいた事例で、行政から地域づくり組織、い

わゆるＲＭＯのことですよね。ＲＭＯに依頼して、区長等の役割を整理されたと。

そんな事例も今教えてもらったんですが、それはまさに今私が描いているような、

考えているようなことでして、それを先に話を出してもらったのでありがたいし、

後半、そんな話に近づけていけたらなと思います。 

 私もネット情報で幾つかの自治体のケースは見てみたんですが、教えていただい

たり大きく２通りの方法に分かれるんですが、いずれにしても行政側と住民側のキ

ャッチボールをしながら結論を出しているというケースが多いみたいです。これは、

もうその前のご答弁で頂いたとおり、日野町の場合では住民側とのキャッチボール

というのは全くありませんでした。そのせいで結構いいかげんな制度ができ上がっ

てしまいましたと思っているんですよ。 

 何がいいかげんかと言うと、契約の相手方の輪郭が見えないということです。昨

年９月議会で、１年前の一般質問のご答弁で、町内83区のうち法人化している49区

以外は規程の有無、規程の有無というのは設置の根拠の有無ですが、それを把握し

ていないと、そんなご答弁がありました。相手方の姿が見えない状況で契約を結ん

でいるという今の姿に、何回も聞いて申し訳ないんですけども、総務課では違和感

は感じておられないでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 確かに昨年度ご答弁させていただいた状況からは変わって

おりません。地縁団体の認可申請をされている自治会については、町のほうで認可

地縁団体の規則、地区で定められた規則をお預かりしておりますので、そこで規約

等を把握しているという意味でご答弁させていただいておりますが、これまでの経

過もありまして、各自治会、区で規約等を設置されていない、持たれていない自治

会も多分あると思うんです。私の知っている自治会でも、特に規約等は持っていな

いけど、昔からの慣習で、そういうところも含めて、できていないということにつ

いては、おっしゃるとおりのご指摘の部分についてもそのとおりかなというふうに

思います。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 役場の契約、行政の契約ですから、本当を言ったら法人である

ことが望ましいですよね。そこまで堅いことは言わないにしても、最低限の要件と

いうのはやっぱり明確にしておかないかんと思います。今のように区によっては、

個人名で契約して個人の口座に委託料を振り込んでいるというケースもあります

よね。そんな現状がとてもまともとは思えないです。 

 そこで、まず、委託契約の正常化のためには、役場から自治会にというのはこう

いうものですよと要件を整理して示していただいて、それに沿って町内全体の自治
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会組織の点検、見直しをしてもらう必要があるのではないかなと思っています。た

だし、そこが着陸点、目的じゃないんです。そういう見直し、点検をしてもらうこ

とで、後々の話に持っていくこれからの町政と自治会の在り方、関係について考え

てもらうきっかけにしてほしいというのが目的なんですけども、総務課でどうでし

ょうか、そんな仕掛けはできそうでしょうか、してもらえるでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 自治会という成り立ちで言いますと、地域の自治をこれま

での農村集落であったり氏子であったりという地域のつながりの中で積み上げて、

自分たちの自治組織をつくってこられた経過がありますので、契約ということで行

政のほうからそこを縛るというか、契約上は必要とおっしゃるのは重々承知してお

りますが、そのことで自治会に役場が何か物を申すというのは、少しこれまでのス

タンスからいうと難しいかなというのは若干感じております。 

 ただ、議員おっしゃるように、やっぱりこれからの自治会との関係という意味で

は、そこを抜きにしてって言うてしまうと話が飛んでしまうんですが、やっぱりい

ろんな地域であったりとか、いろんな区があったりとかという中でいうと、これか

らのまちづくり・地域づくりというのは、ご指摘のとおり本当に役場ももっと地域

に寄り添い、地域のほうもリーダーが動いていただけるようなところの中で役場と

もっと、行政懇談会のときの要望を頂く、道路がどうかとか何とかがという自治会

のほうから、区長さんのほうからいつもご指摘を頂く受け身の役場ではあかんなと、

行政職員ではあかんなというふうに思っていますので、そういう意味では、共にこ

れからの地域を考えていくというような組織体制であったりとか、役場の職員の姿

勢というのは大事かなというふうに考えております。 

 ただ、あまり行政が出過ぎると、そこで全部行政がしてしまうというような形に

なると、自治の主体性というのはなくなりますので、そこの地域力を上げていただ

くというのと、どういうふうにつくっていくかというのが大きな課題かなと思って

おります。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 役場からお願いする話を抜きにしたら話が飛んでしまうて、そ

のとおりなんですよ。そのとおりで、そこが結構なかなか歯がゆいところなんです

が、ちょっと横に置いておきますね、話が進まないから。 

 これからの関係というのはどういうものかというのは、後ほどまたお聞きするに

しても、もう少し現状の把握ということで話をさせて下さい。さっき言った６月の

進取のまちづくりフォーラムで、日野町は多様な自治会の集合体という講師からの

話があったかと思うんですよ。講師から人口構成分布がいろいろやというデータを

示していただいて、多様性ということの実態について聞いたんですが、果たして人
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口構成分布の多様性というのが日野町の特徴なのかなと疑問に思っています。 

 その点は、企画振興課のほうかな、ご担当は。ですから、企画振興課に伺いたい

と思うんですが。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（小島 勝君） 人口構造の多様性というのは日野町の特徴かどうかと

いうことでございますけども、県内を見渡してみましても、議員ご存じかと思いま

すけど、ＪＲ沿線については人口が増えている地域ということで、その中でもやは

り市のはせのほうなると人口が一部減少しているという傾向も見られまして、日野

町においては、日野の町なかについて人口が増えているというのが顕著に表れてお

ります。 

 あと必佐地区については、おおむね人口を維持しており、ほかの地域については

減少傾向にあるということで、やはり都市部といいましょうか、ＪＲ沿線といいま

しょうか、そういった沿線の地域については増えている傾向ということで、そのほ

かのＪＲとかが通っていないところについては著しく等しく減っているという傾

向が出ているというところでございます。 

 ちょっと特異な例では、愛荘町は人口が増えているというところで、こちらは宅

地開発等が進んでいるという現状でございまして、日野町だけがそういう状況には

ないということでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） ＪＲ沿線都市部という話も鑑みまして、そういうこともあるん

でしょう。あるでしょうが、もっと単純に考えたら、自治会ごとに人口構成分布が

偏る現象というのは、近年、大規模な宅地開発をしたところは大体そうなんですよ。

この三、四十年の間に宅地開発をした地域というのは大体若いエリアになって、人

口構成分布が偏るというのは日野町に限ったことではないし、日野町でも実際に近

年の宅地開発で年齢構成が偏るということはあり得て、これは日野町の特徴という

ことではないように思いますね。 

 それ以上に日野町の自治会に多様性があるなと感じているのは、100年以上の区

域ごとの住民自治の歴史というのが、それぞれいろんな歴史があるんで、それが積

み重なって、今の自治会運営に結構色濃く反映されているというようなことかなと

思っています。 

 実は合併した自治体、お隣の東近江市とか甲賀市では、当然合併前にはそんな仕

組み、しきたりあったでしょう。でも、合併で全部白紙になりましたよね。白紙に

するには、あったものをなくすには、それはそれで相当な努力があったかとは思う

んですが、逆に日野町のように合併しなかった町では、温存されている仕組み、し

きたりが果たして今の時代に適したものなのかどうか。そこをもう一度考えてみる
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努力が必要だったのではないかなというふうに思っています。 

 日野町では特にそんな動きもなくって、特に町なかのほうでは歴史が自治会運営

に反映して結構特殊な構造ができ上がっていますよね。区域ごとに少しずつ構造が

異なるんですよ。イコールじゃないんです。少しずつ異なる構造とかというのを総

務課ではある程度把握していただいているんでしょうか、どこがどんな構造やとい

う。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 日頃のやり取りの中でというところですので、おおむねこ

この区はこういう感じでという程度でございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 簡単に言うと、大字村井と大字大窪は三重構造になっています

ね、大字、区、町内みたいな。大字西大路は四重構造なんですよ、何とね。一番上

に西大路地区自治会というのがある。西大路地区自治会というのは、実はよく分か

らない存在です。元は区長会から変わったんやろうと思うんですけども、厳密に今、

誰が会員なのか分からないし、どうやって機関決定しているのかとよく分からない

存在で、これはＲＭＯとしてもう整理、考え直したほうがいいのかなと思うので、

ちょっと横に置いておくとして、さきに言った大字西大路、大字村井、大字大窪の

区域を見てみると、本当は日常的な本当の自治会といえば何々町みたいな、大石町

とか水落町とか、そういう何々町という町内のことですよね、地縁団体も町内単位

で法人化されていますし。そして、西大路と村井では、大字が最小単位の自治会の

連合体みたいな、連合体と言ってもいいのかなという存在です。大窪ではちょっと

事情が違いまして、区が連合体の役割をしています。 

 さきにやっぱりなかなか難しいとおっしゃいましたが、役場で契約するために、

自治会はこういう要件ですよということを示したらどうやという話をしましたが、

それに加えてっちゅうか、その中には連合体と契約するという意味での要件を示す

ということも必要なのかなと思っています。 

 その上で総務課に確認させていただきますが、今申し上げたような単位の自治会

じゃなしに自治会の連合体みたいなものと、事務委託契約を結ぶということは可能

なんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 今の形でも区ごとにさせていただいていますので、そこは

可能かというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 分かりました。今の現状把握にはちょっと時間かかり過ぎても

いかんので、現状の今言った点検、見直しということを基にして、これからの町政
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と自治会の関係をどう考えるかというふうに話を移させていただきます。 

 今現状は、いろんな未整備がありながらも、令和２年４月から役場と自治会が事

務委託契約を締結されていますよね。契約内容の主なものは４つだと思っているん

ですよ。文書配布、災害対応、それから寄附・募金の周知というのが書いています

よね。それから、４つ目はさっきもおっしゃっていただいた行政要望なんですが、

いずれもどっちかからどっちかの一方通行なんですが、これが主なものです。それ

らがこれまでの役場と自治会の関係であったとするならば、これからの関係はどう

あるべきか。執行部側のお考えを代表して総務課にお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） これからの役場と自治会の関係ということです。自治会の

事務委託に関する要綱に規定します委託の先ほど申されました４点の内容だけで

はやっぱりないと思われます。地域づくりとかまちづくりを共に一緒になって育む

協働の関係にあるというふうに考えておりますので、これからの関係という意味で

は、第６次日野町総合計画の将来像にもあります時代の変化に対応し、誰もが自分

らしく活躍できる地域を目指すために、役場と自治会という枠組みだけではなくて、

民間企業でありますとかＮＰＯなどの組織も含め、子どもから高齢者までがあらゆ

る皆さんが一緒になってこのまちをつくるという関係づくりが大切かなと思って

おります。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） よく分かりました。実際に区長さんが今の一方通行の関係をど

う思うたはるかということにつきましては、先月26日、日野地区の行政懇談会があ

って、そこで区長さんはいろいろ言うたはりましたよね。それを聞いていただいた

のでご存じと思うんですけども、要はもっと情報共有とか意見交換とかはでけへん

のかと、そんな話ですわ。いずれの区も望んではります。その行政懇談会で、当事

者の区長さんと執行側が意見交換されていましたので、それを踏まえた上での今の

ご答弁ですから、今のご答弁は100点満点やなというふうに聞かせていただきまし

た。 

 それで、自治会と情報共有と意見交換が、おっしゃっていただいたとおり町政と

の協働の基本であるとしても、現実問題として、日野町全体で83の区があって、あ

と町内は50ぐらいありますよね。現在の役場の体制で全ての自治会に対応していく

というのは現実でいったら難しいですよね。 

 仮に役場のプロジェクトで住民協働みたいなことで活動があった場合に、自治会

が自分ところの自治会の区域を越えてしまうような活動というのは、結構本質から

逸脱するんですよ。そのことで問題を生じるおそれがあります。実際に過去に日野

地区では、そんなん範囲を超えてんのちゃうかという問題提起をすることもあった
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ので結構難しいんですが、そこで、そういうことをカバーして重要な役割を担うの

が、６月からずっと言っているＲＭＯということになるんですが、この辺は自治会

活動やから企画振興課になるのかな。ＲＭＯと自治会の連携の在り方について、企

画振興課でお考えがあれば教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（小島 勝君） ＲＭＯと自治会の連携についてでございますけども、

ＲＭＯにつきましては、範囲が自治会とは限っておらず、これまで自治会が果たし

ていた役割を広域的な範囲で補完する役割があると考えております。特に地域内で

の課題を解決していくことがＲＭＯの主目的と考えてございます。そのことから、

やはりＲＭＯが主体的に取組を進めるにあたっては、やはり地域の方々が自分たち

でどういった課題があって、どういったことを自分たちで解決していかなあかんの

かと、その部分を考えるような場をまず設けることが必要かと考えております。 

 実際考えていただいた後に、今度はまとまりましたら実施にしていくことになる

かと思うんですけども、やはりその必要な取組が進めやすくなるような環境とか仕

組みというのを整えていく。こちらは、地域の方々もでしょうし、役場のほうも関

わっていくことが必要かと思っております。そういったことを連携を図っていくこ

とが、ＲＭＯと自治会を今後うまく運営していくにあたって必要なことかと考えて

おります。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） ＲＭＯの目的とか意味合いで言えば、ご答弁いただいたことに

なるんでしょうね。また、最後のほうで仕組みの話もしていただきましたので、そ

のことで、連携の形と、姿ということで言えば、近隣市の例では、ＲＭＯの運営に

自治会、連合体ですけど、連合自治会とか自治会連合会とか、そういうものが参画

してはる場合が多いですよね。ただ、ＲＭＯの事業に携わってはるわけじゃなしに、

あくまでも情報の共有とか交流とか、そういう目的で関わったはるようです。取り

あえずはそれが適切な姿なのかなと思いますね。それを取りあえずの姿として描い

て、それに加えて、６月議会の一般質問でＲＭＯが地域づくりとかまちづくりのプ

ラットフォームになればいいなという話をしまして、そういうと課題対応型のコミ

ュニティーをイメージしがちなんです。もちろんそうなんですけども、加えて地縁

型のコミュニティー、つまり自治会のプラットフォームにもなれば、なおよいのか

なと思います。 

 それは、総務課から最初のほうに全国の事例として教えていただいたＲＭＯと自

治会の区長さんとの連携と役割分担に近いものかなというふうに思うんですが、そ

う理解しても大丈夫ですか、総務課にお聞きします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 
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総務課長（正木博之君） そのように理解しております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） そうであるから、仮に地域コミュニティー再編のアクションプ

ランみたいなものをつくるとするなら、まずはＲＭＯの構築に取り組むというのが

先決なのかなと思うんですが、それもそういう認識でいいですか。一概に言えない

ですか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） ＲＭＯにつきましては、先ほど企画振興課長が申し上げま

したように、地域の皆さんがメンバーというか、地域をつくるリーダーがこの地域

をどうしようかというところがやっぱりスタートやと思うので、行政のほうからこ

こでＲＭＯをつくって下さい、つくって下さい、つくって下さいというて、ほなし

ますという形から入ると、やはり行政主導になってしまうなという気がしますので、

そこは、農村型ＲＭＯの話もありますように、ここの地域はやっぱり自分らの地域

で農村型でやっていこうか、ここの地域はこういうことでやっていこうか、例えば

鎌掛地区のようにもともと運営会組織があるようなところは、あれをどういうふう

にこれからつくっていこうかというふうに、集落ごとで検討いただく中に行政も一

緒に入らせていただいて、これからの地域づくりを考えるのが理想形ではないかな

というふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 別に行政からこれでいきなさいという指示をして下さいと、指

示を求めるわけじゃないですよ。きっかけづくり、ファシリテーションという言葉

は何回も今まで使っていますけども、意識誘導みたいなそんな感じですわ。 

 ここまでは町政と自治会が連携する形になっていく形ということで聞いてきた

んですが、少し視点を変えて自治会そのものの形について総務課にお考えをお聞き

したいんですけども、自治会の多様性というのは、さっきから申し上げたように人

口構成、それから住民自治の歴史の違いというので現れるんですか、それに加えて

近年では個人の価値観の多様化が自治会運営に反映され、いろんな自治会ができて

しまうということがありますですよね。 

 その意味で、家加入、世帯加入、家加入やなしに個人加入の自治会という話を最

近話題で聞くことがあるんですけども、個人単位で加入する自治会というのはどう

なんでしょうね、どうお考えでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 個人単位での自治会加入につきましてということなんです

が、本来自治会の加入については、多様化する時代におきましては任意であること

がまず基本であるというふうに考えます。個人単位で選択できるということは、時
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代の流れに沿ったものであるというふうに、そういうことからは考えられます。そ

の方の意思で加入することは、自治会運営において、先ほども申しましたようにい

ろんな方の意見が反映される、１家族１票という形ではなくって、子どもから高齢

者まで、男性も女性もみんなの意見が自治に反映されるという意味でいくと、そこ

に暮らす全ての方の思いとか意見が反映されることにメリットとしてはつながる

のでないかなと。ただ、町としましては、一方で本人の意思で自治会に入らないと

いうことを選択もできますので、そうなってくると、自治会の存続ということの懸

念もされますので、そこのバランスは大事かなと思いますが、個々の意思というの

が自治に反映されるということは大切なことやと思います。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） なるほどよく分かりました。今日の１問目で取り上げた、分割

で、氏子と自治会の関係、これはご夫婦の間でも考え方が全然違うなというのは、

結構今まで実体験しているんですよ。だから、氏子の活動なんかを考えた場合は、

個々の多様性ということに目を向けてみるのも１つの問題解消のヒントかもしれ

んなとは思っています。 

 その延長線上で企画振興課に今度伺うんですけども、移住者の地域コミュニティ

ーへの参加と、移住者がコミュニティーに参加する場合は、個人加入のほうがきっ

と多分ハードルは低いですよねと思うんですよ。ところが、日野町では、地縁型の

自治会はもちろんやけども、福祉とか安全、社会教育のコミュニティーに至るまで、

大体家単位で考えることが多いんですよ。個人加入というと、女性会とか老人クラ

ブといった属人型のコミュニティーに限られてしまいます。 

 この点は地域コミュニティーの在り方としてどうなのかなと、考え直してもいい

のかなと思うんですが、どうでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（小島 勝君） 個人とコミュニティーの在り方ということでご質問を

頂いたと思っております。 

 やはりこれまでは世帯単位でのコミュニティーの加入というのが基本でござい

まして、先ほど総務課長が答弁したように個人加入のコミュニティーということが

最近出てきて、どうかという部分もあります。そうですね。コミュニティーの基礎

となるというのが、やはり自治組織そのものだというのがメインになって、その中

に先ほど言われた属人型のコミュニティーとか目的型のコミュニティーとか、それ

がその中に入っているという形になるかと思います。 

 個人の多様性を踏まえて入っていただくというのが、これからの時代に沿った形

かなとは考えておりますけども、個人であっても世帯の皆さんが個人個人で全て入

っていただいた上で、１つの１組織、個人加入にはなりますが、みんなで共同で自
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治を進めていくということになるかと思います。これ進取のまちづくりの中でも、

一人ひとりがまちづくりについて考え、自ら課題を見つけ行動していくとという概

念にも通ずるものかと考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） 大体分かりました。だからどうやっちゅうのはなかなかはっき

りは分からなかったんですけども、地縁型の自治会は、暮らし、生活というのを考

える場合が結構多いから、家単位、世帯単位の加入のほうがプラス面がある場合が

多いですし、逆に先ほど総務課からご答弁があったように個人単位やったら加入し

なくてもええやんと、そういうマイナス面も表れそうやから、一概に個人加入がい

いとは言えないと思うんです。でも、課題対応型のコミュニティーについては、個

人単位のほうにちょっと転換を考えてみるべきかなというふうには思っています。 

 何回も言いますが、その前提なるのはやっぱりプラットフォームになるＲＭＯな

んですよ。ＲＭＯというのがさきに構築されていれば、その辺を全て吸収できます

し、さらに自治会と連携ができれば、自治会を個人加入しなくも、ＲＭＯを通じて

個々の価値観をキャッチできるということは十分に可能やというふうに思います。 

 発言時間を結構使って、残り20分ぐらいになりましたので、もう終わりのほうに

近づけます。さきに少し触れた日野地区の行政懇談会ですけども、持続可能な自治

組織についてというテーマやったですね。区長の皆さんと執行側の意見交換があり

ました。結構なかなか面白い意見交換でした。 

 その行政懇談会に向けて、区長会の役員さんが事前打合せを何回かされていて、

それを聞いていたんですが、その思いを一言でシンプルに言うならば、役場は自治

会について考えてくれる気があるのかと。そういうことやと思うんですよ。実はこ

れに対して、行政懇談会の席では町長は結構はっきり答えていただきましたので、

ちょっと感心もしたんですけども、実は今回の一般質問の通告書は、行政懇談会の

前の日に出しているんですよ。だから、町長のお話を聞かない前に出してしまった

ので、何かもう１回同じようなことを求めなあかんなと思ってちょっと申し訳なく

は思っているんですが、議会は議会の場ということで、改めて役場は自治会につい

て考えてくれる気があるのかという言わば総論で最もシンプルな問いかけに対す

る町長のお考えをお聞きできればと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 山田議員には本当に大きく３つの段階で、自治会というテーマ

について私も大変勉強に本日もなりましたし、改めて大きな課題やなというふうに

思っております。そういった意味で、端的に自治会について考える気があるのかと

いうことに、率直な答えは気はありますということでございます。ですが、その一

方で、先ほど総務課長が主に答えておりましたように、やはり歴史、伝統を考えて
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みますと、役場ができる何百年も前から集落があり、町内があるわけでございます。

つまり、我々が今させていただいている行政という概念の以前から存在するもので

ございまして、それゆえに偉大であり、私自身は物すごく敬意を持っております。

本当に先人の皆さんと、現在のお住まいの皆さんのなせる、一方で大変な中ですけ

ど、すばらしさというか、そこに日野町が今日ある一番の力があるというふうに一

方で思っています。 

 そういった中で、ただ目下の人口減少の中でどうやって、今まではこんでいけた

けども、どうやんねんという課題がある中で、本当に行政としましても、先ほどの

区長さんに様々にお願いしていることもございます。地域力が低下するということ

は行政力が低下するということとほぼイコールだと思っていますので、もうそれは

それぞれのことやで知らんがなというふうには言えないと。それはどの自治体もそ

うだと思います。言えないと思っていますので、あくまで主体は自治でございます

ので、地域にお住まいの方々の考え、思い、どうやりたいかということに、我々も

一緒に考えさせていただいて、行政ができることは頑張らせていただくというのが、

私自身の思っている部分でございます。 

 そういった中で、時代に合った在り方について、皆さんと話し合っていく機会と

いいますか、そういうふうな情報提供、我々ができるのは可能な限り皆様に使って

いただけるような道具とか情報を提供できるということが、行政ができる最大限の

部分かなと思っていますので、そういったＲＭＯという新しい考え方も含めて、皆

さんがこうやっていきたいんだという思いをお持ちのところは、しっかりと我々も

一緒に考えさせていただけるような行政でありたいなと思っています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

８番（山田人志君） よく分かりました。行政懇談会のほうが歯切れがよかったよう

な気がしますけども。 

 もう１つ、区長さんの事前打合せ後の雑談で出ていた話なんですけども、それを

紹介させていただくと、区長の仕事というのは負担感じゃなく、使命感、責任感と

いうものに変わらないかもなという話がありました。この話で思い出したのが、例

の進取のまちづくりフォーラムで、講師から、これからの自治会の活動はイベント

からサービスへというそんな話がありましたよね。これはちょっと誤解を招きそう

な表現なんですよ。というのは、イベントが負担感で、サービスは使命感、責任感

といった、そんなふうに短絡的に捉えがちですが、そうじゃないんですよね。イベ

ントが悪いわけじゃなしに、問題は、イベントの意義とか目的が共有されずに仕事

だけが引き継がれているということが問題かと思います。 

 そのことというのは、実は町政と自治会の関係でも同じようなことが言えるんじ

ゃないかなと思っているんですよ。もうこれ以上質問しませんが、最後にそのこと



3-24 

を少しはっきりめというか厳しめというか、に申し上げて終わりたいと思うんです

が、従来の執行側の自治会に対する接し方というのは、自治会は自主的な運営なん

やから、町政があまり介入とか改修とかでけへんと。今日もそんな話がちょっと見

えたり隠れたりしたんですが、今日は、多分そんな意図はないと思うんですけど、

えてしてそれが過去には建前で、厄介なことには目を背けよということになった場

合も少なからずあったのかなと思います。 

 で、もう一方では、町の特別職という建前で、区長さんにいろんな仕事を下ろし

ていくと。役場にとっては、ある意味都合のよい使い分けをしてきた場合もあるの

かなという見方をしています。さらに役場は区長さんに機械的に仕事をずっと流し

てきただけで、そこに意義や目的の共有というのは生まれないですよね。責任感を

伴わない負担感だけが引き継がれていくので、１年、２年の任期中だけは辛抱しよ

うかという風潮が生まれているのは今の姿かなというふうに思っています。 

 日野地区の区長さんたちを15年間見てきた中で、いつのときでもそうした実態に

疑問を感じている人は何人かいはったんですよ。少なからず一定数おられました。

それでも、１問目の氏子の話で申し上げたように、変化を促すっていうのはなかな

か難しい。発信力がなかなかないんですよね。たまに変えようという声を上げる人

もいるんですが、全体の中でかき消されるか埋もれてしまうということで、あると

きオンブズマンの区長さんが声を上げはっても、反応が薄かったのは相当なもんで

すわ。相当その全体主義みたいのがあって、それで見かけ上は、町政と自治会の関

係についても大きな問題がないみたいな感じでここまでやってきたんですが、それ

は実際には日野町の地域づくり・まちづくりを停滞させているだけやなしに、ひょ

っとして衰退に向かわせていますよね。ということを、ぜひ今の執行側には共通認

識として持っていただくようにお伝えし、お願いし、今回の私の一般質問を終わら

せていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。 

 再開は10時30分から再開いたします。 

－休憩 １０時２０分－ 

－再開 １０時３０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 次に、３番、髙橋源三郎君。 

３番（髙橋源三郎君） それでは、通告に従いまして一般質問を２問、分割方式で質

問させていただきます。よろしくお願いします。 

 まず、１問目でございます。食料品や生活必需品の備蓄は自己責任で確保・保管

をということで質問させていただきます。 
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 近年、異常気象による災害が全国で多発して年々甚大化しています。我が町でも、

こうした災害はいつ襲ってくるか分かりません。明日かもしれないし、１か月後か

もしれません。そして、実際に甚大な災害が発生した場合、一番問題となるのが日々

の食料品と生活必需品の確保です。それで、私たちは、ふだんから突然の地震や風

水害に備えて、食料品なら３日分程度、食料品以外の生活必需品については約１か

月分程度の備蓄が必要とされています。そして、そうした防災用品の備蓄の必要性

については、県や町から広報やチラシ等を通じて周知されており、必要な物品につ

いて目安が示されているところでございます。 

 しかし、ここで、私たちは、住民はそのお知らせに対してどの程度真剣に考え、

かつ対応しているかというと、必ずしもよい状況が保たれているとは言えないので

はないかと思います。突然の災害に対して本当に危機意識を持っている人なら、当

然日頃からそれらのことを意識し、考え、実践されていると思いますけども、危機

意識の薄い人はあまり考えず、心の準備も防災用品の準備もしていないのではない

かと思われます。そうした人ほど、何かあったら町が何とかしてくれるだろうとか、

政府が何とかしてくれるだろうと、いつも町や国に責任を押しつけて、もし期待ど

おりにならなかったら行政に不満を言う人もいるわけでございます。ここに言うこ

とになりますと書いているけど、全員が全員そういうわけじゃなくて、言う人も中

にはおられるということでございます。 

 確かに水道水の確保とか電気の確保などは、個人の努力ではもうどうにもなりま

せんので、行政とか電力会社に頼るしかありませんけども、しかし、ペットボトル

に入った飲料水の購入や保管なら誰にでもできることであります。さきにも述べま

したように、３日分の食料や１か月分程度の生活必需品の確保・保管については個

人の努力で十分できることであり、逆に行政任せにするのではなくて、むしろこれ

らは自己責任の範囲に入ると思います。町が、町民全員の分の備蓄品を防災センタ

ーに備蓄することは当然全く不可能なことでありまして、またするべきでもないと

考えています。やはり、各個人の責任において家庭に備蓄することが重要でありま

す。 

 だから、行政としては個人では備蓄できない防災用品、例えば発電機であるとか

照明器具であるとか、あるいは避難場所でのつい立てあるいは簡易トイレといった

ものが考えられるわけですけども、こういったものを行政としては検討していただ

きまして、備蓄する必要があるのではないかと考えます。 

 そう考えますと、各家庭こそミニ防災センターの役割を担うことが重要ではない

かというふうに思うわけでございます。以上のことを踏まえて、５点質問をさせて

いただきます。 

 まず、１点目ですけども、各家庭の家族構成に見合った飲料水の確保や非常用食
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品の内訳、生活必需品の内訳、その量などについて、標準世帯、例えば４人家族と

した場合を例に挙げて、これだけの防災用品の確保・保管が必要ですよという一覧

表あるいは早見表を町で作成していただいて、全戸に配布するなど住民への具体的

な啓発が必要と考えますが、この点について、町はどのように考えておられるのか

お尋ねします。 

 次に、２点目ですけども、上水道が全町的に断水し、復旧までに二、三日を要す

るとなった場合、こういうこともあり得るかと思うんですが、どういう手順で給水

車の配置や給水作業を行おうと考えておられるのか。その辺のマニュアル的なもの

を策定しておられるのかどうかお伺いします。 

 次に、３点目ですけども、停電時の対応についてです。家庭で発電機を購入する

方もおられるかも分かりませんけども、例えば生ごみ処理対策でコンポストの購入

に対して補助金を出しておられますけども、個人が発電機を購入した場合に補助金

の制度を設けることができないかお尋ねします。 

 ４点目としましては、賞味期限のある食料品の備蓄について、期限切れを防ぐた

めのアイデアとして、実際に各家庭で実践しているような事例があれば町民から募

集して、広報等で公表してはどうかと思いますが、どうでしょうか。 

 最後、５点目ですけども、大規模な地震や災害が発生した場合の住民の避難につ

いては広報等では知らされていますけども、字、自治会ごとに考えると避難とか誘

導の仕方が災害の状況に応じて異なってくると思います。そこで、各字の災害規模

に応じた避難対応は、そのときの区長、自治会長の判断が非常に重要になると考え

ます。そうした対応マニュアルの作成について、全町区長会が開催されたときに参

考事例を示すなどして各字での作成を依頼し、作成ができた字には１部提出を求め

るなどとしてはどうかと考えます。そのための行政からの指導やマニュアル作成の

要領等について指導していただけないかと思いますが、この辺の対策について行政

の考えを伺います。 

議長（杉浦和人君） ３番、髙橋源三郎の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（堀江和博君） ただいまは、災害時に備えた家庭等での備蓄についてご質問を

頂きました。 

 まず、備蓄品の内容や量などの具体的な啓発につきましては、町では各家庭で３

日間生活ができる量の食料品等の備蓄を心がけていただくよう、広報ひのやホーム

ページでお知らせをしています。また、防災士と連携した防災出前講座や町の防災

訓練でも、ご家庭における備蓄品の展示や紹介等を行い啓発に努めております。 

 次に、全町的な断水が発生した場合の対応等につきまして、日野町は水道水のほ

とんどを滋賀県企業庁から受水しており、大規模災害により企業庁からの送水管が

破断した場合、約６時間から12時間で日野町への供給が止まり、全町的に断水とな
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ります。大規模災害が発生した場合は、まず日野町地域防災計画に基づき、応急給

水計画を立て、状況把握、対策の検討、関係機関との連絡調整、広報活動等を行い

ます。また、状況に応じて現場において復旧作業、広報車による啓発、公共施設等

への給水車の配置と給水活動等を行うことになります。県内市町等からの応急給水

の応援を求めなければならない状況と判断をすれば、滋賀県へ応急給水の応援を要

請することとなります。マニュアルにつきましては、日野町地域防災計画のほか日

野町水道事業危機管理計画を作成し、大規模災害に備えているところでございます。 

 次に、発電機の購入に対する補助制度につきましては、家庭用に個人が購入され

た場合の補助制度はございませんが、地域の自主防災組織が地域の防災力向上のた

めに購入される場合は、補助制度を活用いただくことが可能です。個人への補助制

度の拡大の予定はありませんが、共助の取組として各地域の自主防災活動を支援し

ていきたいと考えております。 

 次に、備蓄品の更新に係る町民からのアイデアの募集につきましては、現時点で

はアイデア募集等の予定はございませんが、家庭の備蓄で実践できる手法として、

ふだん使用する食品を多めに買い置きして古いものから消費し、新しく買い足すロ

ーリングストックといった備蓄の方法等についても、防災士と情報共有しながら広

く町民の皆様にも啓発を図りたいと考えています。 

 次に、避難誘導等の対応マニュアルの作成に向け、参考事例等を区長会等で示せ

ばどうかということですが、各区の自主防災活動に有効な資料等がありましたら、

区長会に限らず周知をさせていただきたいと考えております。災害発生時の安全で

迅速な避難誘導は非常に重要であることから、各区でのマニュアル作成や訓練の実

施についても、自主防災組織活動支援補助金の活用などで引き続き支援をしていき

たいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋源三郎君。 

３番（髙橋源三郎君） 最近では、町の広報の８月号に、２ページ目から３ページに

かけて広報されていますのは存じています。例えばこれを見ていますと、災害への

備えチェックリストということで、備えて守ろう、かけがえのない命、例えば家族

での話合いとか、家の中の安全対策とか、さらには非常用の持ち出し袋や備蓄品の

準備ということで、広報８月号で非常に詳しく書いていただいていまして、これも

非常に参考になるわけでございますけども、またもう１つは2021年年、去年の６月

号の広報ひのでも、日野町の防災アプリの特集が組まれていまして、その特集の中

で食料品の備蓄や非常用品の持ち出しバッグの準備について掲載されていますの

で、それも参考にはさせていただいているわけですけども、広報ですので、非常に

皆さん読んでおられると思います。 

 ただ、今、町長さんからありましたホームページとか、あるいは防災士などと連
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携した防災出前講座あるいは防災訓練、これは全町民が出ておられるわけでもない

し、また全町民がホームページ等を見ておられるというわけでもないですので、一

番よく周知できるのは町の広報ひのだというふうに思っています。そこに書かれて

いればある程度は分かるわけですけども、私はやはりため池の防災マップとか、あ

るいはもう１つ、防災マップでＡ３版でラミネート加工されたのがあるんですけど、

あれは町のほうから頂いているのか、区のほうから頂いているのか出どころがよく

分からないんですが、２つ大きなんが家に貼ってあるんですけども、それと同じよ

うなものがあればいいなと思って考えていたんですけども、家族の中にも、赤ん坊

を抱えている家もあれば、あるいは高齢者、さらには介護の認定された方を抱えて

いる家もありますので、そういった場合、赤ん坊であれば紙おむつとか哺乳瓶とか

ミルクとかが必要になってきますし、そして高齢者あるいはさらには介護の認定さ

れている方を抱えている方は、大人用のおむつとか、その方がいつも飲んでおられ

る薬といったものもリストの中に入ってくるかと思うんですが、そういったさらに

詳しい情報を広報で提供していただければありがたいなとは思うところでござい

ます。 

 次、２つ目ですけども、断水した場合、近隣の市町村へ応援を頼むとか、県のほ

うへ応援を頼むという場合でも、もし地震の場合だったらそれはもう無理なわけで

して、自分たちで、各自治体で対応していかないといけないと思いますので、県か

らの応援が頂けない場合はどうするかということも考えていただきたいなという

ふうに思います。 

 応急給水計画を立てておられますので、あるいは日野町水道事業危機管理計画表

を策定して大規模災害に備えているという、今、ご答弁がありましたけども、その

辺、さらに県からの応援がない場合はどうするかということも考えていただければ

ということで要望したいと思います。 

 ３番目ですけども、発電機の購入なんですが、家が停電したら本当に真っ暗にな

ってしまって、ろうそくの明かりだけではとてもいけないなと思います。かといっ

て、各家が全部発電機を買えちゅうわけにもいきません。私も発電機を買いました

らやっぱり15万ぐらいしまして、それで2.5キロワットまでいけると書いているん

ですが、実際どういうふうに使うのかということで、電気に詳しい方に、ヒューズ

のところの配電盤の接続を聞いたら、素人ではそんなことできひんということを言

われまして、素人が配電盤から発電機につないだら、そんなん絶対にしたらあかん

と言われたんですけども、じゃどうすんのって聞いたら、最低、例えばテレビとか

冷蔵庫とかトイレの水洗とか、そういうなんは直接つないでくださいという話だっ

たんです。トイレの水洗が使えなくなった場合どうすんのかなと思って見たら、電

気が来なくてもトイレの水洗は使えますということが書いていたんで、大丈夫なの



3-29 

かなと。水さえきていればトイレの水洗は使えるんだなということが分かったんで

すけども、避難した場合にはやはり簡易トイレ等が必要になってくるかと思うんで

すが、その辺は行政のほうで準備していただいて、また発電機も行政のほうで準備

していただく必要があるかと思いますので、よろしくお願いします。 

 ただ、個人で購入した場合に補助金が出ないという答弁いただいたんですけど、

もし字の中で、おまえ、発電機を持ってんねやったら持ってきてくれやということ

で、もう３日も１週間も借りっ放しになる可能性があって、家で結局使えないとい

う状況もあるかも分からないですので、もしも本当に停電したら、私も村のほうに

提供しないといけないのではないかということは考えているところでございます。

そういう意味では、補助金の対象に入れていただけるとありがたいなと思うんです

が、要望としておきます。 

 次に、４点目、ローリングストックということでお聞きしまして、備蓄の方法を

防災士と情報共有しながらやっていけばいいということで、啓発を図っていくとい

うことをお聞きしましたので、これについても広報を通じてこういう方法がありま

すよというのも、何らかの形で書いていただければありがたいと思いますので、こ

れも要望とさせていただきます。 

 ５番目ですけども、これは非常に重要なことで、自治会長が判断を間違った場合

は大変な状況になってくると思います。東日本大震災のときにも、自治会長の判断

が間違っていて、災害の起こるほうへ起こるほうへ誘導したという話も出ています

ので、これは大変なことだと思いますので、その辺の避難の方法については十分日

頃から検討しておく必要があるのではないかというふうに思います。そういう意味

では、区長会が開かれたときに、避難誘導の仕方について、毎年、区長さんは代わ

られるので、それぞれの区長さんのときにその話をしていただければありがたいと

思います。答弁は結構でございますけども、要望とさせていただきます。 

 もし何かお答えしていただくことがあったらお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 何点かご要望というか、ご質問も頂いた点でございます。 

 まず、広報のほうですが、ご指摘のとおり広報の発信を工夫していくということ

と、加えまして、やはり昨日の野矢議員の質問にもありましたように、いろんな年

代の方がいろんな媒体で情報を得ることが大事ですので、情報発信の仕方について

も工夫をしていかなければならないなと考えさせていただいております。 

 それから、発電機の補助につきましては、なかなか個人さんの発電機を災害のと

きだけのために補助をするとなりますと、日頃のメンテナンスの課題、１年間混合

油を入れてほっとくと多分使えなくなるので、そういうこととか、そしたらそれを

災害時以外にご使用になった場合のほうの頻度が高いお宅やとどうやとか、そうい
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ういろんなことがあるので、ちょっと検討が必要かなというふうに考えさせていた

だいております。 

 それから、ローリングストックにつきましては、先ほど言いました22年の８月号

でも触れさせていただいておりますので、またご確認いただければと思います。 

 避難誘導につきましては、全町区長会、限られた時間で全町の区長さんがいらっ

しゃる中で幾つもご説明させていただくよりは、もう少し効果的な場所でそういう

ことの啓発もさせていただくような工夫も今後検討してまいりたいなと思ってお

ります。 

議長（杉浦和人君） 産業建設主監。 

産業建設主監（福本修一君） 緊急時の応援給水につきましてご要望ということでご

意見をお伺いしたところでございます。給水体制につきましては、記憶で新しいの

は和歌山での水管橋の崩落事故がございましたけども、あのときの流れでいきます

と、それぞれの県下で大規模災害のときには県下の市町に要請をされる。それでも

なかなかとてもやないですけど給水箇所が多い場合は、近畿に要請をかける。そし

て、それでもさらに足らなければ、東日本のときもそうであったと思いますけども、

日本水道協会というものがございますので、その中で水道事業者が協力体制が既に

できておりますので、県下の市町が対応不可ということになれば、近畿、そして全

国に要請をかけていくという形で、時間は少々かかるかというふうに思いけども、

応急的な給水活動につきましてはそういう体制ができ上がっておりますので、そう

いったところに要請をしていくことになるかというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 髙橋源三郎君。 

３番（髙橋源三郎君） ありがとうございました。断水した場合に、狭いエリアで考

えていると駄目だということで、全国規模で考えた場合は応援があるというふうに

理解させていただきました。ありがとうございます。１問目については、これで質

問を終わらせていただきます。 

 続いて、２問目です。桜谷子ども園通用門前の雨水対策についての質問をさせて

いただきます。 

 この質問については、前に園庭について質問しているところでございますけども、

今回は通用門の外側の質問でございます。桜谷こども園の通園用指定通路の園庭内

における雨水時の水たまりの問題については、令和２年の12月議会で住民からの要

望を取り上げ、その対策について質問しているところです。今回も同じく桜谷こど

も園第１園舎の通園用の指定通路の西桜谷公民館事務室前のれんが舗装の部分の

一部陥没による雨天時の雨水だまり問題について質問をさせていただきます。 

 桜谷こども園の定員は、第１園舎と第２園舎を合わせると120名となっていまし
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て、朝夕の園児の送迎時には駐車場が非常に混み合うということでございます。そ

れで、第１園舎を利用している園児の送迎には、園舎に隣接する西桜谷公民館の駐

車場を利用することとなっています。そのために、西桜谷公民館の駐車場からこど

も園第１園舎の通用門までは、別添写真、配付資料の写真１ですけども、れんがで

きれいに舗装はされているわけでございますけども、送迎者用の専用通路が整備さ

れていますけども、今年の７月、８月は非常に大雨が何度も降りました。特に公民

館の事務室前のれんがの舗装が一部陥没しているために、そこに雨水がたまり、通

行ができない状況となっていることが分かりました。これは配付資料の２番目の写

真でございます。こども園の通用門の写真が２枚あって、私は靴を履いていったん

で、とても入れなかったので、もう一遍長靴に履き替えて現場へ行きましたら、長

靴がどっぽりつかってしまうぐらいれんがの上に水がたまっていました。 

 もちろん親子とも長靴を履いて通ればそれほど問題はないのですけども、写真を

見ていただければ分かるように、普通の靴を履いて通ることは不可能です。靴がど

っぷりと水につかって、靴の中は水浸しになります。園児の保護者からもこのこと

について改善の要望を頂いているところですけども、そのため、私は雨天の日に現

場確認に行き、写真を撮りました。明らかにれんが舗装の通用門の入り口付近が陥

没し、水浸しになっていました。また、前回に質問した園庭の中の通路についても

確認し、写真を撮ったわけでございますけども、これが３番目の写真でございます。

やはり水たまりが２か所ほどできていて、そこに水がついているという状況でござ

いました。 

 園庭内に置いてあった複数の遊具については別のところへ移動されて、通行には

支障はなかったんですけども、雨水による水たまりについては改善されていない状

況というふうに見受けられました。やはり大きな水たまりが２か所あって、通行に

支障を来しているような状況でございました。 

 そこで、再度の要望なんですけども、れんが舗装の陥没部分を早急に復旧してい

ただくとともに、園庭内の通路部分の水たまりについても盛土するなどの対策をし

ていただき、通園歩行に支障が出ないよう早急な改善を求めたいと思います。町が

あえて指定する通園通路である以上、その通路が園児に水浸しになって通行できな

いということは決してあってはならないことと思いますので、対策について町はど

う考えておられるのかお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 桜谷こども園通用門前の雨水対策についてご質問を頂きました。 

 桜谷こども園第１園舎を含む町内各幼稚園につきましては、送迎時に利用いただ

く園児用玄関は園庭を通って登降園するようになっておりまして、保育等での園庭

利用を考えると舗装の対応ができず、雨天時にはご不便をおかけしているところで
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ございます。 

 当桜谷こども園の通用口につきましては、状況について確認をしており、公民館

事務室前のインターロッキング部分は修繕を依頼したところでございます。園庭内

の水たまりにつきましては、令和２年度に真砂土を入れて改善を行ったところです

が、経年により２か所の水たまり部分を確認したことから、真砂土を園庭内の水た

まり部分に盛土を行い、改善を図ったところでございます。今後も各園の修繕箇所

については、早急に対応するよう努めてまいります。 

議長（杉浦和人君） 髙橋源三郎君。 

３番（髙橋源三郎君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 今の答弁で、公民館事務室前のインターロッキング部分は修繕を依頼したと。イ

ンターロッキングというのは、れんが道のことですね、れんがを積み立ててする道

のことです。これを修繕を依頼したということですが、既に修繕を依頼されている

ということはいつ頃依頼されたのかお尋ねしたいのと、工事はいつからかかれるの

か。９月は台風シーズンですので、非常に雨が降る機会が多いと思いますので、工

事もできれば早急にお願いしたいということで、いつから取りかかれるのかお尋ね

したいと思います。 

 それと、園庭内の中ですけども、令和２年度に真砂土を入れて改善したが、それ

でもまだ経年によって２か所の水たまりの部分が確認されたことから、また真砂土

を入れたというふうにお聞きしました。しかし、それでも今回見に行ったところで

は、また２か所ほど陥没部分があって、そこに水がたまっていました。よく考えて

みると、毎日朝と夕方、何十人もの人がここを通っておられるわけですね。そうす

ると、やはり足で踏んで歩かれると、くぼみはどうしてもできてきますので、その

くぼみに対して、もう一遍やったから後は大丈夫なのだという思いではなくて、毎

年、年に１回か２回はくぼみができていないか見ていただいて、真砂土を補給して

いただくと。そして、穴が開いていないかどうか、その確認も定期的に行っていた

だきたいというふうに思いますので、この点についてまたお尋ねしたいと思います。 

 それと、もう１つ、私は非常に気になったところなんですけども、ここは実は公

民館の駐車場の明かりが夕方になったらともるんですけども、ところが実際、保護

者の方が迎えに来られるのは夕方の５時以降なんですね。夕方５時以降から６時頃

です。冬季になりましたら、もう５時でいえば真っ暗なんです。真っ暗で、照明は

公民館の駐車場しかないんです、あとどこにあるかというと、防災無線の下のほう

に蛍光灯が１つついていますけども、この明かりは実は物すごく暗いんです。球が

もうもうじき切れるん違うかなと思うほど暗い明かりでした。 

 保護者の方が、夕方５時、６時に迎えに来られたときに、どうして通用門まで行

かれているかというと、公民館の事務所の明かりを頼りに行かれているんです。公
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民館の事務所は５時15分になったらブラインドを閉めはりますんで、ブラインドを

閉めはったらまた暗くなるんです。特に月曜日あたりは公民館が閉まっていますの

で、月曜日の夕方５時頃行ったら真っ暗なんです。ここをどうして行ってはるのか

なと私もちょっと疑問に思うんですが、園庭も暗いんですけど、昔は遊具が置いて

あってつまづいて危険かなと思っていたんですが、今は遊具がないのでいいんです

けども、それでも５時から６時の間はもう真っ暗になっていまして、通用門のとこ

ろに専用の照明器具が要るのではないかと思いますので、それについても今回お願

いしたいと思います。照明器具がなかったらやはり危ないですので、ぜひともそれ

も今回要望しておきたいと思います。 

 それと、れんが舗装ですけども、インターロッキングというんですか、施工ミス

なのか、陥没したのか、よく私は分からないんですが、施工ミスなら業者の責任で

すし、れんがの重みによって陥没したのであれば、もう一度基礎部分からやり直す

必要があるのかと思いますが、今回もう既に発注したということで、その辺のこと

について、どのような経緯で今後どうされるのかお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 子ども支援課長。 

子ども支援課長（柴田和英君） ただいま、髙橋議員のほうから再質問を頂きました

３点につきまして回答させていただきます。 

 まず、公民館前のインターロッキング部分の修繕の依頼の時期と修繕の時期につ

きましては、依頼のほうは８月の末、本当の末のほうだったと思います。依頼をさ

せていただきまして、工事のほうは明日15日の日に実施をさせていただく予定をし

ております。 

 それと、２点目の真砂土を２か所に入れさせていただいたわけでございますが、

入れた日は９月５日の日にこちらのほうで入れさせていただいたんですけれども、

その後、雨の日に確認いただいたらまだもう少しくぼみがあるということで今もご

指摘を頂きましたので、盛土をしたつもりではございますけれども、不足している

部分とかがまだあると思いますので、再度そこは点検をしまして、土のほうの搬入

をさせていただきたいというふうに考えております。 

 また、やはり土ですので、大雨等で流れ出ますので、定期的にそこは、私のほう

も毎年その辺は確認をしながら、園とも連絡を取りながら、毎年点検をして定期的

に実施をしていかなければならないなというふうには考えております。 

 それと、公民館の駐車場から園庭に至る照明というか照度の関係をご指摘いただ

きました。令和２年のときにご質問いただいたときに、あそこが暗いということで、

その後、防災無線の電柱を活用させていただいて、新たに新しいＬＥＤの照明をつ

けさせていただいたというふうに記憶をしております。今現在、夜間に電球が切れ

ているのか切れていないかということにつきまして、すいません。ちょっと確認が
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取れていませんので、再度確認をさせていただいて、もし今切れている状況であれ

ば、すぐ対応したいというふうに考えております。 

 あと園庭の盛土につきましては、こども園に限らず、今回ご指摘いただいたこと

から、ほかの園でも同様に少ないところの砂については、盛土をするようにこちら

のほうで手配をしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 髙橋源三郎君。 

３番（髙橋源三郎君） 防災無線のところに照明器具をつけていただいたということ

ですけども、ちょっと距離がれんが舗装のところまで離れていますので、できれば

園庭も含めて通用門の入り口の付近に蛍光灯となり、ＬＥＤのライトをつけていた

だければありがたいと思うんですが、また今後検討をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、12番、西澤正治君。 

12番（西澤正治君） それでは、通告に従いまして、私の一般質問をさせていただき

ます。いつもよりか質問内容が変わっておりますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 内容は、日野町内のヤングケアラーの実態についてということでございます。 

 この頃、老老介護というのはよく知っておりましたが、ヤングケアラーといわれ

る言葉がテレビや新聞でも報道されるようになりました。新型コロナウイルスの流

行が長期化する中で、社会的な孤独や孤立の問題は深刻さを増しておるところでも

ございます。中でも、ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない責任や

負担があることで、本人の成長や教育に大きな影響があると私は思います。そもそ

も本来なら大人が担うべき家事や家族のケアを日常的に行っていることにより、本

来社会が守るべき子どもの権利が守られていない可能性があると思います。しかし

ながら、家庭内のプライベートな問題であることや、本人や家族に自覚がない。長

年お手伝いを家の中でしているということを、本人も家族も思い込んでいるのかも

分かりません。このようなことから、支援が必要でありながら表面化されないので

はないか、このように思います。町内において調査や実態を把握されているのかお

伺いをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 12番、西澤正治君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（堀江和博君） ヤングケアラーの実態についてご質問を頂きました。 

 ヤングケアラーとは、法令上の定義はございませんが、一般的には本来大人が担

うような家庭的配慮等の責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポ

ートなどを日常的に担っている18歳未満の子どもとされています。滋賀県では18歳

を超えてからも役割を担い続けるという実態を鑑み、20歳代の若者までを含めて子
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ども若者ケアラーと呼んでおります。 

 日野町独自で調査を実施したことはありませんが、令和３年度滋賀の縁創造実践

センターが、滋賀県内の学校や相談支援機関などを対象とした子ども若者ケアラー

実態調査を実施したところです。令和４年３月の報告書によると、小中高の学校を

対象とした調査の結果、ヤングケアラーがいるが49.8パーセント、いないが41.4パ

ーセントでございました。なお、町内の小中高の調査結果は公表されていないため、

詳細は不明でございます。また、この報告では、精神的な不安定さがある、学校を

休みがちであるといった子どもの変化から、学校現場で気づきやすいことが多いと

されていますが、学校内での情報共有体制のほか、学外の関係機関との連携も不可

欠になると言われています。 

 また、子ども若者ケアラーの背景には、ネグレクトといった虐待が関連している

ことがあり、要保護児童対策地域協議会の登録ケースと重なる部分がありますが、

虐待以外に日野町内のご家庭においても、母親の疾患から小中学生が家族の世話や

家事を担っているケースもあると聞いております。こういった経済的困窮や家族の

通院・介護、社会からの孤立など重複した課題を抱える家庭が多いと考えられるこ

とから、教育児童分野にとどまらず、福祉や医療含めた多機関での連携が求められ

ているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

12番（西澤正治君） 大変短い質問で、長いことご答弁を頂きましてありがとうござ

いました。 

 滋賀県内で調べられた中で、49.8パーセントという大変大きな数字でございまし

て、これはもう私もびっくりしておるところでもございます。 

 なかなかヤングケアラーというのは、子どもさんたちが家でそれぞれ苦労してお

られるということは、我々も実態にはなかなか気がつかないわけでございますが、

大津市でも遊園地で女の子が殺されていた。これを調べられたら、長男の息子さん

が守りをしていて、何かいろいろな事故で亡くなられたということで、これも新聞

では、ヤングケアラーなのが最終的にこういうふうになったんやということが報道

されておりました。 

 世間みなが、全般が気をつけてしていかなければならないことではないかなと、

このように思います。それぞれ教委員会や子ども支援課などで気はつけていただい

ておるわけですが、やはり一番に感じていただけるのは、毎日通学、勉強をされて

いる子どもさんたちの面倒を見ていただいている先生方が一番よく感じられるの

ではないかなと。学校教育の中で、どのように学校のほうではされているのか、こ

こら辺を再質問をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） まず最初、子ども支援課長。 
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子ども支援課長（柴田和英君） ただいま西澤議員のほうからヤングケアラーの実態

につきまして再質問を頂きました。 

 本当にご指摘のとおり、周りの大人が気づくことが一番大切であるというふうに

感じております。この問題は本当に家庭的な背景によりまして、一概に切り取って

短絡的な解決というのはなかなか難しい部分もございます。子どもにとっては、純

粋に親が困っていれば、自分はその家のための役に立ちたいと手伝いをしたりと思

っているんですが、それをヤングケアラーという形でちょっと違う介入をしますと、

余計にその実態を知られたくないといいますか、それで問題を子どもは言わないで

おこうというような状況になってしまって、余計に問題が根深くなってしまうとい

うような実態もございます。 

 いろんなところでは、子どものケアとともに、やはり親のケアといいますか、家

庭困窮等に至るいろんな背景をしっかりと見て、親のケアというのも大事だという

ふうに言われているところです。そういった中で、日野町内でも様々な学校とか園、

それからいろんな代表者の会議といいますか、要保護児童地域対策協議会というの

を日野町でも組織しておりまして、そういった中で本当にいろんなケースを見なが

ら、重層的に、またこの問題がずっとこれからも続くというか、継続的な支援をし

ていくべきというふうに考えております。 

 国のほうでも同時に注目というか、こども家庭庁の創設等も併せまして、いろん

な対策もメニューが出てきておりまして、そういったヤングケアラーの体制強化の

ための相談支援の専門的な見地を有した体制の推進とか、子どもたちが悩みを共有

できるようなオンラインサロンでのそういったＳＮＳ上での設置運営等の財政支

援等も打ち出しをされているところです。 

 そういった中で、身近に相談ができる人というのを、そういった環境をしっかり

整えていくということが必要であるというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 続いて、教育長。 

教育長（安田寛次君） 西澤議員からヤングケアラーのことについて、学校関係の状

況というようなことも含めて少しお話をさせていただきたいというふうに思って

います。 

 今も、町全体で、あるいは滋賀県全体で、ヤングケアラーについての具体的な実

態調査ということについてはなされていないというふうなことでございますけれ

ども、手元にある資料として厚労省のヤングケアラーに関する実態調査によると、

小学校の６年生の約15人に１人に当たる6.5パーセントの子どもたちが、世話をす

る家族がいるというふうな回答をしているというふうなことでございます。町内の

現場の状況をいろいろと考える上において、日野町内においても決して例外ではな

いというふうな課題を持っているところでございます。 
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 ただ、先ほども答弁がありましたとおり、本人自身がどんなふうに考えているの

かというふうなところが大変重要な課題かなと思っています。それが当たり前にな

っているというふうな実情もあったりして、よくよく見るとですが、それはやっぱ

り大人の責任であって、あなたがすることではないんやけどというようなことも含

めて、子どもたちに語りかけてあげるというふうなことで、議員おっしゃったとお

り、周囲の大人が子どもたちに忖度をしてあげるというふうな思いも持って対応す

る必要があるんじゃないかなというふうなことを感じているところでございます。 

 そういう意味で、学校においては、もちろん学級担任が一番になって子どものこ

とを面倒見ているわけですので、敏感にサインをキャッチしてあげるというふうな

ことが大変重要やというふうなことを思いますが、それ以外にも、教育相談のスタ

ッフもいてくれます。あるいは管理職、さらにはスクールカウンセラー、さらには

スクールソーシャルワーカーといって、福祉的な視点を持って家庭に関わるスタッ

フ、さらには昨年から始めていただきました訪問型の家庭教育の支援というふうな

ことで、家庭のほうに主任児童委員さん、民生委員さんをはじめ、いろんなスタッ

フが関わって、家庭教育のことについて考えていこうと、一緒にサポートしていこ

うと、伴走していこうというふうなことでのスタッフもいてくださいますので、オ

ールスタッフで福祉とも連携しながら子どもたちの支援をしていくということが、

これからも大切かなというふうなことを思っていますので、気を引き締めて対応し

ていきたいというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

12番（西澤正治君） ただいま、教育長が大変心強いお言葉を頂きまして、本当にあ

りがとうございます。近年、それぞれ各家庭でも核家族やとか、またシングルマザ

ーやと、いろいろ言われておりますが、そういう子どもさんたちが本当に難儀をし

ているということでございます。我々、戦後時代の生まれでございますと、本当に

戦後、兄弟もたくさんおりまして、子守や手伝いするのは当たり前でございました

が、この頃は少子化になりまして、１人、２人という子どもさんばかりでございま

す。やはりそういう方々が難儀をしていく。 

 昔ですと、兄弟が全部仲よう、守りまたおむつ替えなどしてきたわけでございま

すが、なかなか今日びはもう大変なことでございます。どうかひとつそれぞれ課が

連携を取り合って、こういう方が１人でもなくなりますようお願いしたいと思いま

す。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） 次に、７番、奥平英雄君。 

７番（奥平英雄君） それでは、午前中最後の質問ということで、西澤議員には気を

遣っていただきまして本当にありがとうございます。昨日も昼回っていましたので、
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昼を回るまでに終わりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 私は一括質問ということで、町道日野松尾線道路の横断歩道と道路標示また標識

についてということで、この質問ですけれども、私は以前から何度も通学路等、ま

た道路等の質問をしている中で、保護者の方が直接役場へ来られて、私にちょっと

話を聞いてくれということで、質問させていただきます。 

 日野小学校の通学路として保護者の方から相談を受けました。現在、町道日野松

尾線にあってはスピードの規制標識もなく、スピードを出す車が多いと聞きました。

これを聞いて初めて知ったんですけど、ここの向かい側にある今の町道日野松尾線

ですけども、警察のほうに尋ねてみますと、何で標識がないねやということを聞き

ますと、ちょっと資料を添付させていただいているんですけども、写真を撮った１、

２、４ですか、これを見ていただいたら分かると思うんですけど、条件がよいとい

う道路で、両サイドに歩道があって、なおかつ道が２車線で真ん中にまだ安全帯が

あるということで、規制はないんですって言われたんです。60キロ出してええのか

と言うたら、出してええっちゅうあれはありますけれども、こんなことはないでし

ょうみたいな話になったんですけども、保護者の方がスピードを出す車が多いちゅ

う話で、ちょっと警察のほうに尋ねたらこういう答弁でしてん。 

 続きまして、信号機のない郵便局の前の横断歩道、また沢田石油前の横断歩道、

もう１つ、今、書いていませんけど、あいさか小児科さんの前にも横断歩道があり

ます。その中で沢田石油の横断歩道の前につきましては、Ｔ字路になっており、車

は一時停止しますが、郵便局前の横断歩道では、歩行者が優先にもかかわらず、子

どもや保護者の方が横断歩道に立っていても車がなかなか止まることがありませ

ん。また、子どもが横断中に止まっている車の横を追い越す車があり、止まってく

れたというので、子どもさんが渡るときに、この車を横から抜かしていったちゅう

のを保護者の方が言われました。保護者の方が大声で横断する子どもを止められた

と聞きました。もう少しではねられるという状態だったということでした。このこ

とがあってから、保護者の方は無事に子どもが横断歩道を渡るのを見届けてから、

家のほうに帰られるということです。 

 そこで、そのことからお聞きしたいと思います。また、資料を見ていただきたい

と思うんですけど、１番目に、現在の横断歩道の白色ですが、白と緑に塗り替えて

もらえないのかというので、資料を添付させていただいたんですけど、写真の３番

目、大谷の横断歩道なんですけど、今現在白と緑になっています、横断歩道とダイ

ヤマークなんですけども、ちょこちょこもう変えていっておられるところがあるか

なと。写真は日田の信号の手前のところなんですけれども、そこを写真撮ったんで

すけども、１点目は、白と緑に塗り替えられないのかということで質問いたします。 

 ２点目に、横断歩道の手前にあるダイヤマークの表示ですが、これについても今
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言いましたように、白から白と緑に塗り替えることができないのか。２点目にお聞

きします。 

 ３点目に、標識について、横断歩道があることももっとドライバーに分かるよう

に標識を変えてもらえるか、また新たに警戒標識の設置をお願いできないかという

ことで、これもまた資料を保護者の方から頂いたんですけれども、例えばこういう

分かりやすい横断歩道がありますよとか、今のダイヤマーク表示も分かるんですけ

れども、まだ新たにこういうものをつけてもらえへんかなという相談を受けました。 

 ４点目に、速度抑止対策として道路の中央にポストコーンの設置をお願いできな

いかということです。これは、警察のほうにも、今の道路が条件がよ過ぎるという

ことで、車のスピードを落とすように考えてもらう、またもしくは抜かすのをやめ

させてもらうということで、中央にポストコーンを設けてもらえへんかなという、

設けたらどうやという提案を頂いて、私もなるほどなと思った中でちょっと質問し

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、奥平英雄君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（堀江和博君） 町道日野松尾線の道路横断歩道等についてご質問を頂きました。 

 日野小学校の通学路である町道日野松尾線の郵便局前における安全対策につき

ましては、保護者の方から教育委員会へもご要望を頂いております。通学路に関し

ましては、まずは学校と保護者の間で通学路としてどのルートが安全で最適である

かについて十分にご協議いただいた上で、必要な対策を講じていく必要があると考

えております。 

 まず、ご質問１点目、２点目でございます。横断歩道および事前に横断歩道があ

ることを予告するダイヤマークの塗り替えについてでございますが、さきにご要望

を頂いておりましたので、近接する街路樹の撤去等を実施したところであり、既に

郵便局前の歩道を確保するために、安全施設としてポストコーンの設置もしており

ます。また、教育委員会では、児童が横断歩道を渡る際に、横断旗を持って渡れる

よう、歩道の両サイドに横断旗を設置いただいたところです。まずはこれらの対応

による状況を見た上で、さらに対応が必要であれば緑ラインの表示等を検討したい

と考えております。 

 次に、横断歩道の規制標識についてですが、東近江警察署に確認したところ、現

在は歩行者と自転車の両方を表示されたものとなっていますが、子どもの歩行者の

みを表示する標識に変更することは可能とのことでございます。また、新たな警戒

標識の設置についてですが、公安委員会との協議により、警戒標識を設置するより

もダイヤマーク等の設置が効果があるとのことで路面標示を実施されていますの

で、新たな警戒標識の設置は考えておりません。町といたしましては、引き続き警

察署へ当該交差点の交通取締りの継続を依頼するとともに、機会を捉えて、横断歩
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道利用者ファースト運動をはじめとする交通安全に関する普及啓発活動を推進し

てまいります。 

 次に、道路の中央へのポストコーンの設置についてですが、道路の中央にポスト

コーンを設置することで、速度や横断歩道横断中の追越しの抑止効果はあると考え

ますが、さきの横断歩道等の塗り替えの際に答弁いたしましたとおり、現在幾つか

の対応を行っておりますので、まずはこれらの状況を見た上で、必要であればポス

トコーンの設置について検討したいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

７番（奥平英雄君） １点目、２点目なんですけれども、答弁いただいたんですけれ

ども、ダイヤマークの塗り替えですが、さきに要望を頂いた、これは塗っていただ

けるのかなと解釈していいんかな、これは。この辺、ちょっと聞きたいのと、それ

と街路樹のことなんですけど、私の写真を見て刈っていただけたんかなと思って解

釈したんですけれども、街路樹と一体化になった写真があったと思うんですけど、

写真の６番目ですか。これも保護者の方に言われてんけど、子どもが立っていても、

街路樹があるがために子どもが立っているのが分かりにくい。それと、この写真は

ちょっと小さいんですけれども、かなり見にくいんかな、青の標識ということで。

何か見にくいというのは言われたので、看板を変えていただけへんのかなというの

も聞いたんですけれども、ポストコーンについても既に設置しているっちゅうのは、

郵便局の写真はちょっと小さいんですけど、前の歩道をポストコーンで囲っていた

だいているという意味で取っていいんでしょうかね。 

 この辺の１問目、２問目の答弁的にちょっと解釈の仕方が分からなかったんです

けども、僕の意見としては、スピードを落としていただきたいがために質問してい

るんですけど、歩道の前を囲っていただいても、子どもさんが立っておられて、今、

鉄の同じようなパイプを立てていただいていますよね。前、大津で大きい事故があ

ったときから考えていただいて、角のところにも立っています。こっちの477にも

つけていただきました。あれをつけていただいているんやったら分かるんですけど、

ここにポストコーンをつけていただいて何か意味があるのかちょっと分からない

んですけども、どやねやろなと思っているのが２点目なんですけども。 

 それと、東近江のほうに聞いたら、今、この標識がついていますよね、７番目の。

これからこの標識に代えていただけるのかなと。可能だということを書いているん

で、その辺、はっきりしていただきたいなと思っております。 

 それとダイヤマークが効果があるということで、路面標示、警戒表示の設置は考

えておられない。ダイヤマークは今もついていますけれども、沢田石油さんの前は

見はりましたか。あそこはもう何も消えてしまっていますよ。あれ、何の効果があ

るんですか。Ｔ字路で車は止まりますけれども、あそこも、以前、日野まちなみ保



3-41 

存会のほうに突っ込まはった事故があったと思うんですけど、ぶつかって。書いた

んはいいんですけれども、実際に塗られていないところもあるし、それとカローラ

のところでも、あそこは信号がありますけれども、白線は消えています。 

 町は、子どもさんを安全に小学校に行けるように思ててくれるんかなといつも思

うんですけども、ちなんでなんですけど、以前のグリーンベルトでもいまだに引い

てもらえない。そして、今、ここの477から沢田石油さんのところの間に信号機の

ある横断歩道を混ぜて８か所あるんですよ、横断歩道が。この中でいいかげん、い

いかげんという言い方は悪いけども、もう薄くなった横断歩道も何か所かある。そ

の中でダイヤマークももう薄れている。この辺のことは、町はどのように思ってら

れるのかちょっと分からないですけど、松尾と上野田の子どもさんらは、もちろん

子どもさんだけではないですけれども、通勤・通学の方、自転車の方もおられます。

ここを通られるわけですよ。ここの道は絶対通られるんですよ。これがいまだにあ

のままの状態でほっとかれるっちゅうのは、僕はちょっと納得いかないんですけれ

ども、その辺は町はどのように考えておるのかお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） まず、交通規制の問題、参事。 

住民課主席参事（奥野彰久君） ただいま、奥平議員さんのほうから交通規制の関係

で２点ばかしご質問を頂いております。 

 まず、１つには標識の関係ですけども、今現在設置されてある標識というのが、

歩行者と自転車の両方が表示されたものということで、これを子どもさん専用とい

うのか子どもさんの標識に変えるということで、これについては、回答させていた

だいたとおり可能ということを聞いておりますので、改めてこちらから正式に要望

をさせていただきたいと思います。 

 それと、横断歩道が薄くなっているというご質問も頂きましたので、薄くなって

いる状況につきましても、再度修繕というのか色の塗り直しということで、東近江

警察署のほうに要望を上げていきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（嶋村和典君） 奥平議員のほうから、町道日野松尾線の横断歩道等の

関係でご質問を頂きまして、まず、ダイヤマーク等の白、緑の塗り替えというとこ

ろの答弁の部分で分かりにくいということですが、今現在いろんな対応を協議会を

含めてまずはさせていただいているところですので、まずはその状況を見させてい

ただいた上で、実施の判断をさせていただきたいということで考えております。さ

きほど議員おっしゃいましたように、この道路は比較的見通しもよく、広く、両サ

イドに歩道があるというようなところで、町の中で、現在ダイヤマークに緑をして

いるような箇所というのは、比較的カーブがあるとか分かりづらい、車も分かりづ

らいというような箇所が多いかと思います。そういった部分もございますので、い
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ろいろと考えた中で実施の可否について検討もさせていただきたいと思いますし、

現在、通学路に関しましては教育委員会のほうと関係機関が連携する中で通学路点

検を実施しております。日野小学校の部分につきましては、この10月にまた点検を

予定している中でこの箇所もあるかと思いますので、そういった状況も踏まえまし

て考えたいと思っております。 

 それから、街路樹でございますが、ちょうどあそこの飲食店さん前のところの高

木と自動車屋さんの前の高木があったんですけれども、そこが直接見にくいという

感じでしたので、その高木２本につきまして伐採しました。それと、低木がござい

ましたので、そちらのほうの剪定をさせていただいたところでございます。 

 それと、ポストコーン、郵便局の前の意味ですね。こちらについては、実はあそ

この歩道のところに以前から路駐というんですか、停車をされるということで、１

つには路駐なんですけれども、当然止められると歩道の意味もなくしますし、見通

しも悪くなるといったことで、歩道の確保、安全対策ということで設置をさせてい

ただいとるということで、ちょっと付け加えさせていただいたという状況でござい

ます。 

 それと、先ほどダイヤマークが薄くなっているということで、こちらにつきまし

ては、警察、公安のほうでされる内容になりますので、また公安のほうに薄くなっ

ている部分の塗り替えにつきましては要請のほうをさせていただくというような

ことで考えているところでございます。 

 それから、あとグリーンベルトの関係とか、そういった部分です。やはり通学路

に関する部分でもございます。一定、昨年度もどこをどうすんのやというようなこ

とで、学校のほうと連携して必要な箇所とかも実際に上げていただくと。どっから

どこということでかなりの距離を言っていただいても、なかなか町のほうも予算等

の絡みもございますのですぐにできないということで、一定区間を区切っていただ

くというようなお願いをさせていただいて、実際に昨年度具体化した部分について

は、西大路のほうでさせていただいたというようなことになっております。そうい

ったことで、グリーンベルトの部分は、町としましては通学路点検といった部分も

含めまして、学校等と連携する中で対応していければということで考えております

ので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） 奥平議員から子どもたちの安全・安心な通学路のことについ

てのご質問を頂きまして、子どものことを本当に考えていただきましてありがたい

ことやなと、誠に感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 ご指摘いただきました場所については、小学生ももちろんですけども、中学生も

横断しているというふうなことも含めて、日野小学校だけの問題ではないというふ
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うなことで課題認識をしているところでございます。今、述べましたとおり、現実

的には今度10月の、日取りで言いますと５日の日に、通学路の合同点検を予定して

いるところでございます。１学期にも１度させていただいて、２学期の割当てにつ

いては日野小学校と西大路小学校と必佐小学校の３校について、通学路の点検を、

もちろん学校それから今述べましたとおり建設計画課、住民課の生活環境交通担当、

さらには、土木の関係の土木事務所の関係、もちろん警察、それから交番の方、い

ろんな方にご参画いただいて、現場で具体的にどういうふうにしていくのかという

ふうなことについて、よりよい方策を検討していこうというふうなことを考えてい

るところでございます。 

 そこに併せて、今回の頂いた要望については、実際に保護者のほうから要望も上

がってきていますので、保護者の方にも一緒に参加いただいて、よりよい方策とい

うのはどうであるのかというようなことについて一緒に議論するというふうなこ

とができたらいいかなというふうなことを感じているところでございます。 

 そこの横断歩道については、日野小学校の子どもたち550名もいるんですけれど

も、ビレッジハウスの南側に新しく住宅が増えてきたというふうなこともありまし

て、以前にも増してそこの横断歩道を渡る子どもたちの人数が増えてきたというよ

うなこともありますので、ますますそこの家も増えてくるかというようなことを思

いますので、今後重要なポイントになってくるかなというふうなことを思いますの

で、現場での議論をしながら、よりよい方策を練っていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

７番（奥平英雄君） 10月５日に点検されるということで、その中で、以前、安田教

育長に言ったと思うんですけども、私がグリーンベルトの質問をしたときに、いつ

も事故が起きる小林電機の、今回もまたあそこで事故があって、フェンスは潰れた

ままなんですけども、あそこから札の辻に向けてのグリーンベルト、あそこは僕ら

が、前も言ったと思うんですけども、通学したことがないんです。ここにグリーン

ベルトを引かれている、県のほうだと思うんですけれども、あれもちょっと今度の

点検の中で話していただけたらなと。あんだけの距離だけでも、南大窪町側に引い

ていただけるとか、いつも言っている大窪内池線ですか、中西金物店のあの通り、

あの辺にも引いていただけたらなと。予算があれば、県のほうの予算だと思うんで

すけども、この辺もまだ考えていただけれたらなと思っております。 

 それと、先ほど答弁いただいた中のダイヤマークです。毎回言っているんですけ

ど、日野の方は大概知っておられます、道の状況を。しかしながら、日野外の方が

やっぱりスピードを出すんですよ。毎回言うていますけど、事故を起こさはんのは

日野外の方です。この同士が、勢いよう走って、事故をされるんです。今の言って
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いる日野松尾線でも、見通しがええがために逆にスピードを飛ばされる方が絶対い

るんですよ。それで、保護者の方が心配されている。そこでやっぱしスピードを出

せないような状況にできるように、町のほうもやっぱし努力していただけたらなと

思います。 

 あと１点なんですけども、質問したいんですけれども、再々質問やけど、非常に

悪いんですけど、６番目の写真をもう一遍見ていただけたらと思うんですけども、

後で聞いたんですけど、今７番目の写真がありますよね。これが、ここにちょっと

かすかに写っているのが分かりますか。左側の上にちょうど発煙棒ぐらいの長さの

赤色灯がついているんです。これがあいさか小児科の前の横断歩道と、今言ってい

る郵便局の横断歩道、郵便局のところは左右について２か所あるんですが、あいさ

か小児科のところは片方だけやったか、ちょっと分からないんですけども、あれの

ことを、警察にあれは何の意味があるんですかという電話をしたところ、町の管理

やと言われたんですけども、歩道を渡られる方がいたときにあれが回るんやという

話を聞いたんです。町のほうはどう思うているんか分かりませんけども、あれは傷

んでいるのか、町の方は知っておられるのか。この辺は再々質問になるんですけれ

ども、もし動くようになるのであれば、今回もまたボックスに入っていますが、９

月22日から交通安全週間がありますね。これの裏にもあります。横断歩道での事故

のパーセンテージが書いているんですけど、長野県が一番努力してはるということ

で、滋賀県は去年と一緒ですわ、20.7パーセント。この中の１番目の資料を見てい

ただいたところに、長野県はＬＥＤの電気がつく分かりやすい、点灯するものをつ

けてドライバーに分かるようにしておられるということなんです。 

 絡んで今の話なんですけども、あれがくるくる回りゃ、何やねんと思わはると思

うんですけれども、これが前から動いていなかったのか、傷んでいるのか、その辺

が分からないんですけど、動くのであれば町として直していただけたらなと思うん

ですが、再々質問になりますけれど、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課主席参事（奥野彰久君） ただいま奥平議員さんのほうから、標識の上に設置

しているパトライトというのか、赤色灯のことについてご質問を頂いております。 

 こちらにつきましては、当時、日野交通安全協会さんが平成18年に設置されたと

いう確認をさせていただいております。現在では、組織的には東近江地区交通安全

協会に統合されておりまして、そちらのほうに奥平議員さんも聞いていただいたの

かなとは思うんですけども、まず、今の状況につきまして改めて確認をさせていた

だきたいと思います。直せるものかも含めて確認をさせていただきたいなと思って

おります。ここの部分につきましても、町長の答弁にもありましたが、全体を見た

中で、いろんな対応の経過の中で、また関係機関と交通安全対策について取り組ん
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でいきたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

７番（奥平英雄君） 宝の持ち腐れではないですけども、せっかくつけていただいて

いるので、やっぱし動くようにしていただいて、ドライバーに分かるように、横断

歩道に子どもさんや今の通学される方、通勤される方が通られるので、直していた

だくように強く要望します。 

 それと、横断歩道の横に、自転車の歩道も今現在ついていると思うんです。これ

も前に一般質問しようと思ったんですけども、警察に聞いたところ、地域によって

はあれをもうなくしていかれるというほうに今向けているという話だったんで、一

般質問はしていないんですけども、町も自転車で通学される方もおられるので、す

るならするで、きちっとあれも一緒にもう一遍塗り直していただけたらなと思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。終わります。ありがとうござい

ました。 

議長（杉浦和人君） ここで昼食のため、暫時休憩をいたします。 

 再開は13時20分から再開いたします。 

－休憩 １１時５０分－ 

－再開 １３時２１分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 ２番、山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） それでは、通告書に伴い、私のほうから分割で３点の質問をさ

せていただきます。今回は私の３月議会の一般質問にも取り上げてさせてもらった

定員未達の幼稚園問題。これは、地元の西大路において今大きな課題となっていま

すので、再度取り上げさせてもらうことにいたしました。 

 加えて、２つ目は日野菜の振興。これは今年、ＧＩ認証に向けて取り組んでこら

れた成果が表れる年だと捉えていますので、それを大きく生かさなければならない

と考えており、３つ目の日野町の環境への取組については、施策としてちょっと手

薄ですので、もう少し精力的に展開していきたいという思いから取り上げさせてい

ただきました。 

 早速、１つ目に入ります。働きながら子育てしやすい日野町についてです。時代

の変化に対応し、誰もが子育てに夢と希望が持てるまちを目指して、日野町幼児教

育・保育の在り方検討懇話会を発足され、会議が開催されることを伺っております。

今からどのような提言書にまとまってくるものなのか期待しているところですが、

短期的な課題である西大路幼稚園の大幅な定員未達については、この懇話会の提言

（２年間）を待っている間に、刻々と状況は変わってしまうのではないかと危惧し
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ているところです。 

 去る７月27日に開催された地元西大路地区の行政懇談会においても、これからの

幼児教育と保育の在り方をテーマに多くの時間を費やし、地域の西大路幼稚園の在

り方について意見が交わされたところです。また、このような中において、次年度

西大路幼稚園に入園される方が１名ではないかと、このようなお話を聞き、大変心

配しているところです。 

 冒頭に記載しました時代の変化に対応しは、まさしく今の保育ニーズ、働きなが

ら子育てしやすい環境づくりの変化はいうまでもなく、早くから長時間保育の保育

園に入園したいとする保護者の方々が多いのは明らかで、幼稚園への入園を敬遠さ

れがちな状況です。さきの10月からは令和５年度の幼稚園、保育所、認定こども園

の入園案内が出される予定の中で、入園者数は想定できないものなのか、大幅に減

少した場合においてどのような運営方法となるのか。最善策が導き出せるのか考え

ていきたく思っております。さらに働きながら子育てしやすい環境に、多子世帯へ

の支援が考えられないものなのか、以下のとおり質問します。 

 １点目、日野町幼児教育・保育の在り方検討懇話会の進捗状況は。 

 ２点目、西大路幼稚園、南比都佐幼稚園の次年度の入園予定者数は、今の時点で

想定できるのか。 

 ３点目、幼稚園通園区域柔軟化対応モデル事業を利用されている園児の推移は。

この推移の評価をどう捉えているのか。 

 ４点目、日野幼稚園での３歳児預かり保育など規則の改定が必要だったら、既に

改定されているのか。 

 ５点目、日野幼稚園、必佐幼稚園の預かり保育の定員に対して現状はどうなのか。

利用者数の年度ごとの推移は。この推移の評価をどう捉えているのか。 

 ６点目、幼稚園で預かり保育を行うことによって、保育士の増員を実施している

のか。 

 ７点目、保育士等の会計年度任用職員、来年４月１日採用の初級職員、保育士、

教諭の募集を役場ホームページで拝見しましたが、現状はどうなのか。保育士の処

遇面の改善が叫ばれていたが、改善されているのか。 

 ８点目、子育て環境の充実に、第２子、第３子以降の給食費の軽減など支援施策

は考えられていないか。 

議長（杉浦和人君） ２番、山本秀喜君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（堀江和博君） ただいまは、幼児教育・保育についてご質問を頂きました。 

 まず、１点目の日野町幼児教育・保育の在り方検討懇話会の進捗状況でございま

すが、令和３年度において日野町幼児教育・保育の在り方検討懇話会の準備会を立

ち上げ、先進自治体の情報収集や懇話会の立ち上げに向けた調整を行ってまいりま
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した。令和４年度からは、幼児教育・保育の在り方検討懇話会の公募委員を募集し、

４名の応募がございました。園の保護者代表４名、園の代表者２名、主任児童委員

１名、公募委員４名、学識経験者２名の13名に７月１日付で懇話会委員の委嘱をさ

せていただいたところでございます。 

 ７月12日には第１回の懇話会を開催し、７月13日からは町内幼稚園、保育所、認

定こども園の保護者の皆さんとワークショップを行っているところです。今後ワー

クショップでの意見やニーズ結果の分析を行い、10月24日に２回目の懇話会開催を

予定をしております。その後、在宅子育て層や公民館単位での一般層等にワークシ

ョップを計画をしております。 

 ２点目の西大路幼稚園と南比都佐幼稚園の次年度の入園予定者数についてです

が、現２歳児が令和５年度に３歳児になる際にどこの園を利用されるかは、今後の

入園申込みの状況により把握することとなりますが、現２歳児の未就園児が幼稚園

を利用すると想定した場合、西大路の２歳児11名のうち既に７名が保育園に在籍を

しており、未就園児数は４名でございます。南比都佐では、２歳児17名のうち既に

11名が保育園に在籍しており、未就園児は６名でございます。 

 ３点目の通園区域柔軟化対応モデル事業につきましては、令和４年度におきまし

て柔軟化対応モデル事業をご利用いただいた園児数は７名、うち５名が必佐幼稚園

預かり保育の利用者でございます。過去の利用者推移としましては、平成28年度が

15名です。必佐幼稚園での預かり保育が開始された平成29年度が11名、うち必佐幼

稚園預かり保育が１名、平成30年度が14名、うち必佐幼稚園預かり保育が２名、令

和元年度が17名、うち必佐幼稚園預かり保育が９名、令和２年度が15名、うち必佐

幼稚園預かり保育が９名、令和３年度が９名、うち必佐幼稚園預かり保育が６名と

なっております。このように推移を見ますと、令和以前は、柔軟化対応モデル事業

により日野小学校区の幼児が日野幼稚園以外の園を選択される件数が多くありま

したが、必佐幼稚園の預かり保育が町内に認知されて以降、預かり保育を目的に柔

軟化対応モデル事業を利用して必佐幼稚園を選択される件数が増えてきました。近

年においては、保育ニーズの変化とともに柔軟化対応モデル事業の利用者は減少し

ていることから、今後検討していく必要があると考えております。 

 ４点目の日野幼稚園３歳児預かり保育開始に伴う規則改正につきましては、日野

幼稚園においては、平成15年４月から３歳児保育モデル事業が開始されたことによ

り、日野町立学校の通学区域に関する規則の改正を行い、通園区域は日野町全域の

３歳児となっているため、現行の規則により３歳児は町内全域から通園が可能とな

っております。また、日野幼稚園において３歳児から預かり保育を実施するため、

日野町立幼稚園預かり保育モデル事業実施要綱を改正し、令和４年４月から運用し

ているところでございます。 
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 ５点目の預かり保育の現状につきましては、令和４年８月末現在で、日野幼稚園

預かり保育が定員30名に対し利用者数30名でございます。また、必佐幼稚園預かり

保育は定員30名に対し利用者数29名の２園での合計は59名でございます。 

 次に、各年度末時点の利用者の推移につきましては、平成28年度末が日野幼稚園

６名です。平成29年度末が日野幼稚園10名、必佐幼稚園７名の合計17名、平成30年

度末が日野幼稚園10名、必佐幼稚園の16名の合計26名、令和元年度末が日野幼稚園

15名、必佐幼稚園27名の合計42名、令和２年度末が日野幼稚園30名、必佐幼稚園29

名の合計59名、令和３年度末が日野幼稚園21名、必佐幼稚園29名の合計50名となっ

ております。 

 これまでの待機児童対策としましては、平成18年度から日野幼稚園において短時

間保育認定での預かり保育を開始し、平成29年度からは長時間保育認定の増加に対

応するため、必佐幼稚園での預かり保育を開始してきたところです。令和元年10月

からは、保育料無償化により長時間保育を求める保護者が増加したことから、長時

間保育認定の利用者が保育所や必佐幼稚園の預かり保育を希望され、定数を超える

申込みもされているところです。また、就労時間の影響により、短時間保育認定の

利用者が保育所等に入所できないことから、日野幼稚園の預かり保育の利用者が増

えております。平成28年度、３、４、５歳児の町内全体で幼稚園利用者率は約52パ

ーセントでしたが、令和４年度は46パーセントであり、保育を除くと33パーセント

となります。３、４、５歳児の７割の方が保育を求めておられ、この傾向は今後も

増加するものと見込んでおります。 

 ６点目の預かり保育の保育士数につきまして、日野幼稚園、必佐幼稚園とも専属

の保育士を配置をしております。日野幼稚園では正規職員１名、会計年度任用職員

２名を配置しており、必佐幼稚園では正規職員１名、会計年度任用職員６名を配置

しています。 

 ７点目の令和５年度の保育士、教諭の新規職員採用につきましては、応募者が５

名あり、６月25日に第１次試験を実施し、８月18日に第２次試験を実施しました結

果、当初採用予定の２名を合格者として通知をしたところです。また、処遇面につ

きましては、令和４年４月から会計年度任用職員の担任手当の改善がされたところ

です。今後は働きやすい職場環境となるよう保育ＩＣＴの導入促進や保育所アンケ

ート調査を実施し、保育従事者の声を処遇改善や労働環境の改善に反映させ、保育

士の業務負担軽減を図ってまいります。 

 ８点目の第２子、第３子以降の支援施策につきましては、現行の制度の中で保育

所、認定こども園長時部の場合、２人以上が同時に幼児教育・保育施設に入園して

いる場合、保育料は第２子が半額、第３子が無料になります。なお、町民税所得割

課税額が５万7,700円未満の場合は、多子軽減に関する年齢制限がなくなります。 
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 次に、３歳以上の副食費につきまして、同時に幼児教育・保育施設に入園してい

る場合は、第３子が無料になります。また、幼稚園、認定こども園短時部の場合は、

保護者と生計を同一にする入園児の兄、姉が小学３年生までの範囲内に２人以上い

る場合は、第３子以降に係る副食費は無料になります。併せて県独自の多子軽減制

度もあり、町民税所得割課税額が９万7,000円未満世帯の場合、幼稚園、保育所、

認定こども園の第３子以降の保育料、副食費とも年齢に制限がなく無料となります。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） たくさんの質問に対して、丁寧に分かりやすく回答いただきま

した。これらの回答から、先ほども言いました働きながら子育てしやすいまちにし

ていくために、また、現状、大幅に定員未達の西大路幼稚園、南比都佐幼稚園の在

り方を考えていくために再質問をしていきます。 

 まず、１点目の幼児教育・保育の在り方検討懇話会について、９月１日の全員協

議会の席上、資料を配付していただき、説明をしていただきました。第１回目の懇

話会を開催され、幼児教育・保育をめぐる現状を認識され、今、各保育園、幼稚園

への意見聴取も進められているところだと分かりました。 

 そこで、意見聴取は、誰がどのような方法で進められていたのでしょうか。主立

った意見は、どのような内容のものが多かったでしょうか。教えていただきたいと

思います。また、定員未達の西大路幼稚園、南比都佐幼稚園の保護者の皆さんから

の意見聴取は、主にどのようなものだったのでしょうか。分かる範囲でよいので教

えていただきたいと思います。 

 次に、２点目、次年度の入園予定者数は、今の未就園児数で見た場合、西大路が

４名、南比都佐が６名であると回答を受けました。これらの方々が、どこの園を選

択するかは分かりませんが、極端な例で申し訳ありませんが、例えば１人というこ

とになった場合、どのような対処になるとお考えになるかお聞かせ願いたいと思い

ます。また、この件については前年度に苦い経験をしておりますので、早くから入

園説明会などを行って、保護者さんとコンタクトを取るようにして、丁寧に説明を

していく必要があると思うのですが、この点も併せていかがお考えになるかお聞か

せ願いたいと思います。 

 ３点目の通学区域柔軟化対応モデル事業を利用されている方の園児数の回答を

頂きました。定員割れの大きい西大路幼稚園や南比都佐幼稚園へ地元地域外から入

園はなかったということの理解でいいのか、確認をさせて下さい。これは、やはり

預かり保育を18時まで延長している必佐幼稚園へ行くことが、今の保育ニーズに合

うと理解していますが、先ほどの答弁からもその認識でおられますので、そういう

ことが町としても強く認識しているかというところも、再確認をさせていただきた

いと思います。 
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 続いて、４点目の規則改定についてですが、日野幼稚園の３歳児は日野町全域か

らの通園区となっていますが、進級、４歳になったときに、現状は日野学区のみと

いう規則になっています。これらの改正が必要ではないでしょうか。この点を確認

をさせて下さい。 

 ５点目の日野幼稚園、必佐幼稚園の預かり保育は、令和元年10月からの保育料無

償化により増えて、現在は認知をされて徐々に定員いっぱいであるということ、令

和４年度に定員いっぱいということから、これは調整されてやられたのか、幼稚園

の預かり保育の待機児童が出たのか、ちょっと確認のためお聞きをします。 

 ついででちょっと申し訳ないんですが、令和４年度の今度は保育園です。待機児

童は最終何人でしたか。隠れ待機児童は最終何人でしたか。３月議会の定例会で、

待機児童は３名を超えます、それから隠れ待機児童は40名程度という回答を頂いて

いますので、正しい数を分かっておれば教えていただきたいと思います。 

 続いて、６点目の預かり保育の保育士さんの人数の件で、日野と必佐幼稚園の預

かり児童の定員が30名、要するに同じなのに、保育士さんの人数が異なる回答を頂

きました。勤務時間は、２時が通常の降園時間ですので、２時から日野やったら16

時半、必佐やったら18時なのか。そういうような勤務体系、なぜ保育士さんの人数

が異なるのか教えていただきたいと思います。 

 最後、７点目の保育士さんの新規職員の採用決定は分かりました。会計年度任用

職員さんの募集もされていたと思うんですが、保育士さんの不足はもう解消したの

でしょうか、確認のため伺いたいと思います。以上、７点の再質問です。 

議長（杉浦和人君） 子ども支援課長。 

子ども支援課長（柴田和英君） ただいま、山本議員のほうから再質問を７点頂戴い

たしました。 

 まず、１点目の幼児教育・保育の在り方懇話会の現状につきまして、保育園、幼

稚園のワークは昨日で一通り終了したわけでございますが、どのような意見とか、

西大路、南比都佐についてのご意見はという質問でございます。一通り終わらせて

いただいた中でございますけれども、まず、今の在り方検討懇話会の中では、子育

て環境の将来像について考えていただくというための第１次資料として、いろんな

思いをどのような保護者さんとか一般の方がお持ちかということをまずは聞いた

上で、そういった将来像、ビジョンを描く上で、持続可能な教育をするためにどの

ような将来像を持つかということが大事な部分でございますので、そこを参加者の

方から聞き出していくというような作業になります。 

 しかし、いきなり子育て環境の未来像はどうですかということを投げかけてもな

かなか難しい部分もございますので、まずは身近に話しやすいテーマということで、

テーブルの上に日野町全体の地図を広げまして、休みの日とか、また休日の日に子



3-51 

どもを日野町の中でどのような場所に連れていきますかということを、ファシリテ

ーターさんを中心に聞かせていただいています。そして、いろんな意見が出るわけ

ですが、趣旨としては子どものためならどんな希望や期待を持ってそこに行く選択

をするのかということを掘り起こすということを目的にしております。そして、思

いが重なるところを確認をして、子育て環境の将来像を考えるまずは第１次資料と

するという段階で、今、１回目を実施をしております。１回目でなかなかまとめら

れるわけではないので、継続をしていくということが前提でございます。 

 １例を申しますと、日野町内で松尾公園をよく挙げられる親御さんがおられます。

そこは、理由としては適度な遊具があって、木陰もあって、芝生の広場があって、

子どもが駆け回れると。そして、何より子どもがそこへ行くと同じ年頃の子どもが

たくさんいるというのでそこに行きたいというような意見を子どもから親御さん

が聞かれて、そこへ行くことが多いですということも言われておりまして、非常に

日野町としてもそういった意見を大事にしていきたいなというふうに思っており

ます。 

 また、西大路、南比都佐も同じような形で、今ワークを実施していますので、そ

れぞれの園の特有という部分は、なかなか今のところは見えてこない部分もあるん

ですけども、やはり西大路とか南比都佐は、環境が非常に自然豊かな中に園がある

ということで、本当に日野の町なかとは違う、連れていく場所というのが非常に豊

かにあるいうふうには感じております。 

 今、終わったところですので、これをまとめて、次の第２回目の懇話会のほうに

諮っていきたいというふうに考えております。 

 続いて、次年度以降の入園申込みでございますが、西大路が今現在未就、どこに

行くか決めておられない方が４名おられて、南比都佐が６名おられるということで、

仮に１名になった場合にどのような対応を取っていくのかということでございま

すが、まずやはり昨年度の西大路地区さんとのこちらの関係性の反省も踏まえまし

て、やはり保護者の方々の意見、子どもにとってどのような環境でいくのかという

ことをしっかりと受け止めもさせていただいて、園の体制も含めてどのような形が

いいのかというのは、やはり丁寧にそこはしていかないといけないというふうに思

いますので、今のところ、こうしていかなければというような部分は現在ないんで

すが、その辺りから十分に真摯な対応を取っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 ３点目の柔軟化についての令和４年度の入園につきましてはですが、議員ご指摘

のとおり、今回、令和４年度について柔軟化モデル事業で西大路幼稚園、南比都佐

幼稚園に入園された児童というのは、今現在ございません。必佐幼稚園のほうで、

今、柔軟化によって入っておられる児童が７名おられます。そのうち５名が預かり
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保育を希望されているということで、必佐幼稚園に通える地域は日野地区から７名

行っておられて、うち５名ということが預かりですので、保育ニーズが高まってき

ているというのが表れているような現状でございます。 

 続いて、４点目の日野幼稚園の３歳児保育を始めたときに、通学区域の規約の中

で３歳児保育は日野町全域から通っていただけるので、その後、４歳以降をどのよ

うにするのかというようなご質問でございまして、今現行の要綱では、３歳児は入

れますけども、４歳児以降のことはうたっておりません。ですので、今年度の中で、

できるだけ早い段階で、４歳児も継続をして同じ園で通園ができるように、今のと

ころ、柔軟化モデル事業の要綱のほうを改正させていただいて、継続できるよう進

めていきたいというふうに思っております。 

 ５点目の預かりの定員がいっぱいになって、調整をされて、待機児童が出ている

のかというご質問でございますが、待機は今現在６名でございます。６名の年齢別

は、低年齢児の１歳、２歳のほうで合わせて６名の待機が出ております。３歳以降

は待機児童はないんですが、低年齢児のほうでなっております。それと、隠れ待機

が、今現在かちっとした数字が手元には持っていない状況でございますので、分か

り次第、またお伝えをしたいというふうに思いますので、すいません、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 ６番目の預かり保育の保育士の数が、日野幼稚園と必佐幼稚園で異なるのはなぜ

かということでございますけれでも、正規職員はそれぞれ１名ずつなんですが、日

野幼稚園は会計年度任用職員が２名ということです。必佐幼稚園は会計年度任用職

員が６名なんですが、これの理由といたしましては、根底には必佐は預かりの時間

が長いということで、早朝が朝１時間早い７時半からですし、夕方は６時までです

ので、その分、人が要るということは明らかなんですけれども、働き方がいろいろ

ございまして、早朝と夕方と同じ方がしていただくのが一番いいんですが、ちょっ

となかなかやっぱり、地元の方とか補助される方がそこまで十分おられないという

こともあって、別々の方がしていただいたりということで、今、必佐は２人で１人

分を担っていただくポジションで２人ずつの３組、合計６名ということで回ってい

ただいております。ですが、日野幼稚園は２名に対して必佐は３名というような体

制で今、回っているような状況でございます。 

 それと、保育士不足の解消はできたのかということのご質問でございますが、昨

年の秋から順次募集をしながら、その分確保に努めているわけですが、なかなか充

足している状況ではございません。今現在も、ハローワークを通じていろんな働き

方の加配であったりとか、フルタイムの会計年度で来ていただくために、募集をま

だ継続してあげているような状況でございまして、保育補助事務の業務が大変不足

していますので、人数にして約10名ぐらいは今現在も来ていただくように上げさせ
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ていただいているような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） それぞれ回答いただきました。回答漏れが１つあるのは、５点

目の日野幼稚園、必佐幼稚園の預かり保育、今、定員いっぱいだと。30名のところ

を30名、30名のところは29名、これらの待機児童は出ているんかどうかというのを

再々質問でお答え願えればありがたいと思います。スムーズに定員いっぱいになっ

たということでよいのか、お断りしたことがあるのかとか、そういうことなので、

そこの点を確認させてください。 

 再々質問としては、幼児教育・保育の在り方検討懇話会は、前に進みつつも、保

育園では待機児童、先ほど６名ということをお聞かせ願いました。幼稚園の預かり

保育も満杯だという現状をまず解決しなければならないと思うんです。この現状を

解決する手段は持ち合わせていないのでしょうか。 

 また、ちょっと嫌な新聞報道を耳にしました。一般質問提出後の９月３日の京都

新聞の滋賀版のトップ記事に、米原市の山東幼稚園、廃園へと、これは米原市方針、

園児縮小で24年度末にとの見出しが目に飛び込んできました。記事を読んでみると、

市は、昨年７月に立ち上げた市幼稚園の在り方検討委員会が議論を重ね、今年３月

に市長に答申を提出という内容でありました。地域性など異なることから、一概に

同じになるとは考えたくありませんが、日野町の幼児教育・保育の在り方検討懇話

会は、前回にも言いましたけども、あまりにも遅過ぎた。記事を見ての私の思いで

す。今さらそんなことも言っても仕方ありませんので、懇話会の答申が出るまでま

だまだ時間がかかるとは承知されていると思います。２年後に答申後に行政判断、

そこまで待っていて大丈夫だとお考えでしょうか。 

 私は、小学校に隣接される日野の幼稚園は、幼児のときから小学生のお兄ちゃん、

お姉ちゃんを見て育ち、自然豊かに伸び伸びと幼児期を育むよい生活環境にあると

思っています。極端な提案で申し訳ありませんが、懇話会の答申が出るまでに、全

ての幼稚園に18時までの預かり保育を実施し、保育園の待機児童、隠れ待機児童を

ゼロにする。この取組を進めるための課題を早急に解決していく。極端な提案で本

当に申し訳ないんですが、一旦やってみる。やるための課題を早急に解決する。こ

の点、いかがでしょうか。再々質問で町のお考えを聞かせていただけますか。 

議長（杉浦和人君） 子ども支援課長。 

子ども支援課長（柴田和英君） 再々質問を頂きました。 

 すいません。まず、１点目の答弁漏れございました日野幼稚園の預かり保育の定

員がいっぱいになった時点のその後の待機が出たかどうかということでございま

すが、待機については出ていない状況です。いっぱいになった場合には、また預か

り保育以外の幼稚園を希望して入っていただいたりとかということで、保護者さん
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の理解の中でしていただいているような状況でございます。 

 ２点目の今現在このような状況の中で、時間も非常に刻々と進んできているとい

うことで、危機感もある中で、どのような手段でやっていくのかということの町の

考えでございますけれども、まずはやっぱり保育環境をしっかり整えていかなけれ

ば、この状況も立っていけないというか、まずはやはり先ほど町長の答弁にありま

したように働きやすい職場環境ということで、まずやっぱり人の保育士がしっかり

とやりがいを持って働けるような形の処遇と労働環境の改善に努めていきたいと

いうことで、在り方検討とも並行しながら、保育士の意見も当然聞き、検討の懇話

会の中でもその議論はしていただく予定をしておりますが、こちらの子ども支援課

独自としても、保育士の声を聞くために今アンケート調査を実施をさせてもらった

ところです。今後また回収をして、結果の集約をして、どのような形でいろんな形

の今度来春に向けての処遇とか人事の関係とかその辺がどのように反映できるの

かということも検討をしていきたいというふうに思っております。 

 それと、今始めました在り方検討懇話会の中で、やはり小規模園をどうしていく

のか。しかし、日野町の独自の地域の中で育っている幼稚園、小学校、公民館とい

う関係性というのは、非常に日野町の誇るべき環境であるというふうにも考えてお

りますので、地域の中でいかに子育て環境も、時代の流れの中で行政だけができな

い部分を地域の方々と話合いをして、そこを埋め合わす方法がないのかどうかとい

うのもしっかりと検討していきたいというふうに考えております。今の環境をでき

るだけしっかりと守れるような形で、今後も持続可能な保育施設になればいいなと

いうふうに考えております。 

 それと、かぶるかも分かりませんが、大分時間のほうも２年間というのは長いと

いうことで、その辺もどのように考えているのかということでございますが、もち

ろん短期集中的にしっかりと議論をして、早く結果が出せるのが一番いいというふ

うには思っております。しかし、議論にはやっぱり時間もかかる部分もあると思い

ますので、そこはしっかりと時間がかかってもやるべきところというのを見極めな

がら、できるだけ中間報告とか、その辺の住民の皆さんにもお返しするような方法

とか、ホームページでも今、議論のところとかはお知らせも掲載をさせていただい

たりということで、より皆さんがこの期間の中でたくさんの方に関わっていただけ

るような仕組みで考えていきたいというふうに思っております。 

 それと、すいません。隠れ待機につきまして、人数のほうが分かりましたので、

ご報告します。４月１日現在で隠れ待機は34名でしたが、その後いろんな調整がご

ざいまして、今現在は26名ということになっております。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） 今、答弁いただきました。やっぱり保育士さんの不足も要因の
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１つかなということで、今、保育士さんの声を吸い上げるためのアンケート調査を

しているとか、そういう試みが見えてきましたので、そういうことも反映して不足

解消に動いてもらうのと同時に、地域の中で子育てしやすい環境ということを言っ

ていただきましたので、そういうことを念頭に置いていただいて、保護者さんの声

や地域の皆さんの声をしっかりと受け止めていただいて、町は方向性をしっかりと

示してほしい。これが私の思いです。 

 続いて２つ目に行きます。日野菜の生産振興とＧＩ認証についてです。 

 日野町の伝統野菜日野菜（秋作）の作付準備も始まり、鎌掛長野生産団地におい

ては既に播種をされ、発芽している状態が見受けられました。10月中旬頃には収穫

が始まり、少しえぐみが効いたおいしい日野菜漬けが出回ることを思うとうれしく

なります。私も日野菜の栽培３年目の秋作の準備に追われているところです。 

 さて、私は、令和３年６月定例会一般質問の回答において、ＪＡグリーン近江日

野農産物加工施設が開設されたときに、国の産地パワーアップ事業の補助制度利用

の際に建てられた目標値栽培面積10ヘクタール、漬物販売10万袋、栽培10アール当

たりの漬物販売額33万6,400円が未達成、最低限目標の80パーセントが必須である

ことから、農林水産省からペナルティーが課せられているとの報告を受けました。

町では毎年改善報告書を提出され、達成率の向上に向け努力されているとは思いま

すが、令和４年度の栽培予定情報も含め、現時点の状況を教えていただきたく思い

ます。 

 また、先日、ＪＡで行われました日野菜栽培研修会に参加させていただき、その

席上、日野菜のＧＩ認証（地理的表示）の登録審査状況についてお聞きしました。

このＧＩ保護制度は、地域の伝統を有し、その高い品質等が生産地と結びついてい

る農水産物や食品の名称を知的財産として保護する制度です。滋賀県では、近江牛、

伊吹そば、滋賀の地酒が登録されており、日野菜が登録されることになると注目さ

れ、さらに認知度を上がり、大きな話題となることでしょう。これら日野町の日野

菜について、目標も明確でやらなければならないことも分かり、ＧＩ登録となれば、

日野菜振興に大きな励みになることは間違いないでしょう。 

 そこで、いま一度現状の整理を行い、取り組むべき課題を明らかにしていきたく、

以下のとおり６点の質問をしていきます。 

 １点目、国の産地パワーアップ事業での目標値の達成度合いはどう推移している

のか。 

 ２点目、目標達成に向け、提出されている改善報告書の内容はどのようなものな

のか。 

 ３点目、目標値未達成で、滋賀県に対して産地パワーアップ事業の補助金採択の

ポイントがマイナス１ポイントのペナルティーが科せられている状況だったが、改
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善されているのか。 

 ４点目、改めて令和４年度の町の支援施策の実施状況はいかがか。 

 ５点目、ＪＡグリーン近江日野農産物加工施設の職員を募集されている状況だっ

たが、施設の問題点はいかがか。 

 ６点目、日野菜ＧＩ認証の登録状況はどうなのか。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 日野菜の生産振興とＧＩ認証についてご質問を頂きました。 

 まず、産地パワーアップ事業の目標値の達成度合いと推移についてですが、作付

面積については、令和２年度の7.2ヘクタールから令和３年度実績では8.6ヘクター

ルとなりました。一方で、加工品販売については2,000万円弱と、前年度から100万

円余りの減となり、伸び悩んでいる状況です。 

 次に、改善報告書の内容についてですが、事業実施主体であるＪＡグリーン近江

からは、令和３年度の事業実施報告書として作付面積8.6ヘクタール、漬物販売６

万332袋、10アール当たりの販売金額が22万3,617円の報告を頂いております。これ

までから目標が未達成であり、生産、加工、販売における課題解決策を検討し、目

標の達成に尽力をしたいとされています。 

 次に、目標値の未達成に伴う産地パワーアップ事業の補助金採択ポイントのペナ

ルティーにつきましては、令和２年度に報告数値がプラスであったことから、一旦

解消をされました。 

 次に、日野菜振興の支援施策につきましては、生産者に対して、日野菜生産に使

用する機械の導入等に対する支援、日野菜作付に対する面積に応じた支援、ＪＡし

ては栽培面積拡大や販路拡大等の特産品振興の支援、深山口日野菜原種組合に対す

る原種保存活動支援に引き続き取り組んでいる状況です。 

 次に、ＪＡグリーン近江による日野農産物加工施設の職員募集につきましては、

現在求人応募に対し、面談が行われている状況と伺っております。施設の状況につ

いては、ＪＡから機械設備等の課題をお伺いしているところです。 

 次に、日野菜のＧＩ認証につきましては、ＪＡグリーン近江からの申請が農林水

産省で受理され、６月１日から３か月間公示されました。９月下旬には農林水産省

での専門家会議が開催され、近江日野産日野菜の登録について審査されると伺って

おります。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） それでは、再質問をしていきます。 

 １点目の目標値の達成度合いで、作付面積は8.6ヘクタールと、80パーセントを

クリアしたことは非常に喜ばしいことだと思っています。漬物販売は、袋数にして

計算しましたら60パーセント、10アール当たりの漬物販売額22万3,617円では66パ
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ーセントの達成度になります。作付面積は80パーセントをクリアしたので、次は10

アール当たりの漬物販売額がポイントになるのではなかろうかと思っています。未

達要因は何があるとお考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 ２点目の改善報告書は、普通、目標を達成していくためにいつ、何をどうしてい

こうとするのが改善報告書たるものだとは思うのです。生産、加工、販売における

課題解決を検討し、目標の達成に尽力したいとは改善報告書にはならないと思うの

ですが、もしかして改善報告書は提出されていないのでしょうか。提出されたとし

たら、誰が提出されることになっていたのでしょうか。この点をお聞きしたいと思

います。 

 続いて、３点目の目標値未達成に伴う産地パワーアップ事業の補助金採択のペナ

ルティーについては、令和２年度に報告数値がプラスであったと先ほど回答を聞き

ました。本当でしょうかね。２点目の質問の回答で、これまでから目標が未達成で

ありということを言われて、３点目の回答では令和２年度に報告数値がプラスであ

った。今回の今の回答でもちょっとつじつまは合わない。要は目標数値に対して、

片方は未達成、片方は報告数値はプラスだったというお答えを頂いていますので、

ちょっとこの点、確認したいと思います。令和２年度の作付面積、漬物販売の袋数、

令和２年度の作付面積は先ほど7.2ヘクタールというのでありましたけど、漬物の

販売の袋数、10アール当たりの漬物の販売額を教えていただきたいと思います。 

 ４点目の日野菜の支援策について、昨日の話をぶり返して申し訳ないんですが、

令和３年度の一般会計歳入歳出決算の質疑で明らかになったことがありました。こ

れは、地方創生推進交付金事業で不採択になったけれども、工夫して実施していか

なければならなかったとしながらも、庁舎内の連絡調整がうまくいかなかったから、

日野菜の生産振興用の機械が導入できなかったと。何とお粗末な話だと思うんです

が、今年度は、先ほどご報告いただいた支援策でちゃんとできているのですねと。

今年度の支援策は大丈夫ですねと。そういうところだけ、今回は確認させて下さい。 

 ５点目、先ほどＪＡから機械設備等の課題をお伺いしているということ。もしか

したら、令和３年度の今の地方創生推進交付金事業でやる日野菜の生産振興の機械

の話と何か重なっているように思うのですが、その課題とはどのようなものなのか

教えていただきたいと思います。 

 ６点目のＧＩ認証は順調に進んでいるようで、喜ばしい限りだと思っています。

９月下旬に審査され、合格したとしたら、いつ頃認証される予定になるのか。分か

るんなら教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） 山本議員から日野菜の生産振興とＧＩ認証につきまして再

質問を頂きました。 
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 まず、未達成の要因でございますが、この部分につきましてはＪＡとも話をして

いる中で、販売先の確保なり、販売数量が予想以上につくれたものに対して売り切

れなかった部分というのは大きかったというふうに聞いておりまして、その部分が

一番の要因ではないかなというふうに感じております。令和３年につきましては、

結構作付された、そして収穫量も結構取れたのに、それが売れないという部分では、

そこが足を引っ張ったのかなというふうに思っているところでございます。 

 それから、改善報告ということでございますけれども、達成ができるまでの間、

当然ＪＡからは聞き取りもしておりますし、県、町、ＪＡで協議をして、どのよう

に改善していくんだということで会議等も持っているところでございます。達成で

きないいろんな要因があるんですけれども、町長の答弁の中でも生産、加工、販売

というような中で、これらをトータルで解決していかないといけないものかなとい

うふうに考えております。ですから、単年度単年度で終わるもんじゃなしに、それ

らをずっと継続して解決していく必要があるのかなということで考えておるわけ

でございまして、まず、生産の部分でいきますと、やはり面積拡大をしようと思い

ますと、生産者の確保というのが一番大切になります。高齢によりまして離農され

る方以上に生産者をやはり確保していくという、そしてまたその部分と併せまして

面積の拡大を図るということが大切かなというふうに思っているわけでございま

す。ただし、拡大をすることによりまして、今度は若返りをするんですが、技術継

承がうまくいくかというと、やはり議員も肌で感じていただいているかと思います

が、非常に日野菜というのは生産にかける苦労というのは多いものがございます。

すぐにできるものではなしに、根気よく日野菜と向き合って生産していかないと物

ができない。土づくりから毎日の管理までに非常に大変でございます。そういった

技術継承がうまくされていない部分というのも当然あるかなということで、その辺

りにつきましては、研修会の開催、実際現地研修や、それからＪＡや県の専門家に

圃場の巡回強化を頂きまして、圃場の現場で直接指導をしていただくというような

ことで、より品質の高い日野菜が収穫できるようにということで取り組んでいただ

いているというような状況でございます。 

 それから、加工施設の部分でいきますと、一定の加工販売、加工ができるような

施設にはなっているんですが、面積の拡大とともに収穫量が増えますと、それらを

できるだけ平準化した形で納品いただく必要があるかなというふうに考えており

ます。農家さんが１度にたくさんつくられますと、それが一遍に加工場に届くとさ

ばき切れないというようなことになりますので、いわゆるキャパシティーのオーバ

ーという部分もあるのかもしれません。そこらを平準化するためにも、作付時期を

できるだけまばらにしていただくような形でお取組を頂くと、納品されるタイミン

グが年間を通じてできるだけなだらかになるものというようなことを考えておる
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わけでございます。そういった作付時期の分散ということで、長期にわたって安定

して原材料を仕入れることで、加工につなげるというようなことができるものとい

うふうに思っております。 

 なお、原料の大量に入った際には、それを袋とかの加工する間に一定の時間があ

るわけでございますが、その間に日野菜の品質が落ちないように保存していく必要

もあります。その辺りで冷凍設備等で少し課題も出ているというふうに聞いており

ますので、そういったものも改善する必要が今後はあるのかなということで、そう

いった加工面での工夫もあるというふうに考えております。 

 そして、販売、何よりも販路の拡大というものが大事になってくるというふうに

認識をしていただいておりまして、町もその辺りにつきましては、町の信用力とい

うもので一緒に特産品振興ということで、トップセールスをはじめ、売り込みに行

くのであればということで、ぜひ協力したいというようなことでもお伝えをしてい

るところでございます。県内の大手スーパーさんにもお声かけを頂いておりますし、

それからインターネット販売にも取り組んでいただいております。また、各種イベ

ントへの出展、特に関東圏への出展というんですか、イベントでのＰＲ活動もして

いただきましたし、それからチラシの配布やパネルの作成といったもの、あと情報

誌への広告掲載、そしてさらにテレビＣＭや、最近ですとユーチューブでのユーチ

ューバーさんに取り上げていただくというようなことも取組をしていただいてお

ります。何より商品を手に取る方が、最近はいろんな嗜好の方がおられますので、

新たな商品開発もする必要があるということで、キムチ漬けやしょうゆ漬け、それ

から日野菜まぜて～菜といった商品の開発なんかもお取組を頂いておるというこ

とで、それらを重ねることによりまして課題を解決していきたいというようなこと

で、その３つのバランスを取りながら進めていくというこということで、ＪＡのほ

うも言っておられるというところでございます。 

 それから、ペナルティーの部分の解消の件でございますけれども、令和２年度の

お尋ねの漬物の袋販売の数量ですけれども、６万2,033袋でございました。次の10

アール当たりの販売金額が30万7,542円、10アール当たりでございますけれども、

この金額になったことによりまして報告数値が７パーセント、達成が７パーセント

というような状況で、その前年がマイナスでございましたので、本来産地パワーア

ップ事業の目標達成は100パーセントになって初めて達成できましたということで

合格点がもらえるわけなんですが、プラスマイナスゼロからプラス７パーセントに

なったということをもって、マイナスではない、前進したというふうに一定認めて

いただいた。取組を達成はできていないんですが、プラスに転じたということでの

判断を頂いたということで、一旦消えたというふうに県のほうからは聞いていると

ころでございます。 
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 それから、支援策については、町長が申し上げましたとおりの支援策でございま

すが、必要なものがあればまたその都度検討して、より日野菜振興に効果的なもの

があれば、さらに担当課としては努力していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 職員募集と機械施設の問題で何か課題はないのかということでおっしゃってく

ださいました。ＪＡさんが加工場でアルバイトの募集をされている内容につきまし

ては、漬物製造業に係る原料の荷受け、それから洗い、塩漬け、本漬け、袋詰めと

いった一連の作業での職員さんを募集されております。こういったものを見ており

ますと、力作業や、そして手作業というものが非常に多いというふうに感じており

まして、その辺り、労働力の部分で言いましても、ご高齢の方なんかにも来てもら

おうと思うと、ある程度機械化もする必要があるのかなというふうに思っておりま

す。 

 特に現実に向けますと、20キロの漬物石を実際持って、それで漬け込んでおられ

る。それを２たるから６たるぐらい毎日毎日されて、朝からやっても昼回ってから

しかそれが終わらへんというような状況もあるというふうに聞いておりますので、

そういった力作業の部分というのは、ある程度機械化することによって工夫、改善

ができるのではないかなというふうに思っておるところでございます。 

 最後、ＧＩ認証の関係でございます。専門家会議で合格、不合格の判定が出まし

たら、そこからおよそ10日間後ぐらいには答えが出るというふうに伺っております

ので、現在想定される日程から考えますと、10月の初旬というようなことで、こち

らのほうではつもりをしております。６月１日の公示があったわけでございますけ

れども、おかげさまでといいますか、近江日野産日野菜につきましては文句のつけ

ようがないということで、公示期間中１件のクレームといいますか、コメントもな

かったということで、これはやはり日野町独自の日野菜であるからこそ誰もが文句

がつけようがないということで、そういうふうなお墨つきを頂けるのではないかな

というふうに思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） まず、今、１点目についてなんですけども、今回販売先の確保、

この件はＪＡさんともお伺いしていまして、新たに拡販していくルートがちょっと

見つかったと、開拓していったよということで、今年の秋作のときにはそのルート

が使えるんかなということで、販売額の増加につながるものかなというふうに考え

ております。 

 よく考えれば、10アール当たり、１反当たりで約１トン収穫できて、それがお漬

物になってというふうな、要は１反に１トンできんともうからへんよというふうな

形を思っているんで、そのものが加工場に納められれば、漬物販売額がこの33万
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6,400円に該当していくのかな。当初設定されたときの額が、農協さん、要は１ト

ンに対して販売額が33万ぐらいになるんやということがあるのかどうか。ここも考

えるポイントになるんかなということをちょっと思ったんです。 

 というのは、作付された日野菜が作付時期がちょっと遅れると、もうちゃんと育

たなくて加工場に納められんと。もう田んぼに放置されたまま年を迎えてもうて、

もうおじゃんになってしまうということがあるので、こういうのはもともと作付面

積は載りますよね。せやけども、納められないから、それは販売価格にはもってい

かないということも考えられます。もちろん最初言われました販売ルートのことも

ありますけど、そういう問題も併せてあるんかなということも考えましたけども、

そこら辺の認識、そういうことも考えられるのかどうか、再々質問でお聞きしたい

と思いますね。 

 ３点目のペナルティーの件なんですが、これは前年度比プラスやったらいいとい

うこと。当初は目標設定の80パーセントをクリアしたら、今は強烈に100パーセン

トと言われましたけども、80パーセントクリアしたらという話をお伺いしているん

です。これは、令和３年の、先ほど６月の定例会で私はそのことを質問していて、

これは堀江町長から回答をもらっていて、栽培面積10ヘクタールに対して、令和２

年度ね。7.4ヘクタール、74パーセント、漬物販売10万袋に対して４万9,477袋、49

パーセント、漬物販売額の10アール当たり33万6,400円に対して24万7,917円、74パ

ーセントでございましたと。これらを基に、農林水産省で審査が行われ、目標に対

してそれぞれ達成率が80パーセントに満たないことから、滋賀県に対して産地パワ

ーアップ事業の補助金採択のポイントをマイナス１ポイントとする処置が取られ

ておりという回答を頂いているんです。 

 先ほど聞いた数字が、漬物販売６万何がし袋、それから漬物販売額の10アール当

たりの金額が30万そこそこ。ちょっと先ほどの数字が異なるんですが、これはちょ

っとまた後で確認をしていただきたいと思うんですが、要するに前年度比アップし

たかという考え方なのか。私は当初目標額の80パーセントクリアになっていないと

あかんという認識があるので、そこだけはちょっと押さえておきたいので、もう一

度そこのところを確認をさせていただきたいと思います。 

 ５点目の加工施設の設備課題をお話伺いましたけども、令和３年度に導入できな

かった設備投資の案件のことがありますので、先ほど課題で、どうしてもこれは省

力化改善に必要やとかということであるならば、令和５年度に、次年度の予算に何

としても導入を検討して頂きたいという思いがございますので、どのようにお伺い

してもらえるか。この時点で、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 最後６点目は、ＧＩ認証の件は非常に力強いお言葉を頂きまして、ありがとうご

ざいます。何かＧＩ認証記念イベントなど、日野菜振興により寄与できることが考
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えられないものでしょうか。何か今、消防団の垂れ幕もありますけども、せっかく

のいい機会ですので、イベントもできればいいなと思いますので、その点のお考え

をお聞かせください。 

議長（杉浦和人君） 農林課長、再々質問に対する答弁をお願いします。 

農林課長（吉村俊哲君） 山本議員から再び質問を頂きました。 

 まず、目標達成に向けて面積等の部分について、過大な面積じゃないのかという

ようなことでのご指摘かなというふうに思います。正直、見まして、目標は随分高

く設定してあるなというのが印象でございます。ただ、当時に練を練って練って、

その数字で報告されておられますので、その目標に届かせるという思いでされてい

るものというふうに思っておりますが、非常に目標としては高いです。 

 それから、ペナルティーでの数字の考え方ということで、前年度をベースにとい

うことで今お考えを頂いているんですが、正直、これは、28年のときの数字という

のが基になっておりまして、目標の数字と、それからその28年時点の数字と目標の

33万6,400円という数字の差を、実際の目標としている数字と実績の数字で引き算

で出た数字で割り算するということで計算式ができておりまして、それが国の求め

ている式ということで、その数字に当てはめると７パーセントになるというような

ことでございます。後ほどまた来ていただければ、計算式をお示しさせていただき

たいというふうに思います。 

 それから、機械設備等の令和５年度の導入に向けてということでご意見を頂きま

した。内部でもＪＡさん等のご意見を聞きながら、真に必要とするものは何なのか、

それをＪＡが担うべきなのか、特産品の振興として町がするのかについては、内部

で十分議論をして、必要とあれば来年度の予算に要求をしていきたいというふうに

考えているところでございます。 

 最後、ＧＩが取得できればという希望的観測の部分でのお話でございます。町と

しては、ぜひ認証をというふうに願っているわけでございまして、その暁には、例

えば庁舎の壁面に懸垂幕を掲げまして、近江日野産日野菜のまち日野町といったよ

うなことで、内外へ力強くアピールをしていきたいなというふうにも考えておりま

す。当然ホームページ等での掲載や記念の講演会等の実施等もできればなというふ

うにも考えているところでございます。実施主体のＪＡさんにつきましては、認証

に伴うイベント等をいろいろ考えていただけることになるのかなというふうにも

思っておりますので、その辺はまたうれしい知らせが届きましたら、具体化してい

きたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） ＧＩ認証のうれしい話題が飛び込んでくること、待ち遠しいこ

とになりました。まだまだ生産、加工、販売を連携させ、先ほども総合的に課題を
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解決、もっともだと、そうやと思います。そういう必要がありそうです。町も、あ

らゆる面においてのサポートをお願いし、この質問を終わりにします。 

 続いて３つ目、日野町の脱炭素社会への取組についてに入ります。 

 ここのところの異常気象は、どうにかならないものなのでしょうか。世界各地で

は干ばつや山火事が発生しているところもあるとの報道から、片や豪雨災害や洪水

に見舞われたり、もはや気候変動ではとどまらず、気候危機が押し寄せてきている

のではないかと思っています。 

 政府は2050年までに温室効果ガスを排出は全体でゼロにするカーボンニュート

ラルを目指すこととされ、滋賀県においてもＣＯ２ネットゼロムーブメントが宣言

されています。私は、この気候危機は地球温暖化による影響が著しくなってきてい

るものと考えており、もっと前倒しで取り組まなければならない大きな課題だと捉

えています。 

 日野町においても、太陽光パネルの設置やＬＥＤ照明への切替えなどの取組を行

い、またごみの減量による焼却施設のＣＯ２排出削減やマイカー通勤を公共交通に

とわたむき自動車プロジェクト、自転車利用のエコ通勤にも力を入れられているこ

とと思っています。加えて、今年度より日野町環境基本計画策定のための準備会の

立ち上げをされ、環境対策をより積極的に推進していこうとする姿勢が伺えていま

す。 

 そこで、これからの日野町の環境政策の方向性を共有していきたく、以下のとお

り伺います。 

 １つ目、新たに各公共施設に太陽光発電設備を設置していくか考えはないのか。 

 ２つ目、一般住宅に太陽光発電設備と蓄電池設置に対して支援していく考えはな

いのか。 

 ３つ目、電気自動車の公用車導入の検討は進められているのか。 

 ４つ目、日野町における家庭系ごみの削減に対する目標値、令和８年度に家庭系

のごみ排出量数値目標１人１日当たり440グラムの達成に向け、取り組まれている

状況はいかがか。 

 ５点目、令和４年４月にプラスチックごみのリサイクル強化と排出削減に向けた

新法プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行されました。町で新

たに取組を行う考えはあるのか。 

 ６つ目、日野町環境基本計画の策定のための準備会の進捗状況はいかがか。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 日野町の脱炭素社会への取組についてご質問を頂きました。 

 まず、公共施設への太陽光発電設備の設置についてですが、昨年度10月に改定さ

れた政府の実行計画では、2030年度までに国、地方公共団体が保有する設置可能な
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建築物屋根等の約50パーセントに太陽光発電を導入することを目指すこととして

います。現在、当町では防災センター、図書館、中学校、必佐小学校に、国の補助

金等を活用して太陽光発電設備を設置しているところです。太陽光発電の設備投資

には多額の経費が必要なことから、国の導入促進補助制度などを研究し、設置につ

いて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、一般住宅における太陽光発電整備と蓄電池設置に対しての支援についてで

すが、太陽光発電設備については日野町住宅リフォーム等促進事業の対象工事に含

まれており、太陽光発電の公称最大出力が10キロワット未満の家庭用発電設備に対

して助成をしております。助成金額は、発電出力１キロワット当たり３万円を乗じ

た額で10万円を上限としています。施工業者が町内事業者であることなどその他の

助成条件は、住宅をリフォームされる場合と同様となっております。なお、蓄電設

備の設置に対する助成はございません。 

 次に、公用車の電気自動車導入についてですが、当町におきましても、カーボン

ニュートラルのまちづくりの観点から、公用車の更新に合わせて電気自動車の導入

についても検討を進めておりますが、販売価格や航続時間の課題、充電スポットが

少ないことなどの理由から、ハイブリッド車の導入にとどまっているのが現状でご

ざいます。 

 次に、家庭系ごみ排出量数値目標１人１日当たり440グラムの達成に向けた取組

状況についてですが、令和３年度の当町の実績は１人１日当たり544グラムであり、

その達成に向け、なお一層の努力必要です。現在町がごみ減量に向け実施している

施策は、補助金の交付や広報啓発でございます。具体的には自治会等で実施されて

いる古紙等の資源回収や個人の生ごみ処理機購入等に対して補助金を交付してい

ます。広報啓発では、ごみ減量に関する標語募集と資源ごみ収集カレンダーへの掲

載や、エコライフ推進協議会によりこどもエコチャレンジへの呼びかけを行ってい

ます。ごみの減量化、再資源化を目的とした資源回収施設であるわたむきの里エコ

ドームでは、現在古紙等をはじめ15品目の拠点回収と啓発展示を実施しており、同

施設への搬入についても周知を努めているところです。 

 また、中部清掃合の担当課長会議等におきましても、ごみ減量に有効な実践など

の情報交換をはじめ、ごみの排出量実績の可視化を行い、経年管理と増減要因やご

みの減量に向けた対策等について協議を重ねております。ごみの発生抑制と資源化

施策の効果的な実践により循環型社会の実現を目指してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴う町の対応

についてですが、現在のところ、プラスチック使用製品の廃棄物の分別収集を実施

していくための事例も少ないため、国や公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
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等からの情報を注視するとともに、分別収集の検討にあたり収集運搬体制、処理工

程の構築や施設スペース、また住民の方々への周知等の課題もあることから、新た

に生じる費用負担を含め、中部清掃組合構成市町と共に調査研究と協議を進めてお

ります。 

 次に、日野町環境基本計画策定のための準備会の状況についてですが、昨年８月

に広報ひのでの公募に申し込まれた４名をはじめ、日野町エコライフ推進協議会の

構成団体に加え、農林業関係者や自然保護活動団体等環境保全に知見を有する方々

への呼びかけを行い、34名の参加を得てＳＤＧｓの視点から日野町の現状と課題を

捉え、さらに2030年の日野町を展望した講演ワークショップと全３回の学習会を開

催をいたしました。 

 本年度はこの学習会参加者の中で、町の環境基本計画の策定過程に参画の意向を

表明していただいた21名の皆さんにより準備会を設け、自然環境、生活環境および

ＳＤＧｓの３つの分野ごとの担当を決め、会議を開催しています。基本計画の策定

にあたって、１、町民総参加、２、ＳＤＧｓとの一体性、３、第６次日野町総合計

画との一体性、４、地域特性への配慮と対応、５、計画の理念を端的に象徴するリ

ーディングプロジェクトの推進を基本的な視点としております。今年度後半には町

民意識調査の内容を決定し、実施に移すとともに、環境施策に係る庁内各課の意見

調整や連携を図る会議の設置にも着手をしたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） 丁寧に分かりやすい回答をありがとうございました。 

 再質問としては、１点目、２点目、３点目、４点目と６点目について再質問をし

ていきます。 

 まず、１点目は、太陽光発電設備については、昨年度10月に政府の実行計画が示

され、2030年までに国、地方公共団体が保有する設置可能な建築物屋根等の約50パ

ーセントに導入することを目指すと。すごい目標やなというふうに思った次第です。

日野町が、今の設置で、どういう計算でこのパーセントが出てくるんかよく分から

ないんですが、日野町役場に１つつけたら、こんで100パーセントになるのか。１

つの公共施設に１つつけたら100パーセントになるのか、計算があまりよく分から

ないんですが、そういうこともちょっと勉強されているのかどうかはあるんですけ

ども、今の設置の状況で、今10パーセントなのか、もう50パーセントぐらいいって

いるのか。もうざっくりでいいので、その点、分かっているならば、パーセントの

計算根拠もちょっと分かりませんので、教えて下さい。 

 また、現時点の国の導入に向けての補助制度はどうもないみたいなので、今はな

いということでよろしいんでしょうか。これから研究していくという旨の回答をな

されましたので、今は補助制度があるのか、ないのか、ちょっと教えて下さい。 
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 それと、以前に町の答弁では、防災を考えたときに、公民館が指定避難場所にな

るので、停電の際には太陽光発電が活用できないかと考えているところですという

お話がありましたけども、要は公民館に設置していく考えはないのかどうか。その

点をまず１点目にお聞かせください。 

 次に、２点目、蓄電設備の設置に対して助成はないとのこと。今、防災面から、

発電設備と蓄電器とセットで設置を考えておられる方が増えてきていると伺って

います。少し前までは蓄電器の普及がなかったこともありますし、以前に太陽光の

みを設置された方が、蓄電器を設置したいとするお考えの方もおられると思います。

蓄電池設置に対しても、同じ日野町住宅リフォーム等促進事業の対象工事に入れば

よいと考えますが、いかがでしょうか。町のお考えをお聞かせください。 

 次に、３点目、電気自動車の導入に向けて、ちょっとできない理由を述べられま

したけども、電気自動車もさることながら、今は水素で走る車はもとより、今、環

境先進国スウェーデンではバイオ燃料で市バスが走っているということも聞いて

おります。電気自動車価格はまだまだ高めですけども、航続時間は以前より大きく

伸びてきており、充電スポットもあちらこちらで見受けられます。お隣の近江八幡

市では、去る６月の定例会の補正予算で、公用車の電気自動車の導入に踏み切られ

ました。ここは、町長が環境に配慮したまちづくりに貢献していくんだと思い切っ

た決断しかないかなと思われますが、いかがお考えをなされますか。これは思い切

った決断ですので、住民課さんでお答えできなかったら、町長か副町長にお考えで

も結構ですので、伺えればお聞かせ願いたいと思います。 

 続いて、４点目、家庭系ごみの減量に関してです。減量目標まであと１人１日100

グラムですが、これがなかなか難しい問題だと承知しています。町も今まで資源回

収や啓発活動に取り組まれていますし、日野にはわたむきの里さんが15本に及ぶ資

源回収に積極的に取り組みされています。前、寄せてもらいましたら、きっちりと

分別され、中には廃棄されたパソコンもちゃんと分解されていました。エコドーム

が生かされているなと思いました。こういった地道な取組があってこそ数字が増え

ないものであって、なかなか減らすのには至らないのが現状だと思っています。 

 しかしながら、立ち止まっていては何も変わりません。何を減らすことが効果的

なのか、持続可能な循環型社会を形成していくには、知恵を出し合って考え、実践

してみて結果を見てみる、この繰り返しが必要だと思っています。今まで、町は削

減に対して、私もこうやって何度か言っていますので、プランニングはされている

というふうに思いますので、あるならばプランニングをお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 ５点目のプラスチックに係る資源循環は、アクションは今のところなしというこ

となので、再質問はしません。 
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 ６点目の環境基本計画の現状は、学習会を重ねて準備会で進んでいることを伺い

ました。聞いたところによりますと、中部清掃構成市町の東近江市さんとか竜王さ

んはもう既に早うからもうつくっているよということを伺いましたんで、今からや

るということはいいことだと思っています。県下の状況や策定までの具体的なスケ

ジュール、分かる範囲で教えていただきたいと思います。以上の５点の再質問です。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 山本議員さんのほうから、再質問を頂戴いたしました。総

務課の担当としましては、１点目と３点目になります。 

 １点目の、まず目標というか太陽光の導入に伴います計算ですが、そこはまだ計

算しておりません、最近の動向として、先ほどのご答弁のとおりの数値となってお

りますので、答弁でさせていただいた４施設に今太陽光があるという状況にありま

す。補助はあるのかということなんですが、以前から今の太陽光も全ていろんな補

助を活用してしております。ただ、有利な補助というのはなかなか厳しいです。今、

政府のほうもいわゆるＤＸに加えてＧＸ（グリーントランスフォーメーション）の

ほうも大きく国の柱として掲げておられる中で、有利な補助があるのかと思いきや、

なかなか結局事業債というような形であるので、結局そこでいうと町がすぐ飛びつ

けるようなものはなかなかないという中です。それが２点目です。 

 あと公民館にもそういうことから、当然環境ということで考えると設置するのが

何よりなんですが、昨日からの財政の話も鑑みる中で、この町の財政規模の中で、

包括的に見てどこに何を予算を投下してということでいうと、今のところ計画は持

ち合わせていないと。ただ、まちづくりを進める中で、環境に配慮したという点も

大変重要な課題ですので、今後そういう視点も大事かなというふうに思っておりま

す。 

 電気自動車の購入につきましては、同じような考えの下、財政的な部分で、今、

実は公用車の更新のタイミングが町のいわゆる内規ルールがございまして、15万キ

ロ、それから15年で、その上の耐久性で、順次年に１台か２台、財政状況を鑑みな

がら更新している中で、あと議員おっしゃったようにそこを町として導入するかど

うかというとこら辺の打ち出しというところでいくと、政策的な判断も鑑みてくる

のかなと思うんですが、全体的な町の財政状況の中ですると、今そこを優先的に導

入というところには、計画としては持っておらないというところになります。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 電気自動車等の新たなモビリティーといいますか、自動車の

導入について、中長期的な視点も含めて、今、町長と共有している中身をお話しさ

せていただきたいんですが、電気であるとか水素であるとかバイオ燃料という提示

がありました。それぞれ一長一短があって、電気に関しましては、今一番普及しつ
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つあるところで、なおかつその防災の電源にもなるということで、充電のスポット

に関しても、民間施設にも幾つも設置も進んでいるというところでもありますので、

先ほど総務課長の答弁にもございました買換えのタイミングで、ただ、まだまだ高

いというところがありますので、検討はしていくのかなというふうには思っており

ます。 

 あとバイオ燃料に関しては、まだまだ実証実験の域を全く出ていないというとこ

ろで、難しいのかなということは考えています。で、水素に関しましては、実は県

のほうが公用車で２台ほど導入をしておりまして、航続距離も長いですし、何より

電気自動車に比べてすごく優位なのが、充塡する時間がほぼほぼガソリンと変わら

ないということで大変便利ではあります。ただ、金額的にはやはり電気と同じく高

いというところはあるんですが、ただ、最大の欠点が補充するスポットが県内に１

か所、２か所ぐらいしかないということで、例えばそれが日野に民間ベースで整備

されるということになれば、役場ごとそういうことも考えられるんですけれども、

現時点では正直なところなかなか難しいのかなというふうに考えているところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（園城久志君） ２点目にご質問を頂きました蓄電設備についての補助

金について、今のリフォーム補助のほうに組み込めないかというようなご質問に対

してご答弁をさせていただきたいと思います。 

 今、太陽光発電につきまして、リフォーム助成の中でさせていただいているんで

すけれども、当初は、住民課のほうでやっている太陽光発電設備補助がございまし

て、それの廃止に伴いまして、平成30年度から住宅リフォームの助成のほうに入れ

込んでいるものでございます。こちらのほうに関しましては、蓄電池といいますと、

また設備の金額とかも大きくなりますし、もともとの趣旨がリフォームというより

は、今の脱炭素社会への取組というようなことで、ちょっと目的自体もちょっと取

り方が変わってくる点もございますので、蓄電池設備を助成対象とするかについて

は庁内幅広く、また意見も伺いながら検討してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課主席参事（奥野彰久君） 私のほうからは、４番目、６番目のご質問について

回答させていただきたいと思います。 

 ４番目のご質問につきましては、ごみ減量という中で、１人１日当たりの440グ

ラムに向けての達成には努力が必要という中で、何か町のほうでプランはあるかと

いうようなご質問でした。いろいろ山本議員様にはごみの清掃活動とかご協力いた

だいておりまして、ありがとうございます。今、プランとしましては、今年度から
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日野町の地域女性団体連合会さんと社会福祉法人わたむきの里福祉会さんと生ご

みの堆肥化ができないかということで、試行していただいている状況です。当連合

会様におきましては、会員30名の方が西大路、日野、必佐の各公民館で、週１回で

はありますが、生ごみをバケツ型のコンポストに入れていただいて、それを持って

きていただいたものを、わたむきの里福祉会のほうで回収を行い、堆肥化する施設

ごみたろうというんですけども、１日当たり25キログラムの処理能力のあるもので

はありますが、それで堆肥化をしていただいております。 

 この事業は７月から始められまして、最初の１か月間で247.45キログラムを回収

していただきました。生ごみ処理機でこれを堆肥化すると、9.1キログラムになる

という状況です。この取組にあたりまして、女性会さんのお話を聞かせてもうてい

ますと、ふだん燃えるごみに入れて生ごみを出しているけれども、ごみ袋が軽くな

ったということが実感できるというお話も聞かせていただいているところです。こ

の試行は、一応７月から９月を１期として、あと10月から12月を２期目ということ

で、それぞれの季節、夏場と冬場という意識なんですけど、水分量の比較もさせて

いただきたいと思っています。 

 生ごみを除き、軽量化して燃えるごみに出すということになると、中部清掃組合

での焼却の燃料費も減るということで、環境保全に役立つということも、女性会さ

んのほうでは考えていただいておりまして、呼びかけをしていただいているところ

です。今後、町内でこのような取組が広がることを日野町地域女性団体連合会さん

と社会福祉法人わたむきの里福祉会さんと共に推進していければと思っておりま

す。 

 次に、６点目の環境基本計画の県下の状況と町のスケジュール感ということでご

質問を頂いております。 

 基本計画の県下の状況ですが、もともとこの基本計画というのは、国のほうでは

環境基本法第15条に基づきまして義務づけられているものです。また、地方公共団

体におきましては、環境基本計画は公的な義務づけはないんですけども、各自治体

でそれぞれに環境基本条例などに基づきまして策定しています。滋賀県下の策定状

況ですが、13市６町の中で、未策定は日野町を含めまして３町という状況でござい

ます。 

 次に、基本計画のスケジュールの関係ですけども、先ほどの答弁もさせていただ

いたところではありますが、今年度は町民意識調査の内容を、現在、準備会の中で

自然環境、生活環境、ＳＤＧＳの３つの部会に分かれまして検討いただいておりま

す。今後につきまして、委託業者を選定し、契約を結び、調査票の作成、発送、回

収、調査結果の集計、分析、報告書のほうをまとめていきたいと思っております。

また、令和５年度に入りましては、基本的な事項等の整理ということで、社会情勢
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の調査や地域の特性、課題の抽出、また目指す環境基本および基本目的の設定値や

達成に向けての取組の検討などを経まして、環境基本計画の作成へと進めてまいり

たいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） 今、ごみ減量に対して、もう既に取組を始めている回答を頂き

ました。私は、日野町の脱炭素は家庭系ごみに含まれる生ごみを減らして、中部清

掃で焼却される際に排出されるＣＯ２を減らしていく。生ごみを、町民の皆さんと

わたむきの里さんの協力を得て堆肥化して、野菜栽培や花壇にも活用していくと。

こうした持続可能な循環型社会を形成していくということをちょっと考えながら、

再々質問をしていきたいと思います。 

 私も生ごみに着目することはよい点であるなと思いました。一般的に燃やせるご

みの約40パーセントが生ごみで、その重量も80パーセントが水分であるということ

を言われています。また、この水分が中部清掃組合で焼却されるのにエネルギーの

ロス、先ほども言われましたけども、燃料費の削減にもつながると。負担が多いか

らだと思っています。これが本当にいい視点だなと思いました。 

 今、わたむきの里さん、日野町女性会さんが取り組まれている生ごみ堆肥化のテ

ストトライで、私もわたむきの里さんに設置されているごみたろうという設備を見

せてもらいました。このような生ごみ堆肥化設備は、既に日野小学校と日野中学校

に設置されていることもお伺いしました。 

 そこで、まず教育委員会にお伺いします。 

 小中学校に設置されている生ごみ堆肥化設備の現状をちょっと教えていただき

たいと思います。設置状況や１日の処理できる数量、堆肥となったものの扱いをど

うしているのか。その点、分かる範囲で結構ですので教えてください。 

 その上で、テストトライの状況が進展拡大していけば、今のわたむきの里さんの

設置されている設備では到底追いつかない状況になるのではと考えられますが、そ

うなった場合、新たな設備を検討していく余地はあるのでしょうか。この点のお考

えをお聞かせ願いたいと思います。 

 また、持続可能な循環型社会を形成していけるこのような計画なら、私は、地方

創生推進交付金事業に組み込みできるんではないかなと。今、総務課長もちょっと

首を縦に振っていただきましたけども、ふとそんなことも思ってしまいました。い

かがでしょうか。これは、企画振興課長にこういう事業が組み込めるかどうかとい

うところをお聞きしたいと思います。 

 最後に、町長にもお伺いしたいと思います。 

 私は岐阜県の輪之内町で実施されているごみのリサイクル施設を見せていただ

く機会があって、輪之内町には、わたむきの里さん設置の生ごみの堆肥化設備が設
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置されていて、今のわたむきの里さんより一回り大きな設備を見させていただきま

した。これは、もう住民の方が直接持ち込みされている状況を目の当たりにして、

よい仕組みが回っているなと感じたところです。日野町はこれからなんですが、今

のわたむきの里福祉会の皆さんとか女性会の皆さんが取り組みされている事業を

後押しすることが本当に大事な使命だなと。生ごみ堆肥化プロジェクトで循環型社

会を構築していく。よいプロジェクトだと思いませんか。町長のお考え、最後にお

聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（宇田達夫君） ただいま、山本議員のほうから、学校での堆肥化について

ということでご質問いただきました。 

 今、日野中学校と日野小学校の２校で堆肥化を行っております。ただし、それ以

外の学校については、現在では量の関係もありまして、そこはできていない状況で

ございます。実際、中学校と日野小学校におきましては、調理で出てくる残渣であ

りますとか食べ残しであるとか、そういうようなものを堆肥化しているわけでござ

いますけれども、今現在は両校ともに、そういうことを通じて子どもさんへの意識

の浸透でありますとか、子どもさんがそういう意識を持ってもらえることから各ご

家庭にも広がっていけばいいのかなというふうに思っております。今、こうしてご

質問いただける中で、小規模校に関しても何かしら今後については考えていけない

のかなというふうな思いをしております。 

 今現在できております堆肥につきましては、例えば日野小学校ですと学校の横に

畑がございまして、そちらのほうでの活用とか、そのような形になっているんです

けれども、実は今、少しその辺りについて、教育委員会のほうでより有効な利用と

いうことで、現在まだ検討中なんですけれども、例えば堆肥を役場玄関にレジ袋程

度のものに小分けして置かせてもらって、例えばホームページの中で、学校で残っ

たもので堆肥化したものを活用していただけませんかというようなことで広報し

ながら、利用してもらえないかなというようなことを現在検討しておりまして、す

ぐにできるかどうかというのはあるんですけれども、そういうことも含めて前向き

に考えていきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課主席参事（奥野彰久君） ただいま再質問を頂いております生ごみ処理の設備

が、今後規模が大きくなれば必要になるというようなことについての答弁になりま

すが、現在、先ほども申し上げました日野町地域女性団体連合会さんとわたむきの

里福祉会さんのほうで取り組んでいただいている生ごみの堆肥化ですけども、この

取組が地域に根差した活動、事業になっていけば、議員ご指摘のとおり、ごみたろ

うではなかなかもう追いつかないということになってくると考えています。 
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 何らかの処理方法の検討が今後必要になってくるとは思いますが、町としまして

も、生ごみ堆肥化を進める中で、女性団体連合会さんやわたむきの里さんのご意見

を頂戴しながら、農地に還元する方法やとか、また堆肥化するのにすごい高額な施

設とも聞いておりますので、皆さんのご意見を聞きながら、対応について検討して

まいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（小島 勝君） 今、生ごみの堆肥化ということで、特にわたむきの里

で新しい設備を整備したときに、地方創生推進交付金の対象になるかというご質問

だったと思います。 

 地方創生推進交付金につきましては、基本的には従来からある国庫補助に対象に

ならないものが対象になりますので、まず、そこが対象の補助金が既にあるかどう

かということを確認することが先にあります。その上で、地方創生推進交付金の特

徴でございますけども、まずは単に設備をつくるだけではなくって、それに伴って

地域の中でいかに経済が循環したり、また多様な地域の人々がつながってまちをつ

くっていくかという観点で制度設計をした上での計画申請となりますので、新しい

施設の整備に加えまして、ほかの観点からもまちづくりを考えた上で申請すること

が必要になるかと思いますので、その点、一定必要などういったことが考えるかと

いうことを、各課ないし実際にごみ減量に携わられている皆様のご意見を頂いた上

で、計画をつくっていく必要があるかなというふうに考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 山本議員さんにおかれましては、中部清掃組合においても本当

に問題意識を持って、こういう環境の全般についてご質問いただいておりますこと、

本当に感謝を申し上げます。 

 先ほど環境基本計画という部分もありまして、非常に世の中に形骸化した環境基

本計画もございます、実際。ですが、やはり日野町としては、住民の皆様と一緒に

町にとっても大事な計画と同時に、一緒にやっていただく住民さんご本人も、これ

は自分たちでつくってきた計画なんだというふうに思っていただけるような計画

にしていきたいということで、先ほど縷々申し上げたような計画の進め方をしてお

ります。 

 ただ、そういった中で、やはり形だけではなくて、実際にどういうアクションを

起こしていくかということが大事だと思っている中で、今回女性会さん、そしてわ

たむきの里さんが、こういった本当にチャレンジングなお取組を頂いていることは、

町としましてもありがたく、心から感謝を申し上げる次第でございます。 

 先ほど主席参事が申し上げましたように、様々なやり方、課題等もあるかと思い

ますけど、一緒に悩みを共有させていただいて、進めさせていただければ、我々も
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大変ありがたいと思っておりますので、こちらこそ引き続きよろしくお願いします

とお伝えをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

２番（山本秀喜君） いろいろと注文をつけさせていただきましたが、明確な返答を

頂きましてありがとうございます。こうしたやっていく過程が最も大事だというふ

うに思います。わたむきの里さん、女性会の皆さん、そして行政の皆さんが同じ方

向を向いて、進取のまちづくりフォーラムで話された行事から事業へ、これはまさ

しく事業だと思います。役から経営へ、現場から人づくり、これは人づくりにもつ

ながっていくと思います。これがまさしく合致していくと思っています。ぜひとも

大きな支援をお願いしまして、この質問を終わりにします。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。 

 再開は15時25分から再開いたします。 

－休憩 １５時１１分－ 

－再開 １５時２５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 次に、１番、野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） それでは、私の一般質問を始めたいと思います。今回は分割と

一問一答という方式で行います。 

 実は今回の質問は、私の自己実現といいますか、ぎゅっとまとめたようなテーマ

になっています。自己実現というのは、私の定義ではやりたいことで、さらにそれ

が何かの役に立っていることというようなことで、そう私が確信していることとい

うことなんですけども、なので、今とてもわくわくと生き生きと、多分今までで一

番輝いていると思います。という私でよろしくお願いいたします。 

 まず、１つ目の質問なんですが、今までからお話がちょこちょこ出ていた地域運

営組織についてです。質問の内容は確実にかぶっているところというのはないんで

すが、似ているところはあります。 

 まず、持続的な地域社会を確立するために、自分たちの地域は自分たちで住みよ

くしていくというような自発的な活動が理想像として語られることが多くなりま

した。日野町においても、まちづくり協議会やＲＭＯという言葉が何となく急に出

てきたような、急に出てきてよく使われるようになったというような気がします。

地域運営組織が話題に上がっています。今こそ地域運営について真剣に考えるタイ

ミングが来たのではないかと思っているぐらいです。 

 地域運営組織の視点が必要な理由を２つ挙げると、１つ目の理由は、日野町とい

う規模では、リソース（人、モノ、金、時間）のような資源が限られているという
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ことがあって、それを有効活用するという必要性があると考えています。また、日

野町では、地域の組織や任意団体がかなり活発だと思っていますけれども、それぞ

れによかれと思う活動を行っているというようなところがあったりして、限られた

リソースが分散したり、内容が重複したり、もしくは負担が偏ったり、実行する人

が確保できない等々、年々多くの課題が顕在化してきて、持続的ではなさそうに思

っているという理由があります。 

 ２つ目の理由は、地域の課題が組織や役をまたがっていて、それぞれ別々に話し

合っていては、現状解決できないんじゃないかなというような状態にあると思って

います。組織や役などを整理し直す必要もあるなと。この議会でも話題になったこ

ともありますが、それは誰がするのかというようなところが、各地域で明確にはな

っていないように思います。 

 上記２つの理由は、このままほおっておくと、もしかしたらそのまま疲弊する、

消耗する一方で、地域活動自体が縮小してしまいかねないという重大なモヤモヤで

はないかと思っています。 

 そこで、今回は、未来に期待しながら地域の役を担える、そんな社会がつくりた

いなということで、地域と町行政の協働計画というテーマで分割方式でお聞きいた

します。今回の目的は、地域の課題解決をし続けるために、今よりも適当な枠組み

があるなら考えていきたいなということです。 

 まず、前提としまして、必ずしも地域というのがこういうことを考えていくこと

で自立する、もしくは自走することを目指さなければいけないわけではないという

ふうに私は考えています。必要な役割分担ができればそれでいいと考えています。 

 それについて、質問を４ついたします。 

 １つ目、公民館単位、公民館単位というのは学区ですね、いわゆる。私が自治会

という言葉を使わないのは、エリアによって自治会の意味合いがちょっと違うから

なんですけど、西大路でいうと自治会なんですよ。共通用語でいうと多分学区、公

民館単位でって言ったら公民館がやるみたいに聞こえるので、ごめんなさい、説明

長くなって。公民館（エリア）単位でＲＭＯのような動きを期待するとしたら、そ

れぞれのまちづくり計画を策定することが望ましいと思うが、当局はどう考えてい

るか。 

 ２つ目、現在は第６次総合計画に沿った、いわゆる公民館（エリア）単位のビジ

ョンや計画というものがある地区があるのか。 

 ３つ目、公民館（エリア）単位のまちづくり計画は、つくるとしたら誰がつくる

のが望ましいのか。 

 ４つ目、地域と町行政の協働計画をつくる、またそれを実施するとなれば、複数

の課、例えば生涯学習課とか、公民館の担当課は生涯学習課で、でもまちづくりは
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企画振興課もしくはその他プラスアルファが関係してくると考えられるが、課横断

型の協働体制というものをつくれるのか。これについてお聞きいたします。 

議長（杉浦和人君） １番、野矢貴之君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（堀江和博君） ただいまは、地域と町行政の協働計画についてご質問を頂きま

した。 

 １点目のまちづくり計画の策定でございますが、第６次日野町総合計画の進取の

まちづくりでは、協働のまちづくりの推進、住民の自治活動の活性化を目指してい

るところです。地域運営組織については、これらの活動から地域課題を解決するた

めの１つの組織形態と考えているところです。地域運営組織が活動していくにあた

っては、多様な団体などの参画の下、地域の理想像を描くとともに課題を抽出し、

地域における中長期的な目標や課題を解決する具体的な方策や事業を取りまとめ

ていく計画を地域の方々が策定し、参画する団体などの共通認識の下で活動してい

くことが必要と考えております。 

 ２点目の第６次日野町総合計画に沿った公民館単位のビジョンや計画でござい

ますが、策定した計画はございません。 

 ３点目のまちづくり計画を誰がつくるのかでございますが、地域運営組織におけ

るまちづくりはこの計画に基づき進めていくことになるため、地域の方々がみんな

で話し合ってまちづくり計画書を策定することが大切だと考えております。また、

地域のまちづくりは町との協力や連携が重要であることから、行政も一緒になって

考えることが必要だと考えます。 

 ４点目の行政の体制でございますが、地域の課題は、行政の課ごとに区分けでき

るものばかりではなく、複数の課が関係するものであることから、課を横断したプ

ロジェクトチームなどを整え、対応していくことが必要だと考えております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） かなり地域運営組織というものがつくるとしたらと考えたら、

結構ポジティブなご答弁を頂いたかなと思って聞いていました。 

 まず、地域課題を解決するための１つの形ということで、計画は地域のみんなで

つくるということでした。そういったものをつくった場所は取りあえず今のところ

なくて、行政も一緒に考えていってくれると。課を横断したプロジェクトチームが

必要だと考えるということ、やるとしたらそういう意気込みで一緒にトライすると

いうようなことかなと思うんですけど、それを踏まえて確認のような再質問をした

いと思います。 

 ４つほどさせていただきます。 

 つくるとしたらというようなことで、仮にあの地域がつくらないというか、まだ

アクションがないとしたら、勝手に役場のほうから各地域にそういった組織とか計
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画をつくることはしないというふうに思っています。それは、地域でつくるのが適

当という理由があるからというふうなことなんですけど、それを踏まえて、分解し

て再質問をしますと、まず、今のままの枠組み、地域のいろんな枠組み、場所によ

って違うということもあるんですけど、その枠組みの中で活動が行われ続けるとし

たら、地域の課題は解決される、今のままでも解決され続けることができるのか。

今とは違う何らかのアクションが必要だと当局は考えているのかどうか、これが１

つ目です。ちょっと前提みたいなこと。 

 次に、地域運営組織をというようなことを前提みたいに言っているんですが、そ

れには関係なく、そういう組織があろうがなかろうが、各地域ごとのビジョンや計

画というものがあったほうがいいと思うか。これが２つ目の質問です。実際にはそ

ういうまとめた組織がないとそんな計画はつくれないと思うんですけど。 

 ３つ目、地域運営組織というようなものについては、新規とか既存、いわゆる新

しくつくるだけじゃなくて既存の組織がそういった役割を担うということもある

というお話が出ていましたが、そういった何らかの地域運営組織が担うと。それは

地域運営組織かなと思うんですけど、仮に地域運営組織が必要ない、もっと別の方

法で地域の課題が解決できるんだというような選択肢を町は持っているのかどう

か。いわゆるＲＭＯをつくろうよ的な方向に、何となく話がいっているような気が

しているんですけど、当局もそういうような方向性で考えているのかどうかという

ことです。 

 ４つ目です。地域から行政へ仮に地域運営の検討会みたいな話合いをしていきた

いというような要望があったときに、まだプロジェクトチームとか当然できていな

いんですけれども、行政側から、例えば今年からでもそういったものなら一緒に考

えていきましょうと同席をしていただくことはできるのか。 

 この４点を再質問いたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（小島 勝君） ただいま、野矢議員から４点、再質問を頂きました。 

 まず、１点目です。今のままで課題解決がしているかどうかというところでござ

います。課題にもいろいろあるかと思います。今ある自治組織の中で課題を解決す

るにあたって、先ほど野矢議員もおっしゃられた区域を越えての課題、団体を越え

ての課題というものは、なかなか自治会内では課題解決では難しいと思いますけど

も、組織内で十分話し合って、組織に合った形で解決方法を見つけていけるものも

中にはあるかというふうに考えています。 

 ２点目のご質問で、ＲＭＯの組織がなくても地域ごとのビジョンが必要かという

ことでございますけども、やはり地域ごとにビジョンがあったほうが、皆さんが一

緒の目標に向かって進んでいけるというのは分かっていますが、組織がないのにそ
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れを誰がつくるかという問題になるかと思います。行政主導で目標をつくっても、

なかなかそれは住民の方々に受け入れていただくというのは難しいというふうに

考えておりますので、必要であるということは思うんですが、現実的にはかなり難

しいことかなというふうに考えています。 

 ３点目の質問です。既存の組織の役割別の選択肢ということなんですけど、ＲＭ

Ｏ以外の選択肢ということでしょうか。広くこの間議会で、地域運営組織というこ

とで様々なご質問を頂いております。町長も答弁しましたように、地域運営組織に

ついては、自治会と区域また様々な年代を超えたいろんな課題を一定のエリア、今、

ご質問では公民館のエリアということで聞いておりますけども、そういったエリア

を越えて、課題を解決するための１つの組織の体系だというふうに考えています。

ほかには、隣の東近江市でしたら、蒲生町ですとまち協というか、こういったもの

もありますし、それをまち協もＲＭＯと考え方によっては捉えることも十分できる

かとは思うんですが、この形にこだわる必要もなくて、やはり日野町のそれぞれの

エリアに合った形でどういう運営をしていくのかというのが、私たちも情報提供し

ていきながら、そういうお声が大きくなって、一緒に考えましょうとなったときに

情報提供して考えていく。その中で、地域運営組織にするのか、まち協にするのか、

また別の先進のところを勉強しにいくのか、それはいろいろ考える必要があるかと

いうふうに考えています。 

 ３つ目でございますけども、今年要望があったら、運営組織を立ち上げるのでと

いうことでございますけども、現在のところプロジェクトチームは立ち上がってお

りませんので、まずは企画振興課の職員と関係する課と想定される職員でお話を聞

きながら、どういった形でプロジェクチームをつくっていくのかということを、役

場庁内で議論していくことになるのかなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） よく分かりました。 

 もう再質問しないつもりなんですけども、３点目がちょっと私の説明がうまく伝

わっていなくて、ＲＭＯではない組織でもあるという選択肢は、あらかじめ今日の

答弁で幾つか出ていたと思うので、私が聞きたかったのは、何らかやはり統括する

ような組織が、それはＲＭＯに限らず、それが営農であったり、それが自治会であ

ったり、それがまち協であったり、何でも結構なんですよ。何か組織が統括する必

要性を感じているかどうかというようなことだったんですけども、多分もうそれは

その前提で捉えてよろしいですかね。じゃ、これを再々質問といたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（小島 勝君） 再々質問で、組織を統括する何らかのものが必要では

ないかということでございます。やはり地域の課題を解決するにあたっては、その
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問題の根幹にあるものが何なのか。どうやって対応していくのかということを十分

議論しないといけないということになりますし、その課題が複数にわたります。課

題ごとの対応についても連携する必要が場合には出てくるかと思いますので、やは

りそこを統括しないことには効果が薄いということは言えるかと思いますので、必

要だというふうには考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 大変よく分かりました。 

 私の質問して答えていただきたかったことを全て頂いたと思っています。この地

域というのが今から、何となくそうなんかなというところから、地域をどうやって

いくかをもう考えていこうと。ほんで、地域どうやっていくか考える組織はどうい

うのがいいんかなと。地域どうやっていくかを考えていく組織と同時に計画を考え

ていって、その上で、今の既存の組織のほうがいいのか。そういうことも同時進行

で考えていく、そういうタイミングなんだなということを確認できました。 

 それでは、次の質問にいきたいと思います。 

 次に、日野町の「ひとづくり」計画というテーマで一問一答でつくらせていただ

いたんですが、もともとこのような計画のお話というのは、私は以前から質問をさ

せていただきまして、例えば人材を生み出し続ける仕組みについてどういうことが

考えられるんかということは、以前挙げさせていただいたのは、コミュニティービ

ジネスを支援し続ける仕組みをつくれば、地域の人材と地域の課題が解決され続け

るんじゃないんかというような提案を一度させていただいたことがあります。また、

以前、人材をカリキュラムのある社会教育のプログラムみたいなもので、課題解決

力なり人材力なりというのをつくって、人材育成を必然的にするべきじゃないのか

というようなことを言ったことがあります。 

 そういうようなことの、また１つ違う角度から質問をしていきたいと思っていま

す。人材を生み出し続ける仕組みをどうやったらつくれるのかということですね、

目的としては。 

 第６次総合計画では、時代の変化に対応し、だれもが輝き、ともに創るまち日野

とあります。施設やインフラなどのハード面だけでなく、精神的な豊かさというソ

フト面を大切にしていく政策は、日野町のような田舎町には大変適していると私は

思っています。それは、ハード面を追い求めていったときに、ハード面が既に整っ

たところには勝てないからという理由もあるんですけども、ここでキーとなるのが

人、政策的には「ひとづくり」です。 

 先日のまちづくりフォーラムにおいても出てきたこのキャッチコピーは、多くの

人が同意するところではないでしょうか。今日も出てきましたね。では、どうやっ

て「ひとづくり」をするのかと、日野町の「ひとづくり」計画について一問一答で
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お聞きします。 

 まず、前提としまして、「ひとづくり」という観点においては、日野町はどんな

人を増やしていきたいか、つくっていきたいかというかということをお聞きします。

第６次総合計画では、これは私の解釈ですよ。自分らしく輝く人、また共にまちを

つくる人が日野町に増えたらいいなというようなキャッチコピーになっているの

かなと解釈したんですけども、当局のお考えをお聞きします。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（澤村栄治君） ただいま、ひとづくり計画についてご質問を頂きまし

た。 

 まちづくりの主役というのは当然人というように認識はしております。まちづく

りを進めるにあたりまして、まず軸となるのがやはりひとづくりということで、住

民の皆さんの人生経験またスキル、知識により、生活を豊かにするプロセスの中で

誰もが輝きながら居場所と役割を持ち、自らの可能性にチャレンジしていく人が増

えていければと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 生活を豊かにするプロセスの中でということで、実はなかなか

生活を豊かにするプロセスというのが体験できないんじゃないかと思っているん

ですよ。これは、もしかしたら、世代と言うとあれですけど、時代、社会情勢が影

響しているんじゃないかなとは強く思っているんですけども、そんな中、もう少し

政策主監とお話をしていきたいと思うんですけども、キャッチコピーの中で自分ら

しく輝く人とか共にまちをつくる人という解釈を私がしたのは、単純にどんな人が

この町にいたらいいかなというのは、僕は２つあると思っているんですよ。 

 １つは、ただただ幸せやなと思ってくれる人、幸せに暮らしてくれる人が１つ。

町からしてですよ。幸せやなと思うてくれたらいいと思うんですよ、不満ばっかり

持っているよりも。もう１つは、地域や町のことをちょっと気にかけて、何か役に

立てるかなと思ってくれる人、もしくは動いてくれる人です。この２つに尽きるん

じゃないかなと、僕は思っているんです、ざっくり言うたらですよ。その中でいろ

んなジャンルがありますけど、このジャンルの人がいないとかいうのはあるかもし

れませんが、大きく言うとみんな幸せやったらええわけやし、経済発展しなくても、

みんな幸せやったら、僕はそれはそれで幸福度の高いすごい町やと思います。 

 例えばそんなことで考えると、幸せに暮らすというのは僕はやりたいことができ

ている人だと思っていて、もう１つは、町の課題解決に協力してくれる人は社会貢

献をする人というふうに言い換えると、自己実現している人がこの町にあふれると、

この条件を満たすんじゃないかなというふうに私は思っているんですよ。一番初め

に言った自己実現というのは、自分のやりたいことをやって社会の役にも立ってい
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るなと思える人なんですけど、こういう人がいっぱいあふれるととてもいいなと思

って、自己実現という言葉を使っています。 

 ちなみに自己実現という言葉って、今、庁舎内でか分かんないんすけど、普通に

使って通じますか。では、普通に使っていきたいと思います。積極的に使っていき

ますね。この場合に、今まで前回の安田主監のときに、人材育成のときにカリキュ

ラムのある学びへの提案に対して、安田主監は、カリキュラムのある学びもあった

らええと。もう一方で、地域に出て、公民館とかで地域でどんどんいろんなことを

やって、そこで学んでほしいと。これは両方こっちも必要なんだという話を頂きま

した。現在、主監は代わりましたけれども、どのようにお考えになられますでしょ

うか。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（澤村栄治君） 考え方の基本として、私は、まず一番大事に押さえな

あかんのは、やっぱり住み慣れた地域、そこにいつまでも安心・安全で、そこにや

っぱり生きがいと健康、それを持って生活を送ってもらうことが多分おっしゃる自

己実現につながっていくのかなというように思う中で、やはり各そうしたひとづく

りを取り組んでいくにあたっては、前安田主監が言われたようにカリキュラム的な

学びも必要かなというようには思いますけども、やはりいろんなことに参加する。

先ほどの山本議員さんの中の環境の中のご質問の中にも答弁がありましたけども、

例えばそこのどういうふうに環境施策を進めていくかというのを、住民さんがここ

に参画して、そこで取り組むということによって、やはりそれで人がつくられてい

くし、環境について、環境に特化した部分かもしれませんけども、そこがまちづく

りのスタート点になって、さらなるひとづくりがこのように進んでいくのかなと思

います。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） そうですね。同じというか、そんなに大きく変化しているよう

なことではなくてよかったです。 

 地域の中でのいろんなイベントとか企画にどんどん参加して学びをつくってい

くというのは本当に大切なことだと思うし、それをつくるための機会を創出すると

いうか、それが行政側もすごく役割って大きいと思うんですけど、ただ、社会の中

で体験から学ぶだけというのはかなり困難なご時世になっていると思っているん

ですよ。これは、別にコロナとかというのもありますけど、そういうことではなく

て、簡単に言ったら、僕は40ちょいちょいの年齢なんですけど、と60前後の方とで

は、多分成功体験とか自己肯定感を育むためのいわゆる社会での過ごし方というの

が全然違うと思っているんです。 

 僕は1979年生まれて、15歳ではバブルがはじけていました。いわゆる就職時期に
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は氷河期ということで、平成に入るわけですけど、平成30年間は維持か衰退、大き

く言うとですよ。いろんな楽しいことはあったはずです。ただ、大きく言うとそう

なので、年収300万円時代というのが出されたのはもうかなり前の話で、つまり社

会に出て給料が上がっていく、どんどん出世がしていく、会社の業績が増えていく、

自分の成績が右も左も仲間と一緒にどんどん上がっていくというような成功体験

は、かなり取りにくいと思っています、比較するとですよ。その中でも成功体験あ

るやろという話ですけど、比較するとです。 

 つまり何が言いたいかというと、以前は社会で確かに学ぶことができただろうと

いう認識を持たれているというのもそうだと思うんですけども、思っておられる以

上に、もともとの成功体験と自己肯定感を持っていないです。僕は持っていますよ、

僕はね。持っていますけど、持つ体験をもう本当に探してみて下さいという感じで

す。なぜなら、厳しくなって競争ですよ、競争。新自由主義的な競争に入って、勝

たなかったらもうひどい扱いじゃないですか。勝たなかったらそのコースにも乗れ

ないので、豊かさって何やろうとかというので、成功本ばっかり出て、何かで成功

して金持ちになるのが豊かさだというような、そういう社会通念がもう入ってきて、

負けたら終わりというか、でも大体負けるんですよ、競争なんて。なぜなら競争だ

から、勝ちがいるということは負けるので。この社会を生きてきたので、その中か

ら私たちが、そういえば社会に出たら学べるよねって、僕たちは事例を挙げられな

いんですよ、簡単に言うと。だから、これってすごく必然性とか再現性が感じない

んですね。 

 なので、本当に何でしょうね。だから、カリキュラムとかがとても大切だという

ことを言いたいんですけども、ちょっと今のお話についてどのように捉えられるで

しょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（澤村栄治君） 社会に出て何が学べるかという部分もございます。確

かに人それぞれ学ぶ機会というのは、それぞれチャンスというのは幾つかあるかな

と思うんです。それに対して、どのようにご本人さんが前向きに取り組んでいくか

によっても吸収される部分も異なってきますし、ただ、それが、じゃ町の中でカリ

キュラム的に整理されているかというと、正直できていないというのが本音でござ

います。 

 ただ、ひとづくりを進めていく上で、おっしゃいますように確かに年代的な差も

いろんな考え方の差もございますし、特に前の企画振興課長のほうもしゃべったん

ですけども、いわゆるまちづくりを進める中において、女性の参画、特に若者の参

画を考える中において、特に30代女性の参画がやっぱり非常に少ないという中にお

いて、町としては若者会議なりそういった取組を進める、それも１つの方法かなと
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考えておりますので、体系的に進めることについては、後ほど多分ご質問がある中

の教育振興基本計画の中のいわゆる生涯学習の中においても、やはり一定の整理が

必要かなと考えております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 確かにこういう個々でいろいろと学ぶことをできるだけ意識す

るというふうなのが理想なんですけど、その前提をつくるというのがどうゼロイチ

いくのかということなんですよね。 

 とは言え、それが全て悪いほうに向いていると僕は思っていなくって、成長が見

込めない社会に生きてきたからこそ、自分のやりがいとか好きなこととか、実は地

域に目を向けるほうが、どっかで大きな成功をつかみにいくよりもおもろいんちゃ

うかって思っている人が増えているのも事実やと思います。だから、これはかなり

面白い時代やなというふうに私は捉えているんですけど、ちょっと質問をまた先に

続いていきますので、次の質問にしていきたいと思うんですけど、そのようなひと

づくりに対応するような個別計画みたいなものはあるのかというのをお聞きしま

す。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（澤村栄治君） ただいま、ひとづくりに対する個別計画についてご質

問いただきました。 

 日野町くらし安心ひとづくり総合戦略とか、先ほども言いました教育振興基本計

画など各分野における計画の中で、日野のたからである日野に住む人を大切に育む

ための取組を位置づけておりますので、個別に単独計画がきちっとあるというもの

ではございません。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 個別にはないんですね。第６次総合計画の冊子の後ろのほうを

見ていても、なかなか個別にそういう計画はないかなと思いながら、ただ、教育振

興基本計画の中に組み込まれているということで、ちょっと教育のほうに話を振っ

ていきたいと思うんですけど、教育振興基本計画を見るととかいろいろお話を聞い

ていると、教育というものが大きなやっぱり役割を担うだろうなと。それを分ける

とすると、ジャンルを分けるとすると、学校教育、家庭教育、社会教育と、そうい

うようなところに分かれるのかなと。なんか読んでいてもそういうふうに分けてあ

るのかなというような気もします。 

 そこで、学校教育というのを見ると、キャリア教育という言葉が出てきます。私

の実体験では、キャリア教育ってなかったんかなと思うんですけど、実はこっそり

あったのか、その辺も含めて学校のキャリア教育というのはどういうものなんか教

えていただけますか。 
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議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（宇田達夫君） 学校におけるキャリア教育の目的と取組ということでござ

います。 

 キャリア教育は、児童生徒が学ぶことと、自己の将来とのつながりを見通しなが

ら、一人ひとりの社会的自立、職業的自立に向けて必要な基盤となる資質能力を身

につけることを目的に、特別活動を中心に各教科などの特質に応じて行うものでご

ざいます。具体的な取組としては、例えば小学校では係活動や当番活動、委員会活

動などを通じて、自分の役割を果たして働くことを経験したり、学級活動の中でな

りたい自分になるための目標や家庭学習の計画を立てたりすることで、自己理解や

自己マネジメント力を高める学習を行ったりしています。また、総合的学習の時間

ふるさと学習で地域の様々な人と出会うこと、学校や地域の課題解決について主体

的に関わることも、キャリア教育でつけたい力である人間関係形成能力や課題対応

能力を育成するものです。 

 次に、中学校では、チャレンジウィークとして５日間の職場体験を実施しており、

勤労体験を通して働くことの意義を理解し、生き方や仕事について考える機会をつ

くっています。 

 また、キャリア・パスポートと題して、小学校１年生から高校３年生までの積み

上げを記録としてシートを作成し、自分自身を振り返る取組も行っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 小学校では調べ学習みたいなことで、発表にも呼んでいただい

たりして、すごい町の課題をどうやって解決するかまで考えるなんていうことがも

う始まっているんやなというようなことでびっくりしています。中学校でもチャレ

ンジウィークとかってということで、あとキャリア・パスポートというのがあると

いうことなんですが、私も小学生の子どもがいるんですが、小学生の子どものキャ

リア・パスポートというのは見たことないんですけども、どういうような扱いにな

っているか教えていただけますか。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課主席参事（岩脇俊博君） ただいま、キャリア・パスポートについて再質

問を頂いております。 

 キャリア・パスポートは令和元年から学校のほうで配布して、県内どこでも同じ

ような形で取り組んでいるわけなんですけども、子どもたちが小学校から高校まで

のキャリア教育に関わる活動について記入して、記録を持ち上がるというような形

のポートフォリオになっております。例えば小学校の低学年ですと、１学期頑張っ

たこと、やってみたいこととか、将来のなりたいものなどを記入して、学年が変わ

るごとに先生方が引き継いで持ち上がっていくというようなものです。書き方は各
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学校によりますけれども、特に特徴としましては、小学校から高校までということ

で、長いスパンで自分のキャリアを見つめる、自分を振り返るというようなことを

継続してつくっていくというのがキャリア・パスポートの狙いでございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） キャリア・パスポート、面白そうですね。これは何かみんなに

あったらいいのになって思うようなことですけど、結構、親が子どものことをあま

りよく知らん、あまりよく知らんといったら失礼ですけども、そんなん好きやった

んとか、そんなことをすることに楽しみを覚えていたんかというようなことって結

構あるんですよね。やっぱり家で過ごしていると、その中でのやることや選択肢が

限られたりして、実はこういうことをふだん学校でやっているとか、やっぱり見た

りしゃべらないと分からない。そういうときにこのキャリア・パスポートというの

が、今学校での取扱いになっているということなんですけど、実は、家とかでもか

なり役に立つんじゃないかなとちょっと聞きながら思っていたんですね。 

 田舎の社会が、大人社会で何かを起こしていこうというより、学校がすごく最先

端で取り組まれているなというふうに思うんですよ。キャリア教育とかキャリア・

パスポートとかこういうことを調べれば調べるほど、学校でもうやっているんやと

いうふうにすごく感じるんですけど、そこで大人が取り残されないようにというこ

とも含めて、キャリア・パスポートとかそういうものを、例えば家庭教育ですとか

夏休みの取組に、何かから選ぶじゃなくて、自分はどういうことがしたいのという、

どういうことがしたいからじゃこういうことをやろうかみたいなことの基になる

カルテみたいなものであれば、それは家庭でもとても生かせるんじゃないかなと思

うんですが、そういう扱いというのはなかなかできないんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課主席参事（岩脇俊博君） 今は学校でやったことを積み上げていってとい

うことですけども、それはもう親御さんのほうにも見ていただいたりとか、それを

使って家庭の中で話し合うということは大変大事なことかなと思いますので、そう

いった取組も広げていけたらなというふうなことは感じております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） ぜひやってほしいなと思います。自由研究を子どもと何すると

いうのって、いや別に何かないけどみたいなご家庭はかなり多いと思うんですよ、

恐らく。なので、そういう本当はどういうことを考えているのかみたいなのがどん

どん積み重ねられていくノートというのはとてもいいなと思います。 

 こういうことを自己実現という言葉でちょっと解説していくと、自己実現ってや

りたいことを実現している人というふうに言ったんですけど、やりたいことを実現

する前に、やりたいことを見つける必要があるんですよ。やりたいことを実現する
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ためのカリキュラムが、課題解決塾があったらいいなって僕はとても思って、この

間までそれを言っていたんですけど、それで去年は、県立大学の近江環人というと

ころに自分で行かせてもらって、地域のまちづくり組織がどうやって持続的にやっ

ていくんかとかということをひたすら勉強させてもらったんですけど、そこで一番

印象に残っているのは、そこには社会人もいて、大学院生もいて、様々な人がいる

んですけども、ひとしきり学び切った後、僕はすごく満足感があったんですけど、

みんなが振り返りのフィードバックで、どうやったかな、参加している半分ぐらい

は、自分がやりたいことがまだ見つかっていないのでおいおい生かしたいと思いま

すという回答なんですよ。これ、多分めちゃめちゃもったいないですよね。 

 つまり、やりたいことを先に見つける、ここがすごく大切かなと思っているんで

すよ。そう考えると、キャリア・パスポートとか先生の役割とかってすごく大きい

んじゃないかなと思うんですが、ただ、現場の先生ってすごい忙しいと思うので、

キャリアコンサルティング的な研修とかをなかなか受ける時間とかないんじゃな

いかなと思うんですが、実際はいかがですか。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課主席参事（岩脇俊博君） 今、おっしゃいましたように、大変何がやりた

いかと、自分の自己実現であるとか振り返るということは、とても子どもの成長に

とって、またキャリアのステップを考える上で大事なことかと思っています。 

 そうしたときに、そこを学校の先生と対話を通していろいろなことに気づきをも

たらしていくということは、教員にとってとっても大事な能力であるというふうに

感じておりますので、おっしゃいましたキャリアコンサルティングのような専門的

な研修は受けていませんが、そもそも教員がそうした子どもに寄り添いながら子ど

もの力を伸ばし、そして夢を実現させていくということに関わる仕事でもあろうか

と思いますので、そういった視点で対話がしていけるような機会はつくっていけた

らなということは考えております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 本当に忙しいと思うので無理のないように、あと外部的な力を

借りるというのもあると思うので、ただ、小中学校ではキャリアコンサルタントが

なかなかいない。でも、高校とか大学とかではキャリアコンサルタントがついてい

るところがかなりあるということで、いろんな連携ができるといいのかなと思いま

す。 

 ちなみに、それがいかに大事かという１例だけお話ししたいんですけど、例えば

子どもがやりたいことを引っ張っていくというので、野球がすごく好きな子がいる

として、よくたとえられる事例なんですけど、野球が好きな子に将来何になりたい

のというので、結構な大人はめっちゃ好きな子だったら、プロ野球選手になれるん
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ちゃうって言って、頑張っていこうや、なれるってと言う人はかなり多いと思うん

ですよ。なれると思いますか、そういうことが。そこに、俺もなりたいなあって思

うんですよね。メジャーリーガーの二刀流を見たら、俺もそうなりたい。ほんで、

目指していくんですよ、一応ね。でも、結構早々になれないって気づく人が大半で

す。なぜなら、もっとすげえのがいっぱいいるからなんですけど、そのときに周り

の大人はどうフォローできるか、どう違う道に導けるかということなんですよ。こ

れは普通に挫折ですよね。なれない。じゃ諦めて全然違うことを考えるのかと。そ

れをまた繰り返すのかということになるんですけども、ここでやりたいことを見つ

けていくという観点でいうと、野球が好きだからプロ野球選手になるというのはあ

まりにも短絡的で、既存の職業に当てはめている大人の考え方なんですよ。じゃな

くて、やりたいことというのは既存の職業じゃないんですよね。もっといろんなこ

とがあって、本当にプロ野球選手になりたいという人も当然いるんでしょうけども、

野球が好きな理由が、チームで戦っていくことが好きだから野球というスポーツは

とても面白い。もしくは、相手のことを分析して自分の戦略を立てることがとても

面白い。もしくは、自分が技術を磨いて自分のできることが増えていくのがとても

面白い。やりたいこと、好きなことって、かなり分解してそれぞれ特徴をつかんで

いける事例なんですけど、そう考えると、世の中はプロ野球だけではなくて、ほか

のことにどんどん当てはめていける。やりたいことをどんどんチャレンジして、次

のやりたいことをやっていけるというようなことがあります。 

 そういうようなことを考えていくと、これって挫折してどうせ無理やろうという

原因をどんどん取り除いていくという作業なんですけど、これは子どもだけじゃな

くて大人もとても関係していると思うんです。なので、こういったことをライフデ

ザインからという観点から、キャリア教育と家庭教育と社会教育というようなとこ

ろがもっとつながって、自分らしく輝く人計画みたいなものを子どもから大人まで

何か一貫してつくれないかなと思うんですけども、いかがですか。生涯学習課と企

画振興課にもお聞きします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（小島 勝君） 自分らしく輝く人、こういう人材をどうやって育んで

いくかということでございますけども、住民さんの長い人生を見た中で、やはりベ

ースでは子どもの頃から生涯学習に携わっていっていただいて、いろんな機会に触

れていただくことが大切かと思います。 

 また、その後の若年層の段階においてでも、地域の行事などに参画いただくこと

とか、ボランティアの精神を高めていただくことでいろんな体験をしていただいて、

高齢になっても地域の人材として活躍していっていただける人材が育っていくの

かなというふうに考えております。 



3-87 

 計画のほうにつきましては、後ほど生涯学習課長のほうから答弁させていただく

ところでございますけども、いずれにしましても、いろんな計画を町として支援し

ていくにあたりましては、複数の課の連携によって取り組んでいくということが大

切かというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 今し方、自分らしく輝く計画をつくってはどうかとい

うことでご提案を頂きました。日野町教育委員会のほうでは、令和２年３月に第３

期の日野町教育振興基本計画を策定しまして、また、毎年、日野町の教育方針を立

てて事業を展開しております。 

 教育振興基本計画の中では、柱１、子ども一人ひとりの個性を大切にして生きる

力を育む。柱２、社会全体で支え合い、子どもを育む。柱３、全ての人が学び続け、

共に生きるための生涯学習を振興するという３つの柱を立てまして、人生100年時

代を見据えて、町民一人ひとりが生きがいと目標を持って心豊かで充実した人生を

送れるようにと、学校教育、家庭教育、社会教育を横軸でつなぐ体系をもってこの

計画を策定しているところでございます。 

 議員からご提案いただきました自分らしく輝く人計画につきましては、今し方い

ろいろお話を聞いたところでございますので、また研究させていただきたいなと思

っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 企画振興課さんと生涯学習課さんと内容的にもどこがどうする

んやみたいなふうに思いながら僕も質問を考えていたんですけど、計画というと企

画のほうでも考えてもうたりして、学習というたら生涯学習課かなみたいな感じな

んですが、教育振興基本計画には確かに全部並んで書いてある表があるんですよ。

ほんで、体系的にはそうだと思います。体系的に当てはめていったらそう見えるん

ですけど、アクションを伴うような形での連携って、なかなか目に見えていないな

という気がしています。 

 なので、例えばキャリア・パスポートで見れますように、キャリア・パスポート

って結構、僕からしたら、学校に秘められたすごいもん持ってんなみたいな秘密兵

器みたいに見えたんですけど、それを多分知らないと思うんですよね、家庭も社会

教育も。でも、物すごい生かせれる。こういうことがアクションとして何かつなが

っていくということができるんじゃないかなと思うんですけど、なので、言葉が使

い方を変えてきたらいいのかなと思って、計画というのをプログラムに変えたらア

クションを伴うプログラムとして考えてもらうきっかけになるかなと。 

 また、学校教育にはプログラムがあって、１年生から、下手したら22歳までプロ

グラムがあるじゃないですか。もっとあるか、もっとあるんですけど、でも、大人
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になった瞬間にプログラムはなくなるんですよね。何でかなって普通に思ったりも

します。あったらいいのに、純粋にですね。そういうようなことを考えたりして、

あともう１つ言葉の変化で、意識や何か関わり方があるんじゃないかなと思ってい

るのが、生涯学習課なんですよ。 

 私の認識が確かならば、生涯学習課というのはもともと社会教育課だったという

ことですよね。平成に主体的な学びのために、国の所管の問題もあって、生涯学習

という言葉がばっとはやって、各市町が生涯学習課に変えていったと。もう今まさ

にその生涯学習課が変えた主体的な住民の自発的な学びをサポートするというも

のを地でいっていて、いき過ぎているような気がするんですよ。なので、それはそ

れでとても大事な、住民さんの活動をサポートするっちゅうのは大事なんですけど、

もっとプログラムを持った形で捉えてもらってもいいのかなということで、生涯学

習課から社会教育課へ、そういうような考え方ってできませんかね。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） ただいま、生涯学習課から社会教育にというような考

え方にはならないかということでございます。 

 実は、その部分に関しては私も共感できるところかなというふうに思っておりま

す。生涯学習といいますと、自己実現のための個々の個性を伸ばしたり好きなこと

をするような、そういう実現の仕方をというようなイメージがございます。社会教

育となると、何かこう押しつけられて、教えているような気もするんですけども、

ある一定程度、人権も含めたそういう政策については社会教育という観点はすごく

大事やなというふうに思っております。 

 そこを複合的に、今、生涯学習課という中で、社会教育の視点を持ちながらきっ

ちり事業計画を立てながらやっているところでございます。そこを顕著に示してい

るのは、社会教育委員さん、かねて公民館審議会を設置しておりますが、社会教育

委員さんは社会教育委員として活躍いただいておりまして、生涯学習委員ではござ

いません。そういうところでしっかり社会教育という位置づけをして、教育委員会

は仕事をさせていただいているものと思っておりますので、ご理解いただけたらと

思います。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） びっくりしました、同じ気持ちだと言っていただいて。 

 実際に顔を変えるかというそこまで今、圧を持ってしゃべるわけじゃないんです

けど、そういうようなことの気持ちで取り組んでいただいているということで、進

めてほしいなと思います。 

 実際、社会教育委員さんとかの中央大学の取組、研修とか、去年の取り組まれた

ものとか僕はとても好きでしたね。講座の内容とかですけど、ああいうこともどん
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どんやってほしいなと思います。 

 本当に今私が伝えたいのは、大人には学ぶプログラムがないというところなんで

すよ。そんなもん取り入れられんのかと、何から取り入れるんだと、みんなが願い

かなえていることを考えてたら、もうできないということも分かるんですけども、

ただ、今やっぱりかなり注目されていて、大人って実践から立ち直るためにもう一

度学ぶ場所がなかなかないんですよ。ハローワークとかに行きますと、職業訓練的

な講座を受けることが可能ですけども、ほかですとなかなかそういう機会はないで

すね。 

 諸外国の話を出して申し訳ないですけど、例えばデンマークとかですと、幸福度

ナンバースリーとかというようなところです。そういうところは、自分がこの仕事

を辞めたら、次、自分のやりたいことがこっち方面にあったら、こっちの学校へ行

ってから仕事に行くんですよ。学校が終わるまで給料が出るというような、失業保

険みたいな、そういうような仕組みもあったりとかして、なかなかやりたいことが

どんどんできるんやなというような印象を持った記憶があります。 

 そういうことまではできないにしても、チャレンジして、また学んで、また再チ

ャレンジする。こういうリカレント教育と呼ばれるようなものが、かなり注目度を

高めているんじゃないかなと。大人の自己肯定感と成功体験を積んでいくために、

そういう場所が必要じゃないかなと。そうじゃないと、新たにチャレンジしないほ

うが無難というふうな考え方になると新しいことにトライしないし、学びも少ない

なと。適切な学びをフィードバックしてくれる場所が必要ということだと思うんで

すけど、そういうふうに考えると、いつでもどこでも誰でも何でも学べるようにと

いう文言もあったんですけども、教育振興計画の中に、でも、それをプログラムに

しろというと相当難しいので、私が言っている自己実現の中で、やりたいことを実

現するのと、分解してやりたいことを見つけるというふうにさっき分解してお話し

したんですけど、やりたいことを見つけるプログラムなら結構あるんですよ。それ

って、誰にでも当てはまることで、やりたいことを見つける。そして、それぞれど

ういうふうにやっていくかの実現はまた違うサポートで行っていくと。それは、ま

た専門学校かもしれないし、専門機関があります。なので、やりたいことを実現す

るサポートというとハードルは高いですけど、やりたいことを見つけるサポートの

プログラムがあると、僕はすごいすてきなんじゃないかなと思います。 

 そういうものを取り入れている自治体もあるし、学校もあります。もちろんそう

いう教育機関もあるし、港区の公立の学校はほとんどがそれをやっているというふ

うに、その機関からお聞きしたこともあります。そういうことで、それは可能なん

ですね。 

 私はＰＴＡ会長なので、町Ｐとか、そういうところの連絡会とかでいつも話題に
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上がるのは、スマホとかゲームをどうやって制限するかということが話題に上がる

んですよ。必ず上がります、毎年。僕がそこで担当の職員さんにお話しさせてもら

ったのは、スマホとかゲームをどうやって制限するかのルールを決めても同じです

よと。こんなん僕らも小さい頃からあったんやから、こんなもん絶対切りがない。

じゃなくて、これを本当に解決するんなら、やりたいことを見つけることでしょう

と。やりたいことが、打ち込むことがないから、下手したら浪費してしまうような

ことにもずっと時間を費やすことができるということです。だから、これを根本的

な解決は、みんながやりたいことを見つけるという方向のほうが、ここの集まりの

取組としても面白いんじゃないのかというようなことをお話しさせてもらった記

憶があります。 

 そういうようなことも踏まえて、諸問題の解決も含めて、やりたいことを見つけ

るというのはとても面白いし、大人にも子どもにもすごく価値のあるものかなと思

っています。 

 生涯学習とか自己実現ということで言いますと、人生100年時代ってついでに書

いてある文書はかなり多いんですよ。僕はそういう考え方じゃないですから、もう

それはそれでいいんですけど、本当に若い頃から、いかに自分が気持ちよく暮らし

ていくかということで、やりたいことを見つけていく。それは変わってもいいんで

すけど、そういうことが必要かなと思っています。 

 ここで、最後に町長にお聞きしたいと思います。かなり長いこと説明させてもら

ったんですけど、こういうような自己実現というようなものを町のリーディングプ

ロジェクトみたいにできないかなと、フラッグシップ的なことで。これは、やりた

いことを見つけるプログラム、内容はいいんですけど、そういうようなことを取り

入れて、表に出して、何かやりたいことがかなう町みたいなふうにするのも魅力的

なんじゃないかなと思うんですが、町長のご意見をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） ただいまは、自己実現を切り口に教育的な部分とか、生涯学習

の部分とか、また氷河期世代の課題感とか、様々にお話を頂いたと思っています。 

 自己実現という表現がいいかはちょっと分かりません、正直。非常に人によって

も違いますし、今も申し上げましたように学校教育においての方法と氷河期世代へ

の支援とかってまた全然違いますし、切り口も違うと思います。また、例えば退職

をされた方が人生100年時代の中でどう生きがいを持っていただくかで、また全然

変わってくると思いますので、一くくりにしていくというのはなかなか難しいなと

いうのが正直なところ思っているところでございます。 

 ですが、様々な方面からご議論いただいた部分で、住民の皆様がやりたいことが

もしおありであれば、それを実現する社会であってしかるべきだと思いますし、町
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がそういうところにサポートできるような町であるということはすてきな町だと

思いますので、今後も今おっしゃっていただいたサポート、やりたいことを見つけ

るプログラムなど、抽象的な今日はご提案が多かったと思いますので、様々に具体

的な部分とかでまた我々に教えていただければなと思います。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） なかなかいろんな方に本当に何が当てはまるかって言い出すと、

かなり何でも難しくなりますよね。ただ、やりたいことを見つけるというのは、皆

様、後で想像して下さい、今はいいんですけど。結構誰にでも当てはまる真理だと

僕は今確信して言っています。なので、こういったことは、また今後も追いかけて

いきたいと思うんですけど、みんなの願いがかなう町とか、例えばやりたいことを

見つける、言い合うのが公民館で行われて、みんなでそれをかなえ合うとか、七夕

では本当にみんなが願いを書くんだけど、それをみんなで順番にかなえていくとか、

かなえられない願い事はハードルが高過ぎるので、これはハードルが高過ぎるから

10個に分解して、かなえられるものを10個考えていきましょうみたいなことができ

ていくと、とても面白いような、子どもも関われる学習の機会にもなるのかな。そ

ういうことも踏まえると、大人のキャリア・パスポート、みんなに渡しますみたい

なことも、何か面白いアイデアかな。そういうようなことをして、楽しく、とにか

くやりたいことを真剣にやっている人が増えると、やりたいことを真剣にやるとい

うことは、専門性がかなり高まるんですよね。専門性が高まっていくと、それはそ

れでその道の専門家になって、それを楽しく暮らしていくことが町の文化になった

り、伝統になったりすると僕は確信しています。 

 なので、今僕が言っているやりたいことを見つけたら、この町にないものをやる

という意味じゃないですよ。これがこの町にあるものの場合も当然あるし、よそか

ら持ってくる場合もあるんでしょうけども、そういうことはさておき、みんなが幸

せに暮らしていくのに、こういうような自己実現、みんながやりたいことをできる

仕組みがあれば、人材を生み出し続ける仕組みになるんじゃないかなということで

今日は質問をさせていただきました。また、違うアイデアも含めて追いかけていき

たいと思います。ありがとうございます。 

議長（杉浦和人君） ここで、本日の会議時間を、議事の都合上あらかじめ延長いた

します。 

 次に、11番、齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） それでは、通告書に基づき、３項目について質問いたします。 

 はじめに、新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養者へのサポート体制強化に

ついてに特化して、分割で質問いたします。 

 全国的にオミクロン株ＢＡ.５系統等による感染拡大が続いており、滋賀県にお
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いても、７月の上旬から新規陽性者数は急激に増加しています。また、陽性者の急

激な増加により、病床使用率の上昇等、医療の負荷が増大しています。これまでも、

医療機関と保健所の体制強化を求めてきたところです。ところが、医療提供体制が

十分とは言えず、医療機関が逼迫し、重症または中等症の感染症患者でないと入院

できない医療提供体制となっており、ほとんどの感染症患者は自宅療養をされてい

ます。滋賀県では、陽性者の中、97パーセントの２万人ほどが自宅療養であります。

先週より感染者数は少し減りましたが、依然高い水準であります。第７波がいつ収

まるのか分からない状況の中で、自宅療養者へのサポート強化が求められています。 

 家族の１人が感染すると、家族全員が濃厚接触者となり、ほとんど全員に感染す

ることになります。感染すると、発熱、せき、倦怠感、味覚または嗅覚の消失、喉

の痛み、頭痛、体の痛み、下痢、発疹等が発症し、苦痛との葛藤の中で不安な自宅

療養生活をされています。保健所の業務が逼迫する中で、電話は混み合ってつなが

りにくい状況です。自宅療養者への健康観察、健康状態のフォローアップはできて

いるのでしょうか。治療薬、食料品の支援をされているのでしょうか、心配でなり

ません。町当局としては、自宅療養されている方の情報等は皆無であることから支

援のしようがないと言われていますが、自宅療養者の方が安心して自宅で療養して

いただけるよう、できる限りのサポートをお願いしたいと思います。 

 そこで、新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養者へのサポート体制強化につ

いて、大きく分けて３点の質問をいたします。 

 １つ目に、自宅療養者に対する保健所、滋賀県自宅療養者等支援センターの対応

についてでありますが、１、健康観察、健康状態のフォローアップはされているの

か。 

 ２、自宅療養者はどうすればよいのか、案内はあるのか。 

 ３、パルスオキシメーターの貸出しは届いているのか。 

 ４、医療機関からの治療薬は届いているのか。 

 ５、症状が悪化したときは、どうすればよいのか伺います。 

 ２つ目に、食料品、日用品等の支援についてでありますが、１、支援を受けるに

はどうすればよいのか。 

 ２、食料品等の支援を届いているのか。 

 また、３つ目に、町としての自宅療養者にサポートできることはないのかについ

ては、１、自宅療養者の方に向けて情報発信をされているのか。 

 ２、自宅療養者向けのハンドブック等を発信してはどうか。 

 ３、自宅療養者の方の相談窓口の開設はされているのか。 

 以上の点についてお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 11番、齋藤光弘君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 
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町長（堀江和博君） ただいまは、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者への

サポート体制についてご質問を頂きました。 

 まず、自宅療養者に対する健康観察についてですが、自宅療養をされる方に安心

して療養いただけるよう、県では滋賀県自宅療養者等支援センターを設置し、軽症

者についてはセルフチェックによる健康観察を、重症化リスクが高いケースについ

ては保健所にて健康観察を行っています。 

 次に、自宅療養者への案内についてですが、ご自身のスマートフォンを用いて、

マイハーシスと呼ばれるアプリを登録し、そのアプリに日々の体温等健康状態を入

力することにより健康観察を行うとともに、自宅療養の終了予定日の案内や自宅で

の過ごし方、自宅療養の注意点など自宅療養に関する案内を行っています。なお、

軽症者でスマートフォンをお持ちでない方は自宅療養者等支援センターで、高齢者

や基礎疾患を有する方、重症化リスクの高い方については保健所にて対応をしてい

ます。 

 次に、パルスオキシメーターの貸出しについてですが、希望される方には、滋賀

県自宅療養者等支援センターから、症状等を確認の上、原則１世帯１セットが送ら

れます。希望される場合は電話でお申込みを頂くこととなっています。なお、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大により、現在、希望者全てへの貸出しが困難な状

況となっており、返却され次第、次の方へ貸出しが行われているという状況です。 

 次に、治療薬についてですが、中和抗体薬や経口薬については、県において投与

体制を整備され、保健所が投与対象者を速やかに選定し、投与につなげる体制を確

保しているところです。また、自宅療養者等支援センターに相談があった場合にお

いても、保健所と連携し、投与対象者に対し速やかに投与が行われることとなって

おります。なお、毎日定期に服用する薬については、電話やオンライン診療にて医

師が処方し、薬については薬局による配送が行われていることから、まずはかかり

つけ医にご相談を頂くこととなります。 

 次に、自宅療養者の症状が悪化した場合についてですが、療養期間内に自宅療養

されている方の体調悪化等がある場合は、滋賀県自宅療養者等支援センターにおい

て、24時間電話で相談を受け付けています。 

 次に、食料品等の支援についてですが、県において、自宅で療養される方や自宅

待機されている方で、インターネットの食料の購入ができない方や家族全員が陽性

で食料品を確保できない方を対象に、必要となる食料品をご自宅に届ける支援を行

っており、しがネット受付サービスより申請を頂くことができます。 

 次に、食料品等の支援は届いているのかについてですが、現在新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大に伴い、非常に多くの方が申込みをされており、通常は申込み

日から二、三日で配送されているところですが、現時点では五、六日程度を要して
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いるとのことです。なお、今日食料がないという自宅療養者の方については、保健

所の職員が配達をされています。 

 次に、自宅療養者へのサポートとしての情報発信についてですが、町として自宅

療養者個人に向けての情報発信を行っておらず、日野めーるにおいて日々の感染者

数の情報発信をする際に、買物等でお困りの場合には福祉保健課までご相談くださ

るようご案内をしているところです。 

 次に、自宅療養者向けのハンドブックについてですが、県において自宅療養者に

対し、家庭内で注意いただきたいことや自宅療養に関する資料などをホームページ

で案内されておられることから、町のホームページからも閲覧できるよう案内がで

きればと考えます。 

 次に、自宅療養者の方の相談窓口についてですが、町として自宅療養者の方に対

する相談窓口は設けておりません。しかし、自宅療養にあたり、個々に療養者によ

って様々な課題が発生すると思われ、電話相談があった場合は必要に応じて県と情

報共有を行うなどし、丁寧な対応に努めています。なお、県において新型コロナウ

イルス感染症に係る様々な電話相談窓口が開設されていることから、相談内容に応

じ案内を行っています。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） それでは、再質問いたします。３点についてそれぞれ再質問し

たいと思います。 

 １つ目の自宅療養者に対する保健所、支援センターの対応についてでありますが、

健康観察は保健所がされるのではなく、セルフチェックによる自分で健康観察して

いくということになっています。健康観察の実態はどうなのか、把握されているの

かというふうには思うのですが、県のホームページでは、保健所からの連絡等、調

査へのご協力のお願いということでホームページに掲載されているわけですけど、

保健所からは携帯電話にショートメールで連絡しますので内容を確認して下さい。

医療機関で重症化のリスクが低いと判断された方は、電話での聞き取り調査は行い

ません。原則、携帯電話へのショートメッセージでの連絡となります。ショートメ

ッセージが届きましたら、掲載されているＵＲＬにアクセスしていただき、回答フ

ォームにご自身の情報を入力して下さいというふうに掲載されています。 

 健康観察がきちんとされていたら、少しは自宅療養者も安心されるというふうに

思いますが、携帯電話にショートメールで連絡がされる、またはマイハーシスに登

録すれば自動音声で体温の調査、そして酸素飽和度の状況、病状などを情報入力す

るという形になっています。情報を入力しても、それに対する返答はなく、何の効

果もないという声を伺っています。これでは、実際に健康状態のフォローアップに

なっていないのではないかというふうに思いますし、自宅療養者に寄り添った対応
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の健康観察、そして健康状態のフォローアップが必要ではないでしょうか。 

 そして、自宅療養をするにあたって、自宅の過ごし方と自宅療養の参考資料等を

きちんと説明されて自宅療養できるようにされることは重要やというふうに思い

ますので、その辺もきちっとされているのかなというふうにはちょっと思えないの

で、そこを徹底するような形を取ってもらえないかというふうに思います。 

 そして、初診で診てもらった医療機関からの健康観察はしてもらえないのかなと。

今、保健所から、もしくは支援センターのほうからの連絡ということになるんです

けど、電話での健康状態のフォローアップをしてもらえたら少しは安心できるとい

うふうに思いますので、医療機関に頼むことはできないのでしょうかというふうに

思います。 

 そして、２つ目の食料品、日用品等の支援でありますが、近くに助けてもらえる

方があれば助かるんですけど、そういった方がないとどうすればよいのか、私のほ

うにも問合せがあります。申し込んでも届くのが遅いようにお聞きしています。日

野町でも食料品等の支援されている実態を把握されているのかなというふうにも

思いますが、その辺の町の捉まえておられるんはどうなんかもお聞かせ願いたいと

思います。 

 そして、３つ目についてですが、多くの方が自宅療養され、困っているような状

況です。県のホームページ等に自宅療養者の方へ案内をされていますけど、ほかの

市町でも自宅療養される方への案内をハンドブックとかガイドブック等として、ホ

ームページに情報発信をされているところがあります。日野町においても、コロナ

感染状況やワクチン接種に関する情報は発信されていますが、自宅療養に関する案

内情報は町独自では発信されていませんので、県のホームページを閲覧できるよう

に案内するだけでなく、日野町としても自宅療養者に分かりやすく説明する案内を

ホームページで情報発信または情報提供してもらいたいというふうに考えます。そ

の辺もどうでしょうか。併せて、自宅療養で困っていることなどを相談できる相談

窓口の問合せ先を案内していただいて、活用される体制をお願いしたいと考えます

が、町のお考えをお聞かせください。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（福田文彦君） ただいま、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の

サポートに関してのご質問を頂きました。 

 まず、健康観察についてでございますけれども、確かに携帯をお持ちの方で、Ｓ

ＮＳに登録されて、いわゆるハーシスというのはもともと医療従事者が入力される

ものの個人版がマイハーシスという名前でプログラムを組まれたものがあるんで

すけども、そこに毎日の体温ですとか状況等を入力していただくと。どうしても携

帯がない方については、お電話で、自動音声の対応にはなるんですけれども、自動
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音声で対応するということになっています。ただ、先ほど町長も申しましたように、

あくまで重症化が懸念されるケースの方については、やはり保健所が対応するとい

うことになってございます。ただ、今これだけ感染者が多い、自宅療養者が多くな

っているということもございますので、県のほうとしてはやはり役割を分担されて

いるということで、疫学調査については県の職員等がされていますが、健康観察に

ついては外部の看護師の方にお願いをされているというところになっているとい

うところでございます。 

 また、自宅療養の過ごし方についての徹底ということではございますが、その辺

りも、一定自宅療養の方には自宅療養の過ごし方ですとか、家族内でもこういうふ

うな感染症対策をして下さいというようなことの通知を取っていただけるような

案内がされているというふうに聞いてございますので、そこを確実に自宅療養の間

は徹底していただくのが大事かなというふうに思います。ただ、お一人お一人の方

に保健所から全ての方にそのことを徹底するというお電話をされるというような

ことは、数字的にはかなり難しいのかなというふうに思っていますので、そこら辺

は、軽症者の方については今のような携帯電話を用いて連絡を取られるのかなとい

うふうに思っているところでございます。 

 また、初診で診ていただいた医師の方が、そのまま引き続き健康観察をというこ

とでございますが、これについても、今の医師の数からいうとその方を全てずっと、

例えば健康観察、今若干短くはなりましたが、その期間中ずっとドクターないしは

診療所が追い続けるということはかなり難しいのかなというふうに考えます。そこ

は、医師の方は、通常やっぱり医療、地域医療とかを守っていただく部分に仕事を

徹底していただく。あとは健康観察の部分は保健所等の役割として、そこの役割も

しっかり分担してやっていくということになるのかなというふうに思っていると

ころでございます。 

 あと次の食料支援につきましては、確かに通常二、三日で届くというふうに最初

お聞きはしていましたが、やはり今これだけ多くなっている方のご要望が多いとい

うことで、聞かせてもらうとやっぱり五、六日かかっているということを言うてお

られました。その辺は、どうしても数が多いということで、そういう対応せざるを

得ないのかなということになるのかなと。また、さっきも町長が申し上げました、

どうしてもやっぱり今日ないという方、いつ誰がどこになるか分からないので、本

当に食料を備蓄されている方がない場合は、もう県の職員が運んでいるということ

でございます。また、この食料配達については、もともと県のほうで対応できない

場合は、市町のほうに手伝っていただきたいというようなお話も聞いてはいます。

ただ、今そこまでの状況にはなっていないということで、町のほうに配達要請とか

は来ていないというような状況でございます。 
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 あとハンドブックについてでございますが、町独自でつくってはどうかというこ

とでございますが、一定感染症につきましては専門知識も必要になってございます

ので、この辺、やっぱり県のほうでつくっていただいているものがございますので、

そこをやはり見ていただくのが一番かなと思います。ただ、おっしゃっていただき

ますように、町のホームページからは、そちらのそういうとこに閲覧するようなこ

とにはできていないという状況ですので、町のホームページからも入っていただい

て、自宅療養者の方向けのウェブページをつくって、そういうところから県のほう

の情報を取っていただくような流れができればいいのかなというふうに考えてい

るところでございます。 

 あと町独自で、自宅療養者からの相談窓口を設けてはということでございますが、

町でも保健師はいますが、感染症を特別に知識を持っているわけではございません

ので、そこら辺は町のほうに電話があった場合は、県のほうでやはり保健所ないし

は、そこら辺にご相談をかけながら、どういうふうな対応がいいのかというのは、

そこは町にご相談があった場合は丁寧にご説明をさせていただいているところで

ございますので、これからもそういうご相談があった場合は、丁寧にご説明をさせ

ていただきたいなというふうに思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） やはり感染拡大で自宅療養の方がかなり多いと、困っている方

が多いという中で、それが県の保健所なり支援センターのほうで十分な対応ができ

ているならばそれでいいんですけど、それがマンパワーの不足とかいろんなことで

できていないという中で、やはり町ででもできる範囲のことは住民の皆さんにもそ

ういう支援するという形を、体制をつくるということが大事かなというふうに思い

ます。 

 今の答弁を聞いていても、その辺はなかなかしづらい。今の国や県の体制の中で

難しいところは理解できるわけなんですけど、ほかの市町を見ますと、かなりその

辺を踏み込んでサポートしているところもありますので、そこは町としてもやっぱ

り検討していただくことは必要かなというふうに思います。まだまだコロナウイル

スの感染はいつ収まるか分からないし、また、今第７波、次の第８波と来る可能性

もあります。そのときに備えるためにも、やはりその辺の体制づくりを検討いただ

いて、きちっと対応していただきたいなというふうに思います。 

 再質問はしませんが、最後に要望といたします。新型コロナ感染症に感染し、自

宅療養で不安な療養生活をされている多くの方がおられます。県内の医療機関、保

健所が逼迫し、感染者への十分な医療提供、支援ができなくなり、支援体制を縮小

される事態となっています。その要因の１つはマンパワーの不足であります。県に

対しても、保健所と自宅療養等支援センターの機能強化をお願いしていただき、町



3-98 

としてできる感染者へのできる限りのサポートの強化をお願いいたします。 

 私が今日お聞きしました情報は、自宅療養者にとって非常に有効な情報でもあり

ますので、ぜひ整理いただいて、町からの情報発信をお願いしたいと思いますので

よろしくお願いしたいと思います。 

 １つ目の質問はこれで終わります。 

 次に、２つ目の質問と移らせていただきます。 

 農業振興への農業政策支援の取組状況について、分割で質問いたします。 

 ９月定例会では、燃油等の高騰により影響を受ける農家の経営と農業生産の安定

化を図るため、県の農業用燃油等高騰対策緊急支援事業費補助金を活用し、農業経

営に係る動力光熱費の高騰分を支援する経費を県補助対象外の農業者にも支援す

る町単費と合わせて予算を計上されています。 

 日野町農業委員会では、農地法第30条の規定に基づき、農地台帳の整備を目的と

して、毎年８月１日を基準として町内農家世帯の状況、農地の保有、耕作状況、利

用意向の調査をされています。 

 日野町農業再生協議会は、令和４年度日野町農業再生協議会水田収益力強化ビジ

ョンを公表されました。農業再生協議会は、農家の高齢化に伴い、経営規模を縮小

したり、離農をしたりする農家が増え、農家戸数の減少が見られ、不作付地の拡大

が進んでいる中、耕作放棄地を出さないよう水稲作付面積の維持を図るため、水田

活用直接支払交付金や産地交付金を活用し、ほかの作物の作付に転換を促進するこ

とで水田の利用促進を目指し、収益力強化の取組をされています。 

 農林水産省は、スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業に係る要望３次調

査をされています。滋賀県は、ロシアによるウクライナ侵攻や円安などの影響で肥

料価格が高騰していることを受け、農家の経済的な負担を減らそうと、県内で入手

しやすい牛ふんを堆肥として使うための技術指導などを進めるとしています。 

 日野町は、中山間地域等直接支払交付金事業の緩傾斜地導入の事業化推進に向け

て取り組みしています。 

 以上の事業について、農業振興を願い、農業政策支援の町当局の取組状況を伺い

たくご質問いたします。 

 １つ目に、町内農家世帯調査における調査から見える課題は何か。 

 ２、水田面積の維持を図っていく取組として、ほかの作物の作付に転換を促進さ

れている状況はどうか。また、交付金の活用状況はどうか。 

 ３つ目に、スマート農業の導入支援事業に要望された町の事業者はあるのか。 

 ４つ目に、日野町では牛ふんを堆肥にする取組はされるのか。 

 ５つ目に、今年度計画している緩傾斜地の測量業務はどのように計画されている

のか、進捗はどうか。 
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 以上の５点についてお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 農業政策支援の取組状況についてご質問を頂きました。 

 まず、農地利用状況調査から見える課題についてですが、農業委員会事務局では、

農業組合に加入されている方を中心に、所有されている農地や耕作されている農地

の利用状況を調査、確認し、農家台帳を整備しています。農家台帳を確認しますと、

所有されている農地のほとんどの耕作を別の方にお願いされているケースや、高齢

世帯などで後継者が不在と推察できるケースもあります。地域での話合いの場でも

後継者不足が課題に上がることが多く、調査から見える課題と合致していると考え

ています。 

 次に、作付転換を促進するための交付金の活用状況についてですが、米の需要と

供給のバランスを保つため、日野町農業再生協議会が集落に生産目標の目安を示し、

生産調整にご協力を頂いています。日野町の水田は粘土質土壌が多く、畑作物に適

さないところもある中、水田活用の直接支払交付金等を活用し、麦や大豆、飼料作

物、日野菜やキャベツなど出荷用野菜への転換に取り組んでいただいています。 

 次に、スマート農業の導入支援事業について、事業者から町に要望が来ているの

かについてですが、国は、農業経営の効率化を図るため、ＩＣＴ等を活用したスマ

ート農業の導入支援を用意しています。現在、町内では相談を含めご要望は頂いて

いない状況です。今後相談等があった際は、適切に対応していきたいと考えていま

す。 

 次に、牛ふんを堆肥にする取組についてですが、町では、土づくり推進対策事業

として、町内の畜産事業者が製造された堆肥を水田に散布される場合、散布費用の

一部を助成しており、今年度も予定をしております。 

 次に、中山間地域等直接支払交付金における緩傾斜地での測量業務についてです

が、当初予算では国の推進交付金を財源とする委託業務の発注を予定しておりまし

たが、要望していた予算の配分がなされなかったことから、職員による直営での測

量を予定をしております。緩傾斜地への取組につきましては、昨年度に対象集落へ

の説明会を行い、ご意向をお伺いをしています。本年度の刈取りが終わる10月頃か

ら、順次測量を行いたいと考えています。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） それでは、再質問いたします。５つの質問に対して再質問した

いと思います。 

 １つ目の町内農家世帯調査における調査から見える課題についてでは、従来から

の課題がさらに浮き彫りになり、年々深刻な事態となっています。農家の皆さんは、

地域の農地を守り、維持するために、努力されておられます。町内農家世帯調査結
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果の情報を公表され、有効に活用されているのか教えて下さい。 

 ２つ目については、水田面積の維持を図っていく取組として、ほかの作物の作付

に転換を促進するための政策の補助制度はされてあるわけですけど、水田面積の維

持を図っていく取組として、水田活用直接支払交付金と産地交付金等の活用を農業

再生協議会との連携調整、そして周知等をどのようにされているのかなというふう

に思いますので、その辺ところをお伺いしたいと思います。 

 ３つ目については、日野町の農地の環境条件にスマート農業の導入は３次調査で

もないということをお聞きしました。将来的には実現することがあるかなというふ

うに思いますが、まだまだハードルが高いようにも思います。そこで、町のほうに

はどのように捉えておられるのかなというふうに思います。その辺のところをお聞

かせ願いたいと思います。 

 そして、４つ目についてでありますが、肥料価格が高騰している中で、少しでも

肥料の使用を削減する手段として、牛ふんを堆肥として活用できないかという農業

者の思いをお聞きしています。今お聞きしたのは、土地づくり推進対策事業として

行われている事業かというふうに思います。日野町では、畜産酪農事業者もあるこ

とから、牛ふんを提供してもらい、散布することができないかということで、町に

調整をできないかということで、お聞かせ願ったところでございます。何かと課題

もあるというふうにもお聞きしています。県も、技術指導などを進める状況の中で、

検討してもらいたいと思いますが、どうでしょうか。 

 ５つ目についてでありますが、中山間地域等直接支払交付金事業の緩傾斜地の導

入に向けて、今年度、緩傾斜地の測量調査を事業計画されています。今先ほども答

弁がありましたように、当初の計画では、国の交付金を活用し、業務委託する予算

計上でありましたが、今年度になり予算確保ができないことから、職員による直営

での現地測量調査を実施するというふうにお聞きをいたしています。今年度、計画

の現地測量調査を終えるように取り組んでもらえるのかどうか、お聞かせください。 

 そして、以上の農業の実態から言えることは、中山間地域等直接支払交付金事業

の緩傾斜地の導入の事業を対象地域の農業事業者は待ち望んでおられます。そこで、

町の事業化に向けた決意のほどをお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） ただいま、齋藤議員のほうから再質問を頂きました。 

 まず、１点目の農地利用状況調査、８月１日時点で行っている調査でございます

けれども、各農家さんに農業組合長さんを通じまして実態を把握するためのものと

して台帳の送付を行って、内容確認を頂いて、ご返還を頂いているというような状

況でございます。この状況は実態を把握するというものでございまして、公表等は

特には予定しておらず、そういったものをカウンターに備え付けて見せているとい
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うこともございません。 

 続きまして、水田の関係でございます。他の作物への転換ということで、維持、

周知をどういうふうにしているのかということでのお尋ねでございます。再生協議

会のほうから、農業組合長の会議の場において、今年度の作付の転換をどのように

取り組みいただきますかということで、用紙のほうを配付いただいて、それを集約

するというような形で取りまとめておるところでございます。 

 続いて、スマート農業の関係でございます。導入の実現についてハードルが高い

のではないかということで、いろいろ条件等もあるのかなというふうに思っており

ます。分かりやすいところで言いますと、作業の自動化ということで、自動走行を

するようなトラクターですとか、それから田植機あるいは草刈り機といったものも

あるわけなんですが、一定の規模の圃場も要るのかなというふうに思います。そう

いうような大々的なものはなかなか難しいかもしれませんが、そういうなものに取

り組もうというようなチャレンジ精神のある方については、またご相談に乗らせて

もらうと。その一方で、労働力の部分を支える部分で、例えばパワースーツのよう

なものもいわゆるスマート農業の１つだというふうにも言われております。あるい

は、できた作物を自動的に収穫するような機械類もスマートの農業の１つというふ

うに言われておりますので、そういうなものについては、研究なり導入の余地もあ

るのかなというふうに思っておりますので、町のほうでもそういうな人材不足等を

抱える集落の悩みに応えられるものがないのか考えていきたいなというふうにも

思っているところでございます。 

 それから、牛ふんの堆肥利用の関係で、町の調整役としての期待を込めて言って

いただきました。堆肥センターを通じて町内にある畜産農家さんの牛ふんをできる

だけ利用いただけるように、農業組合長会議の場で、牛ふんの堆肥利用にあっては

土づくりの推進事業で助成もいたしますということで、周知のほうを図っておると

ころでございます。取りまとめの役割として、ＪＡさんの窓口や役場の農林課のほ

うを窓口として取りまとめをさせていただいているということで、どういったもの

を使うかについては、それぞれの農家さんのご判断という部分もございます。そう

いった我々のほうから周知しているものをご利用される場合と、直接畜産農家さん

のほうへ出向かれて、購入の契約をされる方もあるというふうに聞いておりますの

で、そのようなことでございます。 

 それから、中山間地域直接支払交付金制度の関係でございます。測量業務につき

ましては、大体対象地域を10集落余りというふうに考えておりまして、年度内での

完了は難しいというふうに考えております。したがいまして、今年度と来年度の２

か年もしくは少しもう次の年にかかるかもしれませんが、その辺りでの測量を想定

を、分散させてやっていこうというようなことでございます。この制度の導入を待
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ち望む声もあるということで、議員のほうからも今おっしゃってくださいました。

現在、町のほうでは令和３年度からの取組ということで、中山間地域の制度は８集

落でお取組を頂いております。令和６年度末までが第５期対策期間ということにな

っておりまして、そういった緩傾斜地への拡大については、今の第５期対策期間中

での成果ですとか、それから課題とかを聞き取りや分析をする中で総合的に勘案し

て、令和７年度からの第６期対策の期間からできれば拡大をしていきたいなという

ような思いを持っているところで、現在、研究をしているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 再質問というか、思いを述べさせてもらいたいと思うんですけ

ど、１つ目の町内農家の世帯調査は公表されていないと。それは農林省からの調査

ということの中でされている中で、その辺までは周知なり、公表されていないのか

なというふうに思うんですけど、その辺はやっぱり町の農家の実態の状況っちゅう

のは把握して、それに基づいてどうするべきかということも、課題を解決する中で、

それを生かしていくようなことも、これに活用していくことが大事かなと。その辺

も含めて農林課のほうではされているのかなというふうに思いますが、住民の皆さ

んにも結果はこうやったということでの農家への対応も、それが反映されるような

形も望ましいのかなというふうには思います。 

 それと、２つ目の再生協議会の取組のことでありますが、その辺の状況の中で交

付金等の配付をお知らせされているというようなことでもお聞かせ願ったわけで

すけど、その辺もやはり協議会との調整の中で、きちっと交付金が活用がするよう

な形、さらにその辺を町のほうでも取組も強化していただくようなことがあれば、

その辺のことも促進するのかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたい

というふうに思います。 

 あと牛ふんのところの活用でありますけど、今のその辺の調整、町のほうでも農

家の期待に応えるようにということで、調整もしていただいているというふうにお

聞かせ願いました。私もその辺のところはいろいろ課題という中で、難しいことも

あろうかと思いますけど、農家の思いも沿って対応なり、調査していただきたいと

いうふうに思います。 

 それと、中山間地の関係ですが、今年度さらに来年度にまたがっての調査になる

やろうということでありますが、できるだけその辺の調査を、それも稲作の刈取り

が終わってからという期間もありますので、思うようにはいかないというところも

分かるわけなんですけど、その辺の需要が令和６年度からの取組を予定していると

いうようなご回答を頂いたと。７年ですか。６年度において７年度と。その辺の第

５次やったか、新しくなる計画のところで、新しくしていきたいという町の思いか
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なというふうに思いますけど、７年度からになるとかなりまだ先の話になりますの

で、そこは前からもお願いもしているんですけど、最善の事業化のできる方向での

検討も進めていただきたいなというふうには思っています。そこらで、結局、予定

した最初の今年度の予算もつかなかった。それに対して、町職員の中での直営でと

いうことは、かなり今の職員の皆さんもいっぱいいっぱいの仕事をされている中で、

かなり厳しい状況かなというのは十分に分かるわけなんですけど、その辺のやり方

もいろいろ工夫しながら、地元の農家の方の協力というのも得ながら、何とかその

辺の調査をこなすというか、終えていただくようにお願いしたいなというふうに思

いますので、そこら辺のところもお願いしたいということで、その辺のところの思

いというか、再質問になりますけど、ちょっとお聞かせ願えればというのを思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） 齋藤議員のほうから再度質問を頂きました。 

 調査の結果については、それを施策に反映するのかということでお尋ねかという

ふうに思います。実態をまず正しく知るということは大事なことかなというふうに

思いますので、それらを踏まえた上での農業政策はあり得るのかなというふうに考

えているところでございます。 

 それから、再生協議会の水田面積等の維持の関係でございます。町としてできる

ことがあれば、取組はしたいなというふうに考えているところでございますが、町

とＪＡと再生協議会と共に考えていきたいというふうに思っております。 

 それから、牛ふんの堆肥利用の関係につきましては、縷々調整等もしているとこ

ろでございます。引き続きその辺り、環境こだわりの部分にも貢献する部分でもご

ざいますので、町としても関わりは続けていこうというふうに考えております。 

 それから、中山間地の直接支払交付金制度の関係につきましては、令和３年度か

らの取組ということで始まったばかりということでございます。その状況をまだ中

間の評価等もできていない状況でもございますし、実際取組をされている集落から

の聞き取りなんかをしながら、有効、それから有効じゃなしに改善の部分があるの

か、いろんな課題も見えてくるのかなというふうに思います。一度お取組を頂きま

すと５年間、令和３年度から始めていますので、５期対策期間は４年間になります

が、一度その対策期間のスタートから取組を頂きますと、５年間必ずやり切ってい

ただく必要もございまして、途中でストップすると遡及返還ということにもなるわ

けでございます。十分慎重に考えていただいて、これを使おうという判断をしてい

ただく。そのためにも、町としても十分検証もする必要もあるかなと思います。さ

らには人員体制の問題や、それから財政の問題ということで、今後町の中で十分協

議をして詰めていかないといけない問題もありますので、目標としては第６期の対
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策期間が始まるところからを目指しているというようなところでございますので、

そのようなことで、内部でもまた話を進めて、農業者さんの思いということを今十

分お聞かせを頂きましたので、そのこともしんしゃくしながら、着手をできるだけ

早くしていきたいなというふうには考えております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 今の言う中山間地では、財政的なことはやはり大きな課題にな

ってくるかと思いますが、その辺もよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 最後に、町内農家世帯調査から農業の実態の分析、究明、課題解決に向けて、町

として果たすべき農業振興のための農業政策の事業拡大を求めたく今回質問した

わけでございますが、農業が発展しなければ日野町の発展はないというふうに考え

ています。農業振興、農業政策を１番に考えていただき、農業運営されますことを

お願いいたします。 

 次、２つの目の質問を終わります。 

 次に、３つ目の質問に入らさせていただきます。公共交通再編に向けての財源確

保について、一問一答で質問させていただきます。 

 ６月定例会において、一般質問でこれまでなかった新たな公共交通とする通勤バ

ス、通学バスの財源確保についてお聞きしたところ、財源確保はある程度、道は既

に見えていると答弁されています。これは何をもって財源確保の見通しはあると言

われているのか、その根拠を教えていただきたく、公共交通再編に向けての財源確

保などについて一問一答で質問をいたします。 

 １つ目に、新しく通勤バスを路線化したとき、公共交通の財源となる収入確保を

どうするのか教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 新しく通勤バスを路線化した場合の財源についてご質問いた

だきました。 

 新しく通勤バスを路線化した場合、その部分につきましての財源は、通勤利用者

の運賃収入等により採算が取れることが基本であると考えております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） ここで共通認識しておきたいというふうに思いますので、確認

させていただきます。 

 １つは、通勤利用者の運賃収入は、運行事業者近江鉄道さんの収入であるという

ことになると思うんですけど、そのことと、今回の答弁を分かりやすく言えば、近

江鉄道が運行する路線バスに乗っていただく通勤利用者の運賃収入で運行事業者

の採算が取れれば、町の財政負担はありませんよと。しかしながら、運行事業者の

採算が取れなかった場合は、町の財政負担が生じますよという理解でよろしいでし
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ょうか。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） まず、運賃収入がどこの収入になるのかということなんです

けれども、基本的には交通事業者が運行する路線ということになりますと、交通事

業者の運賃収入ということになりまして、全体としてその運賃収入をもって利便性

を確保したような路線をつくっていただくというような形になろうかと思ってお

ります。 

 併せて、近江のその路線の採算が取れない場合、例えば路線が通勤のみを担うの

であれば、間違いなく黒字の路線でなければつくるということはあり得ないと思う

んですけれども、それ以外の、例えば日中等の密度の低い町民さんの輸送をその路

線で担うということになりますと、一定程度採算が取れないという形も考えられま

す。その場合には、一定の、いわゆる公費の枠組みの中で、その分を見ていくとい

う可能性はございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 運賃収入ですけど、今の言うている路線バスというようになる

と、運行は事業者が運行すると。もしくは、もう１つは運賃収入が町に入ってくる

よというならば、今の町営バスのように、町が事業者としてやりますよと、運行し

ますよという場合の２つかと思います。今、想定して考えられているのは、路線バ

ス化は、運行事業者近江鉄道さんに運行するということではない、ないというか、

それはまだ決まっていないと。それは、これから先の話になるかと思うんですけど、

今考え、想定される中では、路線バスというと近江八幡、東近江を通過する中で日

野町だけではないので、運行会社にそれをお願いするということになろうかという

ふうに思いますが、その辺の町の今の段階でのお考えというのはどうなんですかね。

そこをはっきりちょっとしていかんと、話がちょっと何かもう１つ食い違ってくる

と思うんです、言うていることが。そこをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 正直なところ申し上げます。現時点では全く未定です。 

 交通事業者である近江鉄道バスとお話をさせていただくと同時に、許認可権者で

ある近畿運輸局であるとか、そういったところと話をしながら、どういった運行に

なるのか、運行主体はどうなるのかということを考えていくのかというふうに思っ

ていますので、議員おっしゃったとおり、例えば近江鉄道バスが運行するというの

もありますし、今の町営バスのような形で、ある意味、町が最終責任を担いながら、

運行そのものに関しては近江鉄道バスが行うという場合もありますし、あるいは日

本各地ではございます市営、町営バスというのも、町営バスというのは、日野町の

ような形の町営バスではなくて、例えば運行に携わる方も含めて町の職員という形
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での運行というのも当然選択肢の中にあると思うんです。そこはまだ、今、通勤を

どう担えるのかという部分の実証実験をやっているところですので、経営に係る実

証実験というか、どうやっていくのかというのを今後考えていくことになると思い

ますので、繰り返しになりますが、今のところは未定ということになります。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 今のところ未定ということでありますが、企画振興の担当者さ

んとも話を聞いている中では、町が運行するにはかなりの経費、またバスを持たな

いけないと。その辺のところでかなり難しい課題もあるというふうに聞いておりま

すので、その辺の判断の中では、町のほうでは未定となっているんですけど、そう

いった今の現状の路線バスか、運行業者にお願いするということになろうかなとい

うふうにも思っています。 

 それで、通勤バスにおける今の通勤利用者の運賃収入ということが基本というふ

うにも言われていますが、ほかに収入確保とする手段というのは何かお考えがある

のかどうかということをお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 他県というか他市町の事例ですけれども、ある企業が通勤に

使う路線を、路線といいますかもともとは送迎バスを走らせていたのを路線バス化

したというところで、その運行に対して協賛金というか、そういったものを一定払

われている事例もございますので、運賃収入プラスそういった協賛金という形も考

えられる手段であるというふうには思っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 今言われた協賛金というのは、例えば企業さんですね。ダイフ

クさんとか回っているところの通勤バスということになるので、その辺からの協賛

金というご理解でよろしいですかね。 

 そしたら、次のほうに移らせていただきたいと思います。 

 地域公共交通の確保維持事業、これは国の補助事業ですが、これを活用するとお

聞きしていますが、新しく実証実験をされ、路線化する計画の３ルートは、確実に

補助事業の対象となり、町の財政負担なく運行することができるのかお伺いさせて

いただきます。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 国による補助制度につきましては、複数市町村にまたがる路

線また主要な鉄道駅またはバス路線から枝分かれする路線に対する補助というの

があるところでございます。 

 今回の実証実験の３路線につきましては、運賃収入により運行を目指していると

ころでございます。この場合には、当然のことながら補助の対象にはなりませんが、
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先ほど申し上げたように、日中等に町民による密度の低い輸送を併せて担う等によ

って、運賃収入のみで採算を取れない場合には、国庫補助制度等を活用することに

なるのかというふうに考えられます。 

 これも今のまま制度改正がなくて、現行制度のままであるという前提であれば、

町としては実証実験の３路線については補助の要件に合致すると考えております

が、これも許認可当局の確認をしたものではございませんので、議員おっしゃるよ

うに確実にとおっしゃられると、ちょっと疑問符が残るところは正直ございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 黒字運行となれば、町の負担はゼロであって、国の補助制度を

活用しなくてもよいということかと思います。赤字運行額が、欠損ですね、増えれ

ば、町の財政負担は増えてくるということになります。町の負担を軽減する国の補

助制度を活用することができるということですが、黒字運行経営になることが望ま

れるということになります。 

 そこで、現在９月１日から実証実験されている乗車状況の分析から見て、路線化

を計画されている各路線が黒字運行となる見通しはあるのか。今現在の実証実験さ

れている乗車状況を教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 現在の乗車状況から申し上げますと、補助対象路線として補

助を頂きながら運行するという事例の中では、利用者数というのはそこそこあると

いうことは言えると思います。ですから、その意味では路線化は見えていると言え

るんですが、一方でじゃ赤字路線をつくってどうなのかという話もございますので、

そこはもっともっと利用者を確保した上で、きちんと黒字が見える形というのを、

企業さんともっとコミュニケーションをしながら、それはカーボンニュートラルの

視点であるとか、健康増進の視点であるとか、そういったところも含めて利用して

いただく。そういう行動変容というんですけれども、そういう行動が変わっていく、

そういうことも含めて掘り起こしをした上で運行していくということになります

ので、今回の実証実験の結果だけを見ますと、路線化は見えないことはないけれど

も、ただ、それで路線化そのものが目的ではありませんので、その先、さらにプラ

スを見て、日野町全体の公共交通をそれで担っていけるような形につくっていくと

なると、まだまだ課題があるというふうには考えております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） そのとおりで、赤字路線でなしに黒字でないと、路線化、本格

始動はできないと、そのとおりだと思います。そういうふうな方向でも考えていた

だきたいというふうに私も思います。 

 次に、以前、通勤バスの公共交通導入による収益を見込んでいるということでし
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たが、その根拠は何かお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 通勤バスの根拠についてなんですけれども、要するにもうこ

れは積み上げの項ではなくて、大きいところからの話になるんですけれども、例え

ばダイフクさんは、あるいはＯＫＭさん、あるいはもういろんな会社さんはそうで

すけれども、車で通勤されているのに対して通勤手当をお支払いされています。そ

れに関しては、通勤が公共交通になると、例えばダイフクさんですと2,000人、3,000

人働かれていると。例えば１人年間10万円、これは全然おかしな額でも何でもない

と思うんですが、であれば、２億、３億という収入に変わっていくと。ですから、

先ほど申し上げた行動変容とかが本当にうまくいけば、そういう形も夢ではないと

いう中で、収入確保ができるということを申し上げているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 副町長が言われる収益予想とは一定の利用者を予測できること

から、言うたら路線バスの需要は利用者の運賃収入が見込めるということで、要す

るに町が言うことは町が町営バス、町営として動かした場合には、町に運賃収入と

見込めるということになりますわね。ところが、運行事業者に運行の事業体として

やってもらう場合には、運行事業者のほうに運賃は入りますということですわね。 

 ほんで、それで、今も最初の話の中でどっちに事業主体がなるかというのはまだ

未定ですよということなんですけど、そこは、運行事業者がどうなるかによって、

その収入はどっちに入るかということはまだ未定やと。今の副町長が言われる

2,000人、3,000人からということで何億入ってくるというものは、事業者が近江鉄

道となればそっちに入るし、町の事業主体になれば町に運賃も入りますよという理

解でよろしいですわね。 

 それで、通勤バスの公共交通導入による収益を町営バス運行に回すというふうに

これまでも聞いていたというふうに思いますが、町に収益はないのであれば回すこ

とができないというふうに思うんですけど、先ほどの副町長が言われるところでは、

町が運行するからという状態になったら町の収益にそれが入ってきますよという

ことで、収益を今運行している町営バスの運行にもプラスになって回すことができ

ますよということで言われていたのか、その辺の確認というか、お聞かせください。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 収益が本当に出た場合に、その収益を誰がどう収入をしてど

う回していくのかというのは、本当にそうなった段階で近江鉄道さんと一緒にお話

をして、じゃこのお金はどうしようって話になってくると思います。ですから、別

に近江鉄道さんと対立関係にあるわけでも全くなくて、出てきた利益を取り合って

争うということでもなくて、一緒にどうやって公共事業を支えていきましょうかっ
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てパートナーだと思うので、出た利潤というのもきちんと見えると思いますので、

その中できちんとして紳士的な話合いをしながら、その辺りは考えていくのかなと。 

 ですから、近江鉄道バスが運行しているから町に収入が入らないとか、そういう

ことでなくて、近江鉄道と日野町とで一緒に盛り上げていく、そういうことだとい

うふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 公共交通を運行というかやっていくには、当然事業者近江鉄道

との協議連携の中でやっていく。ところが、そこの仕分の中で、そこははっきりし

ていく。当然最終的にははっきりすると、今の段階では未定やというところですか

ね。そこをきちっとかみ分けた形で議論していかないと、それも先もそう考えた上

で議論していかないと、そこを中途半端にしてしまうと、後々問題も出てくるのか

なと私は思います。 

 次に移らさせていただきますが、通勤バスの路線化は沿線自治体との連携、さら

には参加事業所との連携、協力体制が重要となりますが、沿線自治体、参加事業所

との調整に向けてどのように展開されているのか教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 沿線自治体と参加事業所との連携などについてでございます

が、通勤バスの路線化にあたっては、実証実験と同様に沿線自治体と参加事業所と

の連携協力、極めて大事で不可欠であるというふうに考えています。 

 交通事業者である近江鉄道との連携に加えまして、乗客確保について事業所と連

携協力、沿線市町と連携による沿線上の他の事業所や住民の掘り起こしも必要であ

ると考えております。今後そういった点も含めまして、交通事業者あるいは他の自

治体等ともお話をさせていただきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 今回９月１日から通勤バスの実証実験をされているのですが、

近江八幡、東近江市とも調整し、共同での運行を展開されているということは、準

備で大変やったというふうに思いますし、評価させていただいています。 

 それで、今回路線バスの可能性がある場合においては、これらの連携をより強化

し、具体的な検討を進めていくことが必要になってくるというふうに今も答弁がさ

れたということですが、通勤バス路線化の実現はさらに大変な事業であるというふ

うに考えます。 

 そこで、現実に路線化の実現は可能であるのか。そこはちょっと、先ほども言わ

れたように、黒字でないと路線化はすすめられないよというところも言われている

んですけど、そこら辺の思いというか、その辺は今進められている中で本当に実現

可能なのかなというところを、私もそこの疑問というか、どうなのかなという心配
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もあるわけなんですけど、その辺の思いというか、副町長としてのお考えをお聞か

せ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 議員おっしゃいました思いということであれば、必ず実現で

きますと申し上げたいところなんですが、ただ今回の実証実験においても一番課題

になって、今現実にＩＮＧで続いているところなんですけれども、行動変容を起こ

す、要は社員さんとしてはやっぱり通勤時間が長くなっちゃうというところがあり

ますし、会社としても、通勤手当が実は車で通うよりは上がっちゃうという世界も

ございます。そのようなところでどう行動変容を起こしていくのかというところが、

次の大きな課題。 

 ですから、先ほどの繰り返しになりますけれども、そこの視点というのはやっぱ

カーボンニュートラルであったりとか、健康増進であったりとかそういう視点とい

うのが非常に大事になってくると思います。そういったところでの議論を大きく巻

き起こしながら、ムーブメントを起こせたとすれば、路線化というのはもう確実に

できるというふうに信じております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） なかなか課題も大きいというように思いますけど、カーボンニ

ュートラルとかその辺のところもあろうかと思いますけど、やっぱり現実問題、い

ろんな財政的な問題が大きな問題、そして今も言っている機能的な公共交通を使わ

れる社員さん、通勤バスとしてそれがもうかなり、有効かどうかというところも含

めて、やはり大きなそこらは観点になってくるのかなというふうには思います。 

 次に、持続可能な運行を維持にするには、乗車人数の確保が必要です。一時的な

運行でなく、持続的な乗車人数の確保はできるのか。町の考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 先ほどと若干繰り返しになりますけれども、運行維持に向け

た人数の確保ということなんですけれども、それは精いっぱい今回の実証実験の結

果を踏まえて、これで終わりではなくてここがスタートだと思っていますので、そ

こから掘り起こしをして、運行が確保できるところを目指していきたいというふう

に思っています。 

 併せて申し上げるならば、もうそういうことができないんであれば、その一歩と

いうのを踏み出しちゃいけないというふうに思っていますので、リスクを取ってす

るのではなくて、きちんと段階を踏んで利用が見込める。あるいは、町から持ち出

しがあるのであれば、それに見合うだけの町民さんなりの利便性の確保、そういっ

たところとのトレードオフになるような形であれば、一定負担があったとしても、

それは町としての公共交通の再編の１つの考え方になってくると思いますので、そ
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ういったところを様々組合せながら考えさせていただきたいというふうに思って

います。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 持続的に参加事業所、そして運行事業者の連携と協力体制が求

められていると、これが重要になってくるというふうに思います。持続的な乗車人

数の確保がさらに重要であります。先ほども言われるように、運行事業者から考え

れば、黒字になる、採算が取れるということにならないことには運行できないとい

うふうに、路線バス化はできないというふうに考えられるところです。 

 だから、採算が取れる乗車率があると思います。平均で１日何人の乗車人数を確

保すれば採算が取れるという何かのボーダーラインというか、あるのかなというふ

うに思うんですけど、その辺はどういうふうに今考えておられるか。あるのかどう

かも含めて、その辺の人数的なところ、ボーダーラインを持っておられるなら教え

ていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） これはきちんと統計が取られた話でもありませんので、若干

感覚的な話で、事業者さんとか国土交通省さんとかとしゃべっている話なんですけ

れども、大体バス１台、大型のバスであれば80人弱の定員があるんですけれども、

大体30人から多くて40人ぐらい乗っていれば、全然補助を入れなくて黒字で走れる

というふうに聞いております。それで根拠と言われるとはっきりした、しゃべって

いるところでいろいろそういう専門の方々から出てきた話なので、すいません。根

拠となるエビデンスを持っているわけじゃないんですけど、そういうふうに公共交

通の関係者で語られているという世界がございますので、例えば朝一番のバスは60

人、70人乗っていますよということになると、片道は空で運行しても、まあまあ採

算が取れるという世界になってくると。 

 大体その感覚の中でどうできるのかというのは、私としては感覚的には考えてい

るんですが、先ほど申し上げました実証実験の結果あるいは今後企業さんとコミュ

ニケーションする中で、今送迎バスをダイフクさんなんかは走らせておられる。そ

れも一定数利用があって、実は結構いっぱいいっぱいもう座席数が目いっぱい使わ

れているというふうに聞いております。そういったところの利用者とかを合わせ見

ながら、どれぐらい採算が取れるのかというのは具体的にまた計算していくことに

なるのかなというふうに思っておりまして、現時点では確たるものを持っているわ

けでございません。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 確たるものはないかと言うけど、今のところは１台当たり、平

均とならして30人から40人ぐらい乗っていただければ、そこそこいけるかなという
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感覚で思っておられるということですね。よろしいですか。 

 要するにその辺の確保を認め、確証が得られる状態であれば、またそこを運行、

そこは先々の運行会社との中でのことになろうかと。大体見込めるのはそういうこ

とということで、分かりました。 

 それと、わたむき自動車プロジェクトは、１年事業が延びて４年となり、４年と

いうと令和６年度までの計画ということでありますが、今後どのような計画で通勤

バスの路線化の本格運用をいつ頃、今のところまだ実証を重ねてやると思いますけ

ど、想定として大体いつ頃を予定されているのか。その辺の思いがあれば教えてい

ただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 思いとしては、今、地方創生の交付金が３か年事業という形

になっております。もし企業版ふるさと納税とかを頂けると、それがプラス２年で、

あと２年延ばすという制度はあるんですけれども、これは企業さんから寄附を頂け

た場合です。地方創生の交付金事業が行われている中で、一定方向性は見定める必

要があるのかなということは現時点で考えています。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） わたむきプロジェクト、１年延びたというのも地方創生の関係

で３年間のスパンの中で延びたということもお聞きしているんですけど、今も言わ

れるように、その辺の関係もあって、プラス２年になるか、できれば６年というこ

との回答かなというふうに理解させていただきました。 

 次に、令和３年度事業計画では、事業概要の公共交通体系の構築として、町内行

事参加や料理飲食店等の利用などあらゆる移動需要を満たすことができる体系を

目指すとされています。行政が公共交通としてできる可能な範囲はありますので、

あらゆる移動需要を満たすことができる公共交通にはならないと考えます。町の財

政負担が現行より増加しない公共交通の編成を目指されることを提案しますが、町

当局の取組方針は変わらないのかお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） あらゆる移動需要とそれに対する財政負担につきましてでご

ざいますが、移動需要への対応につきましては、移動の内容によらず利用できる、

これが本来の公共交通の役割、考え方だと思います。ですから、そういったところ

を目指す必要があるというふうに考えております。 

 ただ、それには順番があるというふうには思っておりまして、通勤、通学あるい

は日常生活上の、いわゆる昼間例えば役場に行くとか、病院に行くという必要性と

いうのがあると思います。そういったところの次に料理飲食店というところの対応

とかがあると思うんですが、ただ逆に、夜使えないんだったらやっぱり公共交通全
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体に対する信頼度というのがなかなか獲得できない。みんな夜になるともう自分で

迎えに行かないと、もうバスも何もないということになるとなかなか信頼度が高ま

らない。これはもう全国的な状況を見ている中であるかと思いますので、そういっ

たところは考えていかなければいけないのかなというふうに思います。 

 そのほか、介護予防につながる高齢者の生きがいづくりのための何かいろいろな

イベント等への送迎であるとか、あるいは観光客の方々の来訪者への対応、そうい

ったものも含め様々なニーズがございます。どれをどう優先するのか、運行をどう

していくのか、実現に向けましては、大筋は通勤、通学、生活交通、そういった順

番というふうに申し上げましたけれども、じゃ具体的にどうしていくのかというの

は丁寧に検討していく必要があると、現時点で考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） はい、分かりました。夜の運行ですね。現行も朝から５時ぐら

いまでの運行になっています。それをさらに拡大して夜も運行できればということ

だと思うんですけど、やはり言うたら環境というか、都会であればそういったよう

な交通量も当然多いし、そういうような運行も考えられるわけですけど、やはり日

野町という土地柄も考えますと、なかなかそこはマッチするというか、そこまで住

民要望もあるのかなと。そこはかなり難しい。検討をしていくという将来、次のフ

ェーズにもあるということなんですけど、私の今の思いというか感覚の中では、そ

こまで公共交通がするべきものかというか、そこまでは難しいと。 

 そこは、当然財政もそれをするには負担も絡んできますので、状況の中で難しい。

そして、さらには運転手さんはなかなかないという中で、そこが近江鉄道さんなり

そういった形で運行ができるのかということも含めて、いろいろと課題もあるかと

いうふうに、そこはまた今後の課題として、きちっと見合う形でもご検討いただき

たいなというふうに思います。 

 そこで、令和４年度事業計画の中であらゆる移動需要を満たすことができる体系

を目指されるとされています。これからも、町当局の取組姿勢としては変わらない

というふうに思いますが、日野町の住環境、交通事情に見合った持続可能な事業計

画の公共交通再編となる検討をされますことを求めて、要望としたいというふうに

思います。 

 その辺のところで、もう一度副町長の見解ということをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（津田誠司君） 様々貴重なご提案も頂きまして、ありがとうございます。 

 もうおっしゃっているとおり、まず夜間の移動に関しては慎重にとおっしゃると

おりで、例えば夜間に大型のバスがぐるぐる走り回っているというのもちょっとど
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うかというところもありますので、またサイズとかもいろいろ考えなければいけな

いのかなというふうには思っています。 

 ただ、一方で実は竜王町さんが、最終バスが終わった後に相乗りのタクシーとい

うのを鉄道駅からされているんですが、これがかなり利用者が多いという実態もあ

ります。ですから、需要というのは多分あると思うので、そこは丁寧に掘り起こし

ていく。だから、日野駅までお迎えに今結構いっぱい行かれているというのがあり

ます。夜というと、飲食店というのもあるんですけれども、例えば塾に行って帰っ

てくる、学校から帰ってくる、会社から帰ってくる。日野駅からじゃどうやって帰

ろうかというときにという足もございますので、そういったところも含めて丁寧に

考えさせていただきたいと思います。 

 日野町の皆さんあるいは日野町に来られる皆さん、働きに来られる皆さんが、交

通で困ることがない体系を持続可能な形でぜひ目指していきたいと思いますので、

引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） やり方として、今オンデマンド交通、地域的に今もされようと

していますけど、そういった形もやり方次第でいろいろ工夫してすれば、できんこ

とではないのかなというふうに思います。そこはまたご検討いただければというふ

うに思います。 

 最後に要望といたしますけど、通勤バスで黒字運行となる確証はないのですが、

路線バス事業者の採算が取れなければ、町の財政支出は増える一方であります。日

野町の財政を硬直化し、圧迫させることのないようにしていただきたいと思います。

町の財政負担とならない公共交通再編になるよう検討されますことを強く要望い

たしまして、これで私の一般質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、４番、加藤和幸君。 

４番（加藤和幸君） 通告書に基づきまして、分割方式で２点質問をいたします。 

 まず、１点目は、安倍元首相の国葬への町の対応についてお伺いします。 

 ７月に銃撃された安倍元首相の国葬をめぐって、国論を二分する状況が今も続い

ています。安倍元首相の銃撃事件自体はあってはならないことであって、国民の多

くが安倍首相に対してお悔やみの気持ちを持っていることももちろん事実であり

ます。しかし、そのことと国葬にするということは全く別問題です。戦前の大日本

帝国憲法下では国葬令があって、天皇制国家に功績のあった人物を国葬にしてきま

したが、法の下の平等を定めた日本国憲法においては、戦後は日本国憲法の理念に

反するとしてそれは廃止になって、吉田茂氏を除いて行われておりません。 

 在任期間の長さや外国から多くの要人が弔問に訪れる、あるいは憲政史上の功績

を挙げる人もありますが、逆に、安倍氏は国会を軽視して、安保法制など自衛隊や
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国防に関する戦後の民主的なルールを閣議決定などの形で変えてきたと言われて

いる、そういう人物でもあります。さらに、モリ・カケ・サクラと言われるような

疑惑に対して何ら明確な答弁をせず、１人の真面目な官僚を死に追い込んだ、こん

なことについても責任を感じていません。 

 また、銃撃事件が象徴をするように、悪徳商法で問題になった旧統一教会との関

わりも看過できません。国論が二分するのは、こういうところに理由があるのでし

ょう。国論が大きく分かれているときに国葬を行うと、弔旗や黙禱の強制につなが

って、思想、良心の自由の問題につながります。したがって、学校や官公庁に対し

て弔意を強制するようなことがあってはならないと思います。 

 世論も反対の声が多い中で、弔旗や黙禱の通達などはもうないだろうというふう

に思っておったのですが、先日８月30日付の中日新聞によりますと、あろうことか

県内のお隣の市でも、７月12日に都内で行われた安倍氏の家族葬に合わせて、市教

委が市内全小・中学校に弔意を示す半旗の掲揚を求める文書を出し、これを受けて

市内の数校が掲揚したとみられるというふうな記事がありました。 

 そこでお伺いします。９月27日の国葬に合わせて、町内の官公庁、教育機関で何

らかの対応を考えておられますか。 

議長（杉浦和人君） ４番、加藤和幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（堀江和博君） ただいまは、安倍元首相の国葬への町の対応についてご質問を

頂きました。 

 安倍元首相の国葬につきましては、まずもって国葬とすることについて、国民の

皆様に対する十分な説明により理解を得ることが大切だと考えております。また、

弔意につきましては、住民の皆さんに強制するものではなく、町としましては、国

葬に合わせた対応については考えておりません。 

議長（杉浦和人君） 加藤和幸君。 

４番（加藤和幸君） 対応は考えていないということでしたので了解をいたしました

が、２点再質問をさせていただきます。 

 同じ中日の記事中に、県下の他市町の教育委員会は弔旗掲揚の要請はしなかった。

お隣の市だけであったというふうな報道がありますが、なぜほかの市町はしなかっ

たのかというと、その理由は国や県からの通達がないのでというふうに、そういう

回答であったようです。 

 もし27日の国葬に際して、今のところ国はそういうつもりはないというふうに言

っているんですが、国や県からそういうような旨の通達があれば、本町の場合はど

うされるのか。それが１点です。 

 それから、もう１点は９月の行事予定表、先日、議会事務局から出されました９

月の行事予定表によると、27日国葬参列、議長、日本武道館とあります。これはど
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ういう立場で参列されるのか、何か招待があったのでしょうかお教えください。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（正木博之君） 国葬について再質問を頂戴いたしました。 

 現在のところ、国や県からの通達はないというふうに予測されています。現在も

ございませんが、もしあったときはどうするかということですが、現在のところ、

先ほど町長が申しましたとおり、今の日本の国でのいわゆる二分した中での、国民

の理解が得られていない中での町としての対応はしないという方向でございます。 

議長（杉浦和人君） ただいま、加藤議員から、議会事務局の行事予定に議長公務が

記載されておりましたので、これについて説明をさせていただきます。 

 この件につきましては、全国町村議会議長会の団体で要請がありまして、それに

ついて、私も国のほうの相談役をしている関係でそれに参画をするという、一応出

席することを連絡はしております。 

 滋賀県においては、既にご案内のとおり、滋賀県知事もそういう質問に対して出

席するというような回答をされている。多分これは地方６団体の代表に要請されて

いるんではないかなと、このように思っておりますし、いずれにいたしましても、

私は私費で交通費も、そして万一宿泊をせんならんようなことがあれば、それも私

費でやるつもりで今のところ考えております。 

 加藤和幸君。 

４番（加藤和幸君） ２点、了解をいたしました。 

 同じ27日の新聞記事の終わりのほうに、元県立大の福井雅英教授のコメントとし

て、学校現場は指示があっても政治的中立の立場から拒否をすべきだったという旨

のコメントを出しておられます。だから、そういう意味で、こういうふうなことが

もしあった場合、今後もその辺を配慮していただきたいなというふうに、これは要

望です。 

 それから、議長の出席について今お伺いしましたけれど、私費だということであ

りますので、それ以上どうこう言うことはないかと思いますが、できることなら中

止をしていただきたいなと思います。これはもう私の感想でございますので、以上

ということにします。 

 ２つ目の質問に入らせていただきます。２つ目の質問は、わたむき自動車プロジ

ェクトについてでございます。６月議会に続いて、わたむき自動車プロジェクトに

ついて伺います。 

 先ほどの齋藤議員の質問と重なる部分がかなりございます。今までから重なる部

分をあまり聞かないようにと、もちろんほかの議員さんやら皆さんもそうやと思い

ますし、中継とかで見ておられる方も、問いが同じで答えがもう分かり切ったこと

やったら、そらもうもちろんそれを繰り返し聞くというのは愚かなことだというふ
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うに思うんですが、考え方の過程であるとか、それから答えが明らかでないという

部分については、重複をしてもお許しを頂きたい、そんなふうに思いますので、お

許しを願いたいと思います。 

 ６月の地方創生特別委員会に提出された資料や９月１日の議員全員協議会に出

された資料を基に、実証実験を経て実用化するにあたってのシミュレーションを伺

います。 

 シミュレーションがある程度できるかなということで、添付資料をつけさせてい

ただきました。添付資料の最後のところですけれど、わたむき自動車プロジェクト

実証実験から実用化への具体化シミュレーションという表のようなものを付け加

えました。これも若干併せてみていただけるとありがたいなというふうに思います。 

 ２月に行われた実証実験、これは６月のときに地方創生特別委員会に出された資

料ですけれど、それによりますと、日野駅便、日野駅からＯＫＭを通ってダイフク

へ行くという日野駅便が朝１便と夜に５便、それから桜川駅からダイフクの便が朝

４便と夜８便の合計、全部で合わせると18便、２月の実証実験では、１日に18便の

実証実験バスを運行した。それに対して、乗車人数が、日野駅便が延べ130人、そ

れから桜川駅便が延べ約200人、実証実験の資料にそのように出されておりました。 

 これを１日当たりで計算しますと約20名、ちょっと驚くべき数字だと思うんです

けれど、18便運行して20人ということは１台のバスにほとんど１人しか乗っていな

いということになりますよね。これは、とんでもない数字じゃないかなというふう

に思うんです。いくら実証実験だからといっても、これはあまりにもひどい数字じ

ゃないか。 

 ６月議会で、齋藤議員、池元議員、山本議員、私の４人がこの辺の問題を取り上

げたんですけれど、副町長は、今もおっしゃったように、基本的に公共交通の本来

の強みである定時大量輸送、つまり第１フェーズで運賃収入を確保して、それで第

２フェーズ、町民の生活移動の財源を確保すると、第３もですけどね。そういう旨

の回答をされました。 

 そこで、２年目の通勤構想、通勤バス実証実験ご利用案内、これは９月１日に頂

いたものです。議員全員協議会の資料がありましたが、それを基にして伺います。 

 今実施中の実験、ちょうど今やっておられるわけですけど、これでは、ルート１、

近江八幡駅から桜川駅を通ってダイフクに行くルート、それからルート２、八日市

駅から沖野、それからダイフクのルート、それから、ルート３、日野駅からダイフ

クの近江寮、役場、ＯＫＭを通ってダイフクという３つのルートを設けて、便数も

２月の1.5倍に当たる１日27便、シミュレーションの表のところに書いておきまし

たが、こういうような形で１日に27便を運行すると。そして、利用者増を図るとす

るものというふうに思われます。 
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 今回の乗車人員は、それぞれに１日について何人ぐらいを想定しておられるのか

お聞かせいただきたいというふうに思います。 

 それから、この27便を実用化すれば、実際の運行にはバスは何台必要なのか。 

 ３番目ですが、この構想は２月の実証実験で、最寄り駅や停留所から15分以内と

いうのが公共交通利用の分かれ目だと。これはビッグデータの活用分析資料に載っ

ていましたけれど、だから、徒歩15分というのが大事なところだ。それに基づいて、

停留所を増やして運行をするものというふうに思われますが、通勤時の公共交通の

カバー率、こういう形で言っていいのかどうかよく分からないんですけれど、自転

車やとか徒歩なんかも含めて、マイカー以外の公共交通で通勤する人の割合はどの

程度になるというふうに考えておられるのか。 

 ４番から４番、５番あたりが重複するかと思うんですけれど、実用化するために

採算に係る想定が不可欠だと思います。料金は現行近江バスの距離に応じたものに

なると思われますが、片道の運賃、通勤定期代、仮に始発駅などから計算して、総

収入はどれくらいを想定しておられるのか。 

 上記の総収入に対して、運行を支える必要経費、いわゆる人件費、燃費、車両の

維持経費等々ほかにもあるかと思いますが、そのようなものはどういうふうに想定

しておられるのか。 

 この３ルートを路線バスとして実用化する場合、運行主体は近江バスになると考

えられます。先ほどの齋藤議員へのお答えの中では、町営ということもあり得るか

というふうなこともおっしゃっておられましたが、現行の町営バスの収支から見て

も、あるいは町営バスをほかの市町に走らせるということから考えても、町営バス

でこの27便を運行するということは非現実的だというふうに考えます。それは台数

をそれだけ増やすということにもなってきますし、非現実的ではないかと。そうい

うふうに考えると、近江バスさんに頼らざるを得ないだろうと。そうなると、幾つ

かの問題点が出てきます。 

 これは先ほど言われましたけれど、仮に黒字収益が出たとしても近江鉄道の収益

になると。この辺については、先ほどの答弁で結構かと思います。 

 それから、バスを動かせるのかどうかという２番の部分につきましても、先ほど

の答弁で結構です。 

 その次の⑦の部分ですけれど、それをクリアできたとしても、プロジェクトの構

想からすれば、通勤通学路線はただそこが黒字であればよいということではなくて、

第２フェーズを維持していく、あるいは第３フェーズを維持していくための収益、

だから、相当な黒字が必要というふうに考えられます。採算ライン、これも先ほど

でしたけれど、答弁は頂いていないんですけれど、もし答えられるようでしたら、

採算ラインをお答えいただきたいと思います。 
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 そこまでが一応実証実験の部分です。 

 ⑧の質問については、オンデマンド交通の案件です。これは、オンデマンド交通

乗合タクシーのご紹介という、これも９月１日に出された資料について伺います。 

 令和４年度、今年度実証実験の運行地域は町営バス南比線エリアと中山線エリア

というふうに伺っております。６月の地方創生特別委員会資料のナンバー２では、

曙、上駒月・下駒月、豊田・中山・徳谷の地図上に、乗車場所のイメージ、これは

イメージだということですが、として、例えば上駒月・下駒月の場合、13か所が示

されています。他の集落も含めて、アンケートにはこういった図も添付されるので

しょうか。それが、８番の１つ目。 

 ８番の２つ目、現在町営バスのない第３緑ヶ丘は想定されているのか。 

 それから、（３）ですが、日曜日は町営バスも多くが運休です。平日の運行が基

本というのは、普通考えると運転手にとって休日が必要だと。だから、そのことは

分かるんですが、運転手の休養日という以外にも何か理由があるのでしょうか。 

 ４番目、利用対象は高齢者でしょうか。車を持たない一般の方の利用とか、障が

い者、例えば車椅子利用の方とかの利用は想定されているのでしょうか。 

 （５）オンデマンド交通が一定の成果を上げたと考えられる場合は、町営バスは

廃止になるのでしょうか。この辺もお聞かせください。 

 それから、（６）ですけれど、小学校通学便以外では、例えば桜谷地域であると

か、あるいは鎌掛地域であるとか、日八線沿線以外の西大路地域、北畑口から日八

線寄りの部分でないところの西大路地域辺りは、条件的には南比地域やとか中山線

エリアなんかと似ているというふうに思います。ほかの地域にも拡大する予定を持

っておられるのかどうか、その辺りをお聞かせください。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） ただいまは、わたむき自動車プロジェクトについてご質問を頂

きました。 

 まず、１点目の１日当たりの乗車人数の想定についてでございますが、こちらは、

先ほど齋藤議員さんのほうからお話しいただきました。黒字化路線については30か

ら40というようなことを聞いているというような話がありましたけれども、今お答

えさせていただきますのは補助対象路線としてのほうでお答えをさせていただこ

うと思います。補助対象路線としての路線化に向けての目安としましては、実証実

験バスとダイフク滋賀事業所のチャーターバスの利用者の合計が、１路線につき１

日当たり150人になるかどうかがポイントになるものと考えております。 

 ２点目の運行バスの台数でございますが、全27便を路線化した場合には11台程度

のバスが必要になるものと考えております。 

 ３点目のカバー率でございますが、今回の実証実験の路線については、ＪＲや路
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線バスと乗り継ぎ等を含めて約33パーセントのカバー率になるものと考えており

ます。 

 ４点目の総収入の想定でございますが、９月の実証実験での３ルートに係る想定

の定期代に利用見込み者数を掛けることにより、まずはベースとなる部分の算出が

できるものと考えております。今後実証実験の実績を加えて、その他の需要も見込

み、総収入額の見込みの算出を行ってまいりたいと考えております。 

 ５点目の必要経費についてですが、現時点では算出をしておりません。今後実証

実験の結果を踏まえ、交通事業者である近江鉄道と具体的な算定をしてまいりたい

と考えております。 

 ６点目の路線化に向けての運行主体につきましては、先ほどご答弁させていただ

いたとおりでございます。 

 ７点目の採算ラインについてでございますが、９月の実証実験の結果を受けて算

出することから、現時点で具体的な採算ラインの算出はできておりません。 

 ８点目のオンデマンド交通についてでございます。 

 １つ目、乗降場所のイメージ図につきましては、各区長様に乗降場所の取りまと

めをお願いしておりますことから、区長様に配付を行っており、アンケートには記

載をしておりません。 

 次に、第３緑ヶ丘につきましては南比線エリアとして位置づけ、実証実験を行う

予定をしております。 

 次に、実証実験の対象となる地域へのアンケート結果において、土曜日、日曜日

運行について住民の皆さんのニーズが高い場合におきましては、実現に向けて交通

事業者と協議をしてまいりたいと考えております。 

 次に、利用対象者については、現在のところ制限を設けることは考えておりませ

ん。しかしながら、運転手は原則乗降時の介助ができないことから、介助が必要な

方は介護タクシーなどをご利用いただくことになると考えております。 

 次に、実証実験によりオンデマンド交通が一定の成果を上げ、町営バスよりも利

便性が高いと地域の皆様にご判断いただけた場合は、当該エリアについては、学童

送迎など大量輸送の必要性がない場合は、町営バス路線の存続を地元の皆さんと検

討させていただくとともに、全体の輸送力を見極め、他路線の充当も検討していき

たいと考えております。 

 次に、他地域への拡大ですが、本年度の対象となる南比都佐線エリア、中山線エ

リア、また次年度には実証実験のエリアを拡大させていただき、その成果と課題を

検証し、その他のエリアにおいても活用できるものであれば順次必要性の高いエリ

アへの拡大を検討してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 加藤和幸君。 
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４番（加藤和幸君） 何点か再質問をさせていただきます。 

 まず、１つ目は利用人数の問題です。路線化に向けての目安は、今の町長のご答

弁では１日１路線当たり150人がポイントと、補助路線についてはそのようにおっ

しゃいました。それが３路線ですから、先ほどの表によれば、ルート１が150人、

ルート２が150人、ルート３が150人ということは、総計で１日当たり450人という

ふうな想定になりますね。これが目安になります。２月の１日20人の20倍以上の利

用が必要だということになります。 

 ９日、こないだの金曜日、私は八日市駅へ行かせてもらいました。ルート２の八

日市駅７時35分発を見に行きました。八日市駅の乗車はやっぱりゼロでした。運転

手さんとお話をさせてもらったんですけれど、乗らはりませんねというふうなこと

でした。その後、沖野辺りがどうであったのかは、ちょっと僕も車の後をつけると

いうわけにいきませんでしたので、沖野の停車場辺りがどうだったのかは分かりま

せんが、始発の八日市駅はゼロであったと。今度は12日、月曜日ですが、ルート１

の近江八幡駅７時20分発に寄せてもらいました。ただ、僕も若干朝寝坊したりとか

で余裕を持って行かなかったので、車をきちんと置いて、そこへ行って、バスの中

を見るというところまでいきませんでしたので、ちょっと遠目から見ていたような

状態なんですけれど、７時20分発の実証実験バスの前に、先ほどからおっしゃって

おられるダイフクの自社バス、日に新た館と書いてあるやつです。自社マイクロバ

スが２台ありました。この２台のバスはほぼ満車でした。恐らくこれは通常利用者

というふうに考えられました。通常利用者のマイクロバス２台はほぼ満車。ところ

が、実験車は空っぽではなかったんですが、どうもちらほらという感じでした。人

数は確認できていません。また、時間があれば、今月中ということですので確認を

したいと思うんですけれど、そんな感じでした。 

 これで本当に路線化できるんですか。こういうことを言うと、せっかくの公共交

通活性化の取組を、共産党は冷ややかに見とるんやってな声をあるところで聞いた

んですけれど、私は決して公共交通活性化を否定しているのではありません。公共

交通活性化というのは、モータリゼーションによるＣＯ２削減とか渋滞緩和とか

等々、喫緊の課題対応に対してすごく必要なことだというふうに私は思っています。

しかも莫大な地方創生交付金を投入しての事業です。だから、一過性のイベントで

終わらせてはならない。ある意味では失敗は許されるべきではないというふうに思

っています。 

 結局何か利用があまり見込めませんので、路線化は断念しましたというようなこ

とになったら、これは結局何をしてんねやということになるかというふうに思いま

す。副町長がおっしゃるように、確かにダイフクの従業員さん、ほとんどマイカー

で通っておられるわけですから、だから需要はあるんだと思います。だから、そこ
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をどういうふうにしていくのかという点で、本当に真剣に考えていかないとなかな

か大変だなと思っています。２月が失敗だったから、今度はというふうに思ったん

ですけれど、一向に利用者が増えているようには思えないんですけれど、どうなん

でしょうか。 

 月曜日の午後に約束、アポイントを取らせてもらって、ダイフクの総務の方に実

証実験について伺いました。そこでダイフクの方がおっしゃったのはどうなのかと

いうと、確かに今の状態は全然もうそら利用者は少ないんですわと。その理由とし

て何かということをお伺いしたら、やっぱり社員さんに周知、協力をお願いする期

間が短かったと。こんなふうにおっしゃっておられました。こんなことを言うても

ええのかいなというふうなことを言っておられたんですけどね。 

 民間企業というのは、一般にいろんなことに対して即応体制が十分できている、

お役所よりもというふうによく言われます。そういうふうに言われるダイフクさん

で期間が短かったというふうにおっしゃったすれば、それはある意味で本音なんし

ょう。だから、周知期間をじっくり取ってということになれば、多分もうちょっと

ましになるのかなというふうには思うんですが、その辺、今後どうなのかというの

もお伺いをしたいと思います。 

 そのときに、もう僕も知っている方ですから気楽にしゃべっていたんですけれど、

そしたら、できて10年後ぐらい、10年先ぐらいですかねというふうなことをおっし

ゃっておられたんですよ。10年先でいいのかなという思いがしたんですけど、それ

こそ即応体制の企業さんでさえもそんなんおっしゃっておられるのに、ちょっと早

計過ぎるんじゃないかなという気がしてならないんですけれど、これで果たして本

当に路線化ができるのか。私はあくまでもやってほしいと思うんですよ、成功して

ほしいと思うんですが、果たして本当にできるんだろうか。その辺についてもう一

度お伺いをしたいと思います。 

 それから、③ですけれど、地理的条件等を考えれば、公共交通カバー率33パーセ

ント、目標値としては適切でしょう。2,000人から3,000人ぐらいの従業員さんがダ

イフクにいらっしゃると。そこでお話をしていたところでは、ダイフクの社員さん

は自社バスとチャーターバス以外はほとんどがマイカーですと。二輪での通勤は禁

止をしておりますというふうなことでした。だから、そういうことを考えたときに、

マイカーがどれくらい減ったのかっていうのを、それも１つの指標になるんかなと

思うんですけれど、その辺り、目安なりつかんでおられるところなりがありました

らお教えいただきたいというふうに思います。 

 採算シミュレーションの部分４、５、７あたりについては、現時点では難しいと

いうことでしたけれど、ある程度見通しが立たないと、路線化なんていうことはも

ちろんできないわけですよね。だから、それこそ本当にシミュレーションは当然必



3-123 

要やと。だから、シミュレーションをきちんとした上で路線化を提唱しないと、本

当に絵空事になってしまう。だから、絵空事になってしまったら、第２、第３フェ

ーズは成り立たない。だから、おおよそこれぐらいの利用があって、経費はこれぐ

らいでというのが出ませんでしょうか。そうでないと、とても路線化して採算が取

れるとは思えないんですけれど、その辺、どうでしょうか。 

 運行主体の問題につきましては、また後でお教えいただきたいと思います。 

 あと８番、オンデマンド交通の問題ですけれど、３番目の土日運行の問題です。

平日は必要で土日は要らないというケースは、高齢者とその息子さんなどが同居し

ておられるという場合、こういう場合は恐らく平日は必要で土日は要らないでしょ

う。あるいは、病院に通うためにデマンドタクシーを使うというケースです。公立

の病院とかはおおよそ日曜日は休みですから、だから土日は要らない。平日は必要

だけれど、土日は要らないというのは、そういう病院に通うために使うというケー

ス。 

 ところが、オンデマンド交通が必要な高齢者というのは、同居の方もいらっしゃ

るかも分からないけれど、同居よりもひとり暮らし、あるいは高齢夫婦などの方が

多いんじゃないかというふうに思うんですね。とすれば、土日も平日もないんでし

ょう。買物に行くのに土日は行きません。そら混雑は嫌だというので土日は行かな

いというケースもあるかも分からないけれど、ひとり暮らしの方が何かの用事で行

くというときには、土日でもやっぱり必要なんじゃないか。だから、そういう意味

で、運転手さんの休日休養ということを除けば、やっぱり土日も必要に応じて運行

することが必要なんじゃないかというふうに、デマンド交通については思います。 

 以上の部分で再質問をお願いします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。先ほどの答弁と重ならないように。 

副町長（津田誠司君） まず、全体がこういう利用状況の中で路線化ができるのかど

うかというご質問ですが、路線化はこのままではできないと思います。３路線とい

うことで今回実証実験していますけれども、３路線とも同時にするのかどうかも全

く未定ですし、ただ一方で、近江八幡の路線に関しましては、ダイフクが自社の送

迎をやられているという中で、そこも取り込みながらするということになると、先

ほど町長が答弁いたしました150人という人数というのは、一定見えてくるのかな

というふうには考えております。 

 あと10年ぐらい先と言われたという話なんですけど、それもイメージの話なので

何とも申し上げられるところではございません。ただ、それだけ難しい問題である

ということは間違いないと思います。難しいことに調整をしているので、様々いろ

んなことがその過程ではあると思います。議員がおっしゃいました失敗で終わらせ

るべきではない、もうそれはそのとおりだと思いますが、その途中、過程では実証
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実験としてやっていますので、失敗っていうのは数々あると思います。今後とも出

てくると思います。ですから、１回目から２回目にかけて何を変えたかというと、

ビッグデータに基づいて、通勤経路に基づいて路線を設計し直した。近江八幡から

直接来れるようにしたということで、近江八幡からの利用者に関しては一定増えて

いる状況にはあると思います。ベースの部分がありますので、ベースの部分を除く

と少なく見えますが、ベースの部分を含めますとそこそこの人数かなというふうに

は思うんですが、八日市の場合には今までバスが走っていなかったので、なかなか

利用される方もそこがバスで移動できるという想定がしにくいということがある

のかもしれません。あるいは先ほど来申し上げている行動変容の部分もございます

ので、その辺りを含めながら考えていきたいと思っております。今回の成果という

のは、成果と言っていいのかどうか分かりませんが、行動変容というのが非常に難

しいということも１つの結果なのかなというふうに思っております。 

 あとマイカーがどれだけ減ったかというのも、現時点では確認をしていないんで

すけれども、それは当然バスの利用者とリンクしてくるのかなというふうには考え

ております。当然のことながらある程度利用者の見通しが立ってきてから進むべき

だということは再三申し上げておりますので、今回の実証実験の結果も含め、今後

コミュニケーションを図りながら、行動変容を起こすような形で利用者を確保する

形での路線化を目指していきたいというふうに思っております。 

 オンデマンド交通の土日運行についてでございますけれども、もう議員おっしゃ

っていたとおり土日運行しようと思いますと、当然週５日勤務２日間休みというこ

とになると、人員確保であるとかコスト的な面で大きく変わってくるということで、

一旦こういう形でご案内させていただいているということでございます。先ほど来、

夜間とかも含めて目指していきたいと話をしておりますので、当然のことながら、

必要性なり要望がございましたら、土日も含めて走らせるべきだと思っているんで

すけれども、今、差し当たり町営バスの利便性が限定的な部分に関して走らせると

いうことで、一旦そういう形でご案内させていただいたというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 加藤和幸君。 

４番（加藤和幸君） どうも丁寧なご回答をありがとうございました。 

 さっきも申しましたように、多額の費用をかけて行うことですので、やっぱり成

功していかないと意味がないだろうと思いますので、そのためにいろんな力を尽く

していかんとあかんやろうというふうに思います。 

 これで質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上で、８名の諸君の質問は終わりました。その他の諸君の一

般質問は明15日に行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 
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議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、その他の諸君の一般質問は明15日に行いますので、定刻ご参集をお願

いいたします。 

 先ほどの加藤議員の国葬に対する質問の中で、総務課長が立ち止まって困ってお

られましたけども、公務においては通告のない質問でございますので、事前に通告

をよろしくご利用いただきたいと思います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでした。 

－散会 １８時４０分－ 


